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指定障害児通所支援事業者等の指導監査について

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）に基づく指定障害児通

所支援事業者等、指定障害児入所施設等の設置者等及び指定障害児相談支援事業者等に対

する指導監査については、障害児通所給付費、障害児入所給付費及び障害児相談支援給付

費に関する業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業実施を確保

するとともに、別添１「指定障害児通所支援事業者等指導指針」及び別添２「指定障害児

通所支援事業者等監査指針」を参考に指導監査に当たられるようお願いするとともに、貴

管内区市町村に対する周知方につきご配慮願いたい。

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言であることを申し添える。



（別添１）

指定障害児通所支援等事業者等指導指針

１ 目的

この指導指針は、都道府県及び市町村（特別区を含む。）が児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号。以下「法」という。）第２１条の５の２１第１項に規定する指定障害

児通所支援事業者、指定障害者通所支援事業者であった者若しくはこれらの従業者であ

った者（以下「指定障害児通所支援事業者等」という。）、法第２４条の１５第１項に

規定する指定障害児入所施設の設置者、当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者

である者若しくはこれらの者であった者（以下「指定障害児入所施設設置者等」とい

う。）又は第２４条の３４第１項に規定する指定障害児相談支援事業者、指定障害児相

談支援事業者であった者若しくはこれらの従業者であった者（以下「指定障害児相談支

援事業者等」という。）（以下「指定障害児通所支援等事業者等」という。）が行う障

害児通所給付費等、障害児入所給付費等又は障害児相談支援給付費等（以下「障害児支

援給付費等」という。）にかかる指定障害児通所支援、指定入所支援又は指定障害児相

談支援（以下「指定障害児通所支援等」という。）の内容に関する指導に関し、法第５

７条の３、第５７条の３の２、第５７条の３の３若しくは第５７条の４規定により行う

質問等について、基本的事項を定めることにより、指定障害児通所支援等の質の確保及

び障害児支援給付費等の適正化を図ることを目的とする。

２ 指導方針

指導は、指定障害児通所支援等事業者等に対し、「児童福祉法に基づく指定通所支援

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働省令第１５号）、

「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」（平

成２４年厚生労働省令第１６号）若しくは「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働省令第２９号）（以下「指定

基準」という。）、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する

費用の額の算定に関する基準」（平成２４年厚生労働省告示第１２２号）、「児童福祉

法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準」（平成２４年厚生労働

省告示第１２３号）若しくは「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の

額の算定に関する基準」（平成２４年厚生労働省告示第１２６号）又は「厚生労働大臣

が定める一単位の単価」（平成２４年厚生労働省告示第１２８号）等に定める指定障害

児通所支援、指定入所支援若しくは指定障害児相談支援の取扱い又は障害児通所給付費、

障害児入所給付費若しくは障害児相談支援給付費に係る費用の請求に関する事項につい

て周知徹底させることを方針とする。



３ 指導形態等

指導の形態は、通常次のとおりとする。

（１）集団指導

集団指導は、都道府県又は市町村が、下記により、その内容に応じ一定の場所に集

めて講習等の方法により行う。

① 指定の権限を持つ指定障害児通所支援等事業者等に対する指導が必要な場合

② 障害児支援給付費等に関して必要があると認める場合

なお、都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の市町村に対し、当日使用

した資料を送付する等、その内容等について周知する。

また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資

料を送付する等、情報提供を行う。

（２）実地指導

実地指導は、都道府県又は市町村が、下記により、指定障害児通所支援等事業者等

の事業所において実地に行う。

① 指定の権限を持つ指定障害児通所支援等事業者等に対して必要があると認める場

合

② 障害児支援給付費等に関して必要があると認める場合

４ 指導対象の選定

指導は全ての指定障害児通所支援等事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指

導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

（１）集団指導

① 新たに指定障害児通所支援等を開始した指定障害児通所支援等事業者等について

は、概ね１年以内に全てを対象として実施する。

② 実地指導の対象外とされた指定障害児通所支援等事業者等のうち、指定障害児通

所支援等の取扱い、障害児支援給付費等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及

び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施する。

（２）実地指導

① 指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者等を対象におおむね

３年に１度実施する。

② その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる指定障害児通所支

援等事業者等を対象に実施する。

５ 指導方法等

（１）集団指導

① 指導通知

都道府県及び市町村は、指導対象となる指定障害児通所支援等事業者等を決定し

たときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当



該指定障害児通所支援等事業者等に通知する。

② 指導方法

集団指導は、指定障害児通所支援等の取扱い、障害児支援給付費等に係る費用の

請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席した指定障害児通所支援等事業者等には、当日使用した必

要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

（２）実地指導

① 指導通知

都道府県及び市町村は、指導対象となる指定障害児通所支援等事業者等を決定し

たときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定障害児通所支援等事業

者等に通知する。

ア 実地指導の根拠規定及び目的

イ 実地指導の日時及び場所

ウ 指導担当者

エ 出席者

オ 準備すべき書類等

② 指導方法

実地指導は、別紙「主眼事項及び着眼点」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者

からの面談方式で行う。

③ 指導結果の通知等

実地指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書

によって指導内容の通知を行うものとする。

④ 改善報告書の提出

都道府県又は市町村は、当該指定障害児通所支援等事業者等に対して、文書で指

摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。

６ 指導後の措置等

（１）実地指導後の措置

実地指導の結果、文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されて

いると認められる場合は、翌年度は集団指導の対象とする。

（２）監査への変更

実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに

「指定障害児通所支援等事業者等監査指針」に定めるところにより監査を行うことが

できる。

① 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危

害を及ぼすおそれがあると判断した場合

② 障害児支援給付費等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不

正な請求と認められる場合



７ その他

（１）都道府県が指導を実施した場合はその指定障害児通所支援等事業者等の事業活動区

域に所在する市町村に対して、また、市町村が指導を実施した場合は都道府県に対し

て、指導結果の通知及び改善報告書の内容について情報の提供を行うとともに、出来

る限り利用者保護の観点から開示を行う。

（２）都道府県及び市町村は、指導の実施状況について、別に定めるところにより、厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。



（別添２）

指定障害児通所支援等事業者等監査指針

１ 目的

この監査指針は、都道府県知事又は市町村長（特別区区長を含む。以下同じ。）が、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２１条の５の２１、

第２１条の５の２２若しくは第２１条の５の２３の規定に基づき、指定障害児通所支援

事業者、指定障害児通所支援事業者であった者若しくは当該指定障害児通所支援事業所

の従業者であった者（以下「指定障害児通所支援事業者等」という。）、法第２４条の

１５、第２４条の１６若しくは第２４条の１７の規定に基づき、指定障害児入所施設等

の設置者、指定障害児入所施設等の長その他の従業者（以下「指定施設設置者等」とい

う。）である者若しくは指定施設設置者等であった者（以下「指定障害児入所施設等設

置者等」という。）又は法第２４条の３４、第２４条の３５若しくは第２４条の３６の

規定に基づき、指定障害児相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者であった者若し

くは当該指定障害児相談支援事業所の従業者であった者（以下「指定障害児相談支援事

業者等」という。）（以下「指定障害児通所支援等事業者等」という。）が行う障害児

通所給付費等、障害児入所給付費等又は障害児相談支援給付費等（以下「障害児支援給

付費等」という。）にかかる指定障害児通所支援等、指定入所支援等若しくは指定障害

児相談支援等（以下「指定障害児通所支援等」という。）の内容又は障害児支援給付費

等に係る費用の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、指定障

害児通所支援等の質の確保及び障害児支援給付費等の適正化を図ることを目的とする。

２ 監査方針

監査は、指定障害児入所施設等設置者等に対する「一般監査」と指定障害児通所支援

事業者等、指定障害児入所施設等設置者等及び指定障害児相談支援事業者等に対する

「特別監査」とし、特別監査は、指定障害児通所支援等事業者等の指定障害児通所支援

等の内容等について、法第２１条の５の２１、第２１条の５の２２、第２１条の５の２

３、第２４条の１５、第２４条の１６、第２４条の１７、第２４条の３４、第２４条の

３５若しくは第２４条の３６に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる

場合、その疑いがあると認められる場合又は障害児支援給付費等に係る費用の請求につ

いて、不正若しくは著しい不当が疑われる場合（以下「指定基準違反等」という。）に

おいて、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

３ 監査対象となる指定障害児通所支援等事業者等の選定基準

（１）一般監査は、おおむね２年に１度実施するものとする。

（２）特別監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があ

ると認める場合に行うものとする。



① 要確認情報

ア 通報・苦情・相談等に基づく情報

イ 市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情

ウ 障害児支援給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

② 実地指導において確認した情報

法第５７条の３若しくは第５７条の３の２若しくは第５７条の３の３若しくは第

５７条の４により指導を行った市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は都道府県

が指定障害児通所支援等事業者等について確認した指定基準違反等

４ 監査方法等

一般監査については「指定障害児通所支援等事業者等指導指針」の実地指導に準じて

実施するものとし、特別監査については次により実施するものとする。

（１）報告等

指定権限のある都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認について必要

があると認めるときは、指定障害児通所支援等事業者等に対し、報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対

して質問させ、若しくは指定障害児通所支援等の当該指定に係る事業所に立ち入り、

その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査（以下「実地検査等」という。）を行

うものとする。

なお、指定権限のない市町村長が実地検査等を行う場合は次によるものとする。

① 市町村長は、指定障害児通所支援等事業者等について実地検査等を行う場合、事

前に実施する旨の情報提供を指定権限のある都道府県知事に対し行うものとする。

なお、指定障害児通所支援等に関して、複数の市町村に関係がある場合には、都

道府県が総合的な調整を行うものとする。

② 市町村長は、指定基準違反等と認めるときは、文書によって指定権限のある都道

府県知事に通知を行うものとする。なお、都道府県知事と市町村長が同時に実地検

査等を行っている場合には、通知を省略することができるものとする。

③ 指定権限のある都道府県知事は、②の通知があったときは、すみやかに以下の

（３）～（５）に定める措置をとるものとする。

（２）監査結果の通知等

監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項について

は、後日文書によってその旨の通知を行うとともに、当該指定障害児通所支援等事業

者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

（３）行政上の措置

指定権限のある都道府県知事は、指定基準違反等が認められた場合には、法第２１

条の５の２２、第２１条の５の２３、第２４条の１６、第２４条の１７、第２４条の

３５及び第２４条の３６「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政

上の措置を機動的に行うものとする。



① 勧告

指定障害児通所支援等事業者等に法第２１条の５の２２第１項から第３項まで、

第２４条の１６第１項から第３項まで、又は第２４条の３５第１項から第３項まで

に定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該指定障害児通所支援等事業者

等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができ

る。

これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

② 命令

指定障害児通所支援等事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらな

かったときは、当該指定障害児通所支援等事業者等に対し、期限を定めて、その勧

告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

③ 指定の取消等

指定基準違反等の内容等が、法第２１条の５の２３第１項各号、第２４条の１７

第１項各号及び第２４条の３６第１項各号のいずれかに該当する場合においては、

当該指定障害児通所支援等事業者等等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてそ

の指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（以下「指定の取消等」とい

う。）ができる。

（４）聴聞等

監査の結果、当該指定障害児通所支援等事業者等が命令又は指定の取消等の処分

（以下「取消処分等」という。）に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分

等の予定者に対して、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項各号の規

定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなけばならない。

ただし、同条第２項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しな

い。

（５）経済上の措置

① 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、障害児支援給付費等の全部又は一部

について当該障害児支援給付費等に関係する市町村に対し、法第５７条の２第１項

に基づく不正利得の徴収（返還金）として徴収を行うよう指導するものとする。

② 命令又は指定の取消等を行った場合には、原則として、法第５７条の２第２項並

びに同条第４項の規定により、当該指定障害児通所支援等事業者等に対し、その支

払った額につき返還させるほか、その返還させる額に１００分の４０を乗じて得た

額を支払わせるよう指導するものとする。

５ その他

（１）都道府県が監査を実施した場合はその指定障害児通所支援等事業者等の事業活動区



域に所在する市町村に対して、また、市町村が監査を実施した場合は都道府県に対し

て、監査結果の通知及び処分等の内容について情報の提供を行う。

（２）都道府県及び市町村は、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところ

により、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。
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（別 紙）  

主眼事項及び着眼点（児童発達支援） 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

第１ 基本方針 

 

 

 

法第21条の５の

18 

 

 

 

 

 

 

 

（１）児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定

児童発達支援」という。）の事業を行う者（以下

「指定児童発達支援事業者という。）は、当該指

定児童発達支援事業者を利用する障害児の意思

及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立

った指定児童発達支援の提供に努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町

村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律 （平成17年法律第123号）第５

条第１項に規定する障害福祉サービス（第20条及

び第49条において「障害福祉サービス」という。

）を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との連携に

努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達

支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待

の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修

を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。  

 

平24厚令15第３

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定児童発達支援の事業は、障害児が日常生活

における基本的動作及び知識技能を習得し、並び

に集団生活に適応することができるよう、当該障

害児の身体及び精神の状況並びにその置かれて

いる環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓

練を行うものとなっているか。 

 

平24厚令15第４

条 

 

 

 

 

 

第２ 人員に関す 

る基準 

 法第21条の５の

18第１項 

１ 従業員の員数 

２  児童発達支援

管理責任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者が当該事業を行う事業

所（以下「指定児童発達支援事業所」という。）

（児童発達支援センターであるものを除く。以下

この条において同じ。）に置くべき従業者及びそ

の員数が、次のとおりとなっているか。 

   一 指導員又は保育士指定児童発達支援の単

位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専

ら当該指定児童発達支援の提供に当たる指

導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げ

る障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又は

ロに定める数以上 

    イ 障害児の数が10までのもの２以上 

    ロ 障害児の数が10を超えるもの ２に、障

害児の数が10を超えて５又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

平24厚令15第５

条第１項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

   二 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）第49条第１項に規定する児童発達

支援管理責任者をいう。以下同じ。） １以

上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の各号に掲げる従業者のほか、指定児童

発達支援事業所において日常生活を営むのに必

要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員

（日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当す

る職員をいう。以下同じ。）が置かれているか。

（この場合において、当該機能訓練担当職員が指

定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時

間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供

に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を

指導員又は保育士の合計数に含めることができ

る。） 

 

平24厚令15第５

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（１）（２）の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心

身障害児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児

童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員

数が、次のとおりとなっているか。 

   一 嘱託医 １以上 

   二 看護師 １以上 

   三 児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準第21条第６項に規定する児童

指導員をいう。以下同じ。）又は保育士 １

以上 

   四 機能訓練担当職員 １以上 

   五 児童発達支援管理責任者 １以上 

 

平24厚令15第５

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（１）の指導員又は保育士のうち、一人以上は

、常勤となっているか。 

 

平24厚令15第５

条第５項 

 

 

 

 

（５）（１）に掲げる児童発達支援管理責任者のうち

、一人以上は、専任かつ常勤となっているか。 

 

平24厚令15第５

条第６項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事

業所（児童発達支援センターであるものに限る。

以下この条において同じ。）に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとなっているか。（た

だし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達

支援事業所にあっては第３号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する指定児童発達支援事業所に

あっては第４号の調理員を置かないことができ

る。） 

  一 嘱託医 １以上 

  二 児童指導員及び保育士 

   イ 児童指導員及び保育士の総数 指定児童

発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害

平24厚令15第６

条第１項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

児の数を４で除して得た数以上 

   ロ 児童指導員 １以上 

   ハ 保育士 １以上 

  三 栄養士 １以上 

  四 調理員 １以上 

  五 児童発達支援管理責任者 １以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）（６）各号に掲げる従業者のほか、指定児童発

達支援事業所において日常生活を営むのに必要

な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員が

置かれているか。（この場合において、当該機能

訓練担当職員の数を児童指導員及び保育士の総

数に含めることができる。） 

 

平24厚令15第６

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（７）の規定にかかわらず、主として難聴児を

通わせる指定児童発達支援事業所には、（６）各

号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業

者が置かれているか。（この場合において、当該

各号に掲げる従業者については、その数を児童指

導員及び保育士の総数に含めることができる。） 

  一 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごと

に４以上 

  二 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要

な機能訓練を行う場合に限る。）機能訓練を行

うために必要な数 

 

平24厚令15第６

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）（７）の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、

（６）各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲

げる従業者が置かれているか。（この場合におい

て、当該各号に掲げる従業者については、その数

を児童指導員及び保育士の総数に含めることが

できる。） 

  一 看護師 １以上 

  二 機能訓練担当職員 １以上 

 

平24厚令15第６

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）（６）から（９）まで（（６）第１号を除く。

）に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支

援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達

支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の

提供に当たる者となっているか。（ただし、障害

児の支援に支障がない場合は、（６）第３号の栄

養士及び同第４号の調理員については、併せて設

置する他の社会福祉施設の職務に従事させるこ

とができる。） 

 

平24厚令15第６

条第６項 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 管理者 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者が置かれて

いるか。（ただし、指定児童発達支援事業所の管理上

障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達

支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内に

平24厚令15第７

条 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

ある他の事業所、施設等の職務に従事させることがで

きる。） 

 

 

 

 

第３ 設備に関す 

る基準 

 

 

法第21条の５の

18第２項 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業所（児童発達支援センタ

ーであるものを除く。）は、指導訓練室のほか、

指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品

等を備えているか。 

 

平24厚令15第９

条第１項 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）に規定する指導訓練室は、訓練に必要な

機械器具等を備えているか。 

 

平24厚令15第９

条第２項 

 

 

 

 

 

 

（３）（１）に規定する設備及び備品等は、専ら当該

指定児童発達支援の事業の用に供するものとな

っているか。（ただし、障害児の支援に支障がな

い場合は、この限りでない。） 

 

平24厚令15第９

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定児童発達支援事業所（児童発達支援センタ

ーであるものに限る。以下この条において同じ。

）は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（指定児

童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代

わるべき場所を含む。以下この項において同じ。

）、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定

児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等が

設けられているか。（ただし、主として重症心身

障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあ

っては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室

は、障害児の支援に支障がない場合は、設けない

ことができる。） 

 

平24厚令15第10

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）（４）に規定する設備の基準は、次のとおりと

なっているか。（ただし、主として難聴児を通わ

せる指定児童発達支援事業所又は主として重症

心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所

にあっては、この限りでない。） 

  一 指導訓練室 

   イ 定員は、おおむね10人とすること。 

   ロ 障害児１人当たりの床面積は、2.47平方メ

ートル以上とすること。 

  二 遊戯室 障害児１人当たりの床面積は、1.65

平方メートル以上とすること。 

 

平24厚令15第10

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）（４）に規定する設備のほか、主として知的障

害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業

所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児

童発達支援事業所は聴力検査室を設けているか。 

 

平24厚令15第10

条第３項 

 

 

 

 

 

 

（７）（４）及び（６）に規定する設備は、専ら当該

指定児童発達支援の事業の用に供するものとな

っているか。（ただし、障害児の支援に支障がな

平24厚令15第10

条第４項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

い場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設

備に兼ねることができる。） 

 

 

 

 

第４ 運営に関す 

  る基準 

 法第21条の５の

18第２項 

１ 利用定員 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以

上となっているか。（ただし、主として重症心身障害

児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利

用定員を五人以上とすることができる。） 

 

平24厚令15第11

条 

 

 

 

２  内容及び手続 

の説明及び同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護

者が指定児童発達支援の利用の申込みを行った

ときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護

者（以下「利用申込者」という。）に係る障害児

の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該

利用申込者に対し、第37条に規定する運営規程の

概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童

発達支援の提供の開始について当該利用申込者

の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第12

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、社会福祉法（昭和

26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の交

付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害

の特性に応じた適切な配慮をしているか。 

 

平24厚令15第12

条第２項 

 

 

 

３  契約支給量の

報告等 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容

、通所給付決定保護者に提供することを契約した

指定児童発達支援の量（（２）において「契約支

給量」という。）その他の必要な事項（（３）及

び（４）において「通所受給者証記載事項」とい

う。）を通所給付決定保護者の通所受給者証に記

載しているか。 

 

平24厚令15第13

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者

の支給量を超えていないか。 

 

平24厚令15第13

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記

載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞

なく報告しているか。 

 

平24厚令15第13

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定児童発達支援事業者は、通所受給者証記載

事項に変更があった場合について（１）から（３

）に準じてとりあつかっているか。 

 

平24厚令15第13

条第４項 

 

 

４  提供拒否の禁

止 

 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指

定児童発達支援の提供を拒んでいないか。 

平24厚令15第14

条 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

５  連絡調整に対

する協力 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利

用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者

（第49条第１項において「障害児相談支援事業者」と

いう。）が行う連絡調整に、できる限り協力している

か。 

 

平24厚令15第15

条 

 

 

 

 

６  サービス提供

困難時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業

所の通常の事業の実施地域（当該指定児童発達支援事

業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域を

いう。第37条第６号及び第51条第２項において同じ。

）等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適

切な指定児童発達支援を提供することが困難である

と認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者

等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じている

か。 

 

平24厚令15第16

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  受給資格の確

認 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提

供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示す

る通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所

給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定

の有効期間、支給量等を確かめているか。 

 

平24厚令15第17

条 

 

 

 

 

８  障害児通所給

付費の支給の申

請に係る援助 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

に係る通所給付決定を受けていない者から利用

の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえ

て速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行

われるよう必要な援助を行っているか。 

 

平24厚令15第18

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期

間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴

う障害児通所給付費の支給申請について、必要な

援助を行っているか。 

 

平24厚令15第18

条第２項 

 

 

 

 

９  心身の状況等

の把握 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提

供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めているか。 

 

平24厚令15第19

条 

 

 

 

10 指定障害児通

所支援事業者等

との連携等 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福

祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めているか。 

 

平24厚令15第20

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に

対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市

町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めているか。 

平24厚令15第20

条第２項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

11 サービス提供

の記録 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日

、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援

の提供の都度記録しているか。 

 

平24厚令15第21

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、前項の規定による

記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児

童発達支援を提供したことについて確認を受け

ているか。 

 

平24厚令15第21

条第２項 

 

 

 

12 指定児童発達

支援事業者が通

所給付決定保護

者に求めること

のできる金銭の

支払の範囲等 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援

を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の

支払を求めることができるのは、当該金銭の使途

が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上

させるものであって、当該通所給付決定保護者に

支払を求めることが適当であるものに限られて

いるか。 

 

平24厚令15第22

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）前項の規定により金銭の支払を求める際は、当

該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者

に金銭の支払を求める理由について書面によっ

て明らかにするとともに、通所給付決定保護者に

対して説明を行い、同意を得ているか。（ただし

、次条第１項から第３項までに規定する支払につ

いては、この限りでない。） 

 

平24厚令15第22

条第２項 

 

 

 

 

 

 

13 通所利用者負

担額の受領 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指

定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払

を受けているか。 

 

平24厚令15第23

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行

わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給

付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る

指定通所支援費用基準額の支払を受けているか。 

 

平24厚令15第23

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、（１）及び（２）

の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援にお

いて提供される便宜に要する費用のうち、次の各

号（第１号にあっては、児童発達支援センターで

ある指定児童発達支援事業所に係るものに限る。

）に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者

から受けているか。 

   一 食事の提供に要する費用 

   二 日用品費 

   三 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達

支援において提供される便宜に要する費用

のうち、日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、通所給付決定保護

者に負担させることが適当と認められるも

の 

平24厚令15第23

条第３項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

（４）（３）第一号に掲げる費用については、別に厚

生労働大臣が定めるところによるものとなって

いるか。 

 

平24厚令15第23

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指定児童発達支援事業者は、（１）から（３）

までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用

に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給

付決定保護者に対し交付しているか。 

 

平24厚令15第23

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）指定児童発達支援事業者は、（３）の費用に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通

所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及

び費用について説明を行い、通所給付決定保護者

の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第23

条第６項 

 

 

 

 

14 通所利用者負

担額に係る管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障

害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提

供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支

援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合に

おいて、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼が

あったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指

定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額（以下こ

の条において「通所利用者負担額合計額」という。）

を算定しているか。この場合において、当該指定児童

発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他

の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額

合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決

定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定

障害児通所支援事業者等に通知しているか。 

 

平24厚令15第24

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 障害児通所給

付費の額に係る

通知等 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、法定代理受領によ

り指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の

支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し

、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付

費の額を通知しているか。 

 

平24厚令15第25

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行

わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払

を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援

の内容、費用の額その他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書を通所給付決定保

護者に対して交付しているか。 

 

平24厚令15第25

条第２項 

 

 

 

 

 

16 指定児童発達

支援の取扱方針 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、児童発達支援計画

に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その

者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支

援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよ

う配慮しているか。 

 

平24厚令15第26

条第１項 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童

発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし

平24厚令15第26

条第２項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上

必要な事項について、理解しやすいように説明を

行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、その提供する指定

児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を

図っているか。 

 

平24厚令15第26

条第３項 

 

 

17 児童発達支援

計画の作成等 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達

支援管理責任者に指定児童発達支援に係る児童

発達支援計画の作成に関する業務を担当させて

いるか。 

 

平24厚令15第27

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、適切な方法により、障害児

について、その有する能力、その置かれている環

境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通

所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並

びに課題等の把握（以下この条において「アセス

メント」という。）を行い、障害児の発達を支援

する上での適切な支援内容の検討をしているか。 

 

平24厚令15第27

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当

たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接

しているか。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及

び障害児に対して十分に説明し、理解を得ている

か。 

 

平24厚令15第27

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

の質を向上させるための課題、指定児童発達支援

の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上で

の留意事項その他必要な事項を記載した児童発

達支援計画の原案を作成しているか。この場合に

おいて、障害児の家族に対する援助及び当該指定

児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支

援以外の保健医療サービス又は福祉サービスと

の連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置

付けるよう努めているか。 

 

平24厚令15第27

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発

達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う

会議を開催し、児童発達支援計画の原案について

意見を求めているか。 

 

平24厚令15第27

条第５項 

 

 

 

 

 

 

（６）児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障

平24厚令15第27

条第６項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

害児に対し、当該児童発達支援計画について説明

し、文書によりその同意を得ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所

給付決定保護者に交付しているか。 

 

平24厚令15第27

条第７項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握（

障害児についての継続的なアセスメントを含む。

次項において「モニタリング」という。）を行う

とともに、障害児について解決すべき課題を把握

し、少なくとも６月に１回以上、児童発達支援計

画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達

支援計画の変更を行っているか。 

 

平24厚令15第27

条第８項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当

たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定

めるところにより行っているか。 

  一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に

面接すること。 

  二 定期的にモニタリングの結果を記録するこ

と。 

 

平24厚令15第27

条第９項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）児童発達支援計画の変更については、（２）か

ら（７）までの規定に準じて行っているか。 

 

平24厚令15第27

条第10項 

 

18 児童発達支援

管理責任者の責

務 

 

 

 

 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務の

ほか、次に掲げる業務を行っているか。 

  一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

  二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行

うこと。 

 

平24厚令15第28

条 

 

 

 

 

19 相談及び援助 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状

況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障

害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 

 

平24厚令15第29

条 

 

 

 

20 指導、訓練等 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状

況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等

を行っているか。 

 

平24厚令15第30

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活

における適切な習慣を確立するとともに、社会生

活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じ

て支援を行っているか。 

 

平24厚令15第30

条第２項 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応

じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むこ

平24厚令15第30

条第３項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

とができるよう、より適切に指導、訓練等を行っ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定児童発達支援事業者は、常時１人以上の従

業者を指導、訓練等に従事させているか。 

 

平24厚令15第30

条第４項 

 

 

 

 

 

 

（５）指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、

当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担に

より、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者

による指導、訓練等を受けさせていないか。 

 

平24厚令15第30

条第５項 

 

 

 

21 食事 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業所（児童発達支援センタ

ーであるものに限る。（４）において同じ。）に

おいて、障害児に食事を提供するときは、その献

立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な

発育に必要な栄養量を含有するものとなってい

るか。 

 

平24厚令15第31

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食事は、（１）の規定によるほか、食品の種類

及び調理方法について栄養並びに障害児の身体

的状況及び嗜好を考慮したものとなっているか。 

 

平24厚令15第31

条第２項 

 

 

 

 

 

 

（３）調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

われているか。 

 

平24厚令15第31

条第３項 

 

 

 

 

 

（４）指定児童発達支援事業所においては、障害児の

健康な生活の基本としての食を営む力の育成に

努めているか。 

 

平24厚令15第31

条第４項 

 

 

22 社会生活上の

便宜の供与等 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を

備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーショ

ン行事を行っているか。 

 

平24厚令15第32

条第１項 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族

との連携を図るよう努めているか。 

 

平24厚令15第32

条第２項 

 

23 健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである指定児童発達支援事業所において、指定

児童発達支援の事業を行う者に限る。）は、常に

障害児の健康の状況に注意するとともに、通所す

る障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なく

とも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康

診断を、学校保健安全法 （昭和33年法律第56号

）に規定する健康診断に準じて行っているか。 

 

平24厚令15第33

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の指定児童発達支援事業者は、（１）の

規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診

断が行われた場合であって、当該健康診断がそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一

部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる

平24厚令15第33

条第２項 
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健康診断の全部又は一部を行わないことができ

るが、この場合において、指定児童発達支援事業

者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結

果を把握しているか。 

児童相談所等におけ

る障害児の通所開始

前の健康診断 

通所する障害児に対

する障害児の通所開

始時の健康診断 

障害児が通学する学

校における健康診断 

定期の健康診断又は

臨時の健康診断 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業所（児童発達支援センタ

ーであるものに限る。）の従業者の健康診断に当

たっては、綿密な注意を払っているか。 

 

平24厚令15第33

条第３項 

 

 

24 緊急時等の対

応 

 

 

 

 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童

発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の

急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療

機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第34

条 

 

 

 

25 通所給付決定

保護者に関する

市町村への通知 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受

けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りそ

の他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは

特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようと

したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村

に通知しているか。 

 

平24厚令15第35

条 

 

 

 

 

 

26 管理者の責務 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定

児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理そ

の他の管理を、一元的に行っているか。 

 

平24厚令15第36

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定

児童発達支援事業所の従業者に平成24年厚生労

働省令第15号第２章の規定を遵守させるために

必要な指揮命令を行っているか。 

 

平24厚令15第36

条第２項 

 

 

 

27 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業

所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程を定めているか。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 営業日及び営業時間 

 四 利用定員 

 五 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定

保護者から受領する費用の種類及びその額 

 六 通常の事業の実施地域 

 七 サービスの利用に当たっての留意事項 

 八 緊急時等における対応方法 

 九 非常災害対策 

 十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

 十一 虐待の防止のための措置に関する事項 

平24厚令15第37

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13 - 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 十二 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

28 勤務体制の確

保等 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適

切な指定児童発達支援を提供することができる

よう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の

勤務の体制を定めているか。 

 

平24厚令15第38

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従

業者によって指定児童発達支援を提供している

か。（ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。） 

 

平24厚令15第38

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しているか。 

 

平24厚令15第38

条第３項 

 

29 定員の遵守 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練

室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行って

いないか。（ただし、災害、虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。） 

 

平24厚令15第39

条 

 

 

 

30 非常災害対策 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の

非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時

の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知しているか。 

 

平24厚令15第40

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、非常災害に備える

ため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

っているか。 

 

平24厚令15第40

条第２項 

 

 

31 衛生管理 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する

設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに

、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適

正に行っているか。 

 

平24厚令15第41

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

事業所において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講ずるよう努

めているか。 

 

平24厚令15第41

条第２項 

 

 

 

32 協力医療機関 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等

に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてい

るか。 

 

平24厚令15第42

条 

 

 

33 掲示 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業

所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務

の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

しているか。 

平24厚令15第43

条 
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34 身体拘束等の

禁止 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限

する行為（次項において「身体拘束等」という。

）を行っていないか。 

 

平24厚令15第44

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘

束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由その他必要な事項を記録しているか。 

 

平24厚令15第44

条第２項 

 

 

 

35 虐待等の禁止 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し

、児童虐待の防止等に関する法律 （平成12年法律第

82号）第２条各号に掲げる行為その他当該障害児の心

身に有害な影響を与える行為をしていないか。 

 

平24厚令15第45

条 

 

 

 

36 懲戒に係る権

限の濫用禁止 

 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターで

あるものに限る。）の長たる指定児童発達支援事業所

の管理者は、障害児に対し法第47条第１項本文の規定

により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同

条第３項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉

のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え

、人格を辱める等その権限を濫用していないか。 

 

平24厚令15第46

条 

 

 

 

 

 

 

37 秘密保持等 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は

、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児

又はその家族の秘密を漏らしていないか。 

 

平24厚令15第47

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者

であった者が、正当な理由がなく、その業務上知

り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第47

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施

設等（法第24条の２第１項 に規定する指定障害

児入所施設等をいう。）、指定障害福祉サービス

事業者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第29条第２項 に規定す

る指定障害福祉サービス事業者等をいう。）その

他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害

児又はその家族に関する情報を提供する際は、あ

らかじめ文書により当該障害児又はその家族の

同意を得ているか。 

 

平24厚令15第47

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 情報の提供等 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円

滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事

業者が実施する事業の内容に関する情報の提供

を行うよう努めているか。 

 

平24厚令15第48

条第１項 
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（２）指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達

支援事業者について広告をする場合において、そ

の内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていな

いか。 

 

平24厚令15第48

条第２項 

 

 

 

39 利益供与等の

禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事

業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第５条第17項に規

定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援

事業を行う者（次項において「障害児相談支援事

業者等」という。）、障害福祉サービスを行う者

等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に

対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与していないか。 

 

平24厚令15第49

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事

業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従

業者から、障害児又はその家族を紹介することの

対償として、金品その他の財産上の利益を収受し

ていないか。 

 

平24厚令15第49

条第２項 

 

 

 

 

40 苦情解決 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、その提供した指定

児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定

保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置を講じ

ているか。 

 

平24厚令15第50

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け

付けた場合には、当該苦情の内容等を記録してい

るか。 

 

平24厚令15第50

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、その提供した指定

児童発達支援に関し、法第21条の５の21第１項の

規定により都道府県知事（指定都市にあっては指

定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては

児童相談所設置市の市長とする。）又は市町村長

（以下この項及び次項において「都道府県知事等

」という。）が行う報告若しくは帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員

からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の

設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応

じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の

当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県

知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県

知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 

 

平24厚令15第50

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定児童発達支援事業者は、都道府県知事等か

らの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

平24厚令15第50

条第４項 
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都道府県知事等に報告しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83

条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の

規定により行う調査又はあっせんにできる限り

協力しているか。 

 

平24厚令15第50

条第５項 

 

 

 

41 地域との連携

等 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行う等の地域との交流に努めている

か。 

 

平24厚令15第51

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである児童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の

事業の実施地域の障害児の福祉に関し、その家庭

からの相談に応じ、必要な援助を行うよう努めて

いるか。 

 

平24厚令15第51

条第２項 

 

 

 

 

 

42 事故発生時の

対応 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指

定児童発達支援の提供により事故が発生した場

合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ているか。 

 

平24厚令15第52

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況

及び事故に際して採った処置について、記録して

いるか。 

 

平24厚令15第52

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指

定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行っている

か。 

 

平24厚令15第52

条第３項 

 

 

 

43 会計の区分 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業

所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援

の事業の会計をその他の事業の会計と区分している

か。 

 

平24厚令15第53

条 

 

 

 

44 記録の整備 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備

品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 

 

平24厚令15第54

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指

定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げ

る記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供し

た日から５年間保存しているか。 

  一 第21条第１項に規定する提供した指定児童

発達支援に係る必要な事項の提供の記録 

  二 児童発達支援計画 

  三 第35条の規定による市町村への通知に係る

記録 

平24厚令15第54

条第２項 
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  四 第44条第２項に規定する身体拘束等の記録 

  五 第50条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 

  六 第52条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

 

 

 

 

 

 

 

第５  変更の届出

等 

 

 

 

 

 

 

（１）指定児童発達支援事業者は、当該指定に係る児

童発達支援事業所の名称及び所在地その他厚生

労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は

休止した当該指定児童発達支援の事業を再開し

たときは、厚生労働省令で定めるところにより、

10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出てい

るか。 

 

法第21条の５の

19第１項、第３

項 

施行規則第18条

の35第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達

支援の事業を廃止し、又は休止しようとするとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、その廃

止又は休止の日の１月前までに、その旨を都道府

県知事に届け出なければならない。 

 

法第21条の５の

19第２項 

施行規則第18条

の35第４項 

 

 

第６  障害児通所

給付費の算定

及び取扱い 

 

 

 

 

 

 

１ 基本事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）児童発達支援に要する費用の額は、平成24年厚

生労働省告示第122号の別表「障害児通所給付費

単位数表」第１（１の注７を除く。）により算定

する単位数に平成24年厚生労働省告示第128号「

厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める１

単位の単価を乗じて得た額に、同表第１（１の注

７に限る。）により算定する単位数に十円を乗じ

て得た額を加えた額を算定しているか。 

 

平 24厚告 122の

一 

平24厚告128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により、児童発達支援に要する費

用を算定した場合において、その額に一円未満の

端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算

定しているか。 

 

平 24厚告 122の

二 

 

 

 

２  児童発達支援

給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）児童発達支援センターにおいて障害児に対し指

定児童発達支援を行う場合、児童発達支援センタ

ーにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行

う場合又は児童発達支援センターにおいて重症

心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心身

障害児をいう。以下同じ。）に対し指定児童発達

支援を行う場合については、平成24年厚生労働省

告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」

に適合するものとして都道府県知事（地方自治法

（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指

定都市（以下「指定都市」という。）又は法第59

条の４第１項の児童相談所設置市（以下「児童相

談所設置市」という。）にあっては、指定都市又

は児童相談所設置市の市長。以下同じ。）に届け

平 24厚告 122別

表第１の１の注

１ 

平24厚告269一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 18 - 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出た指定児童発達支援の単位（児童福祉法に基づ

く指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下

「指定通所基準」という。）第５条第４項及び第

６条第５項に規定する指定児童発達支援の単位

をいう。以下同じ。）において、指定児童発達支

援（指定通所基準第４条に規定する指定児童発達

支援をいう。以下同じ。）を行った場合に、障害

児の障害児種別及び利用定員に応じ、１日につき

所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共

団体が設置する児童発達支援センター（法第43

条に規定する児童発達支援センターをいう。以下

同じ。）の場合は、所定単数の1000分の965に相

当する単位数を算定しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）法第６条の２第２項に規定する厚生労働省令で

定める施設（児童発達支援センターであるものを

除く。以下同じ。）において障害児に対し指定児

童発達支援又は基準該当児童発達支援を行う場

合又は法第６条の２第２項に規定する厚生労働

省令で定める施設において重症心身障害児に対

し指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援

を行う場合については、「厚生労働大臣が定める

施設基準」に適合するものとして都道府県知事に

届け出た指定児童発達支援の単位において、指定

児童発達支援を行った場合又は「厚生労働大臣が

定める施設基準」に適合するものとして市町村長

に届け出た児童発達支援に係る基準該当通所支

援（以下「基準該当児童発達支援」という。）を

行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所

」という。）において基準該当児童発達支援を行

った場合に、障害児の障害種別及び利用定員に応

じ、１日につき所定単位数を算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の１の注

２ 

平24厚告269二 

平24厚告269三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援給付費の算定に当たって、次の①

又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ掲

げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定し

ているか。 

  ① 障害児の数又は従業員の員数が平成24年厚

生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める

障害児の数の基準、従業員の員数の基準及び営

業時間の時間数並びに所定単位数の乗じる割

合」に定める基準に該当する場合 厚生労働大

臣が定める障害児の数の基準、従業員の員数の

基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数

の乗じる割合で定める割合 

  ② 指定児童発達支援の提供に当たって、（指定

通所基準第27条の規定に従い、児童発達支援計

画（指定医通所支援基準第27条第１項に規定す

る児童発達支援計画をいう。以下同じ。）が作

成されていない場合 100分の95 

平 24厚告 122別

表第１の１の注

３ 

平24厚告271一 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定通所基準第37条に規定する運営規程に定め

る営業時間が、「厚生労働大臣が定める障害児の

数の基準、従業員の員数の基準及び営業時間の時

間数並びに所定単位数の乗じる割合」に定める基

準に該当する場合には、所定単位数に「厚生労働

大臣が定める障害児の数の基準、従業員の員数の

基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数の

乗じる割合」に定める割合を所定単位数に乗じて

得た額を算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の１の注

４ 

平24厚告271一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指定通所基準附則第３条の規定の適用を受ける

者が、少年である障害児に対し、指定児童発達支

援を行った場合に、１日につき274単位を所定単

位数から減算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の１の注

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）児童発達支援管理責任者を専任で配置している

ものとして都道府県知事に届け出た指定児童発

達支援事業所（指定通所基準第５条第１項に規定

する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。

）において指定児童発達支援を行った場合又は「

厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するもの

として市町村長に届け出た基準該当児童発達支

援事業所において基準該当児童発達支援を行っ

た場合に、利用定員に応じ、１日につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算しているか。 

  イ 主として障害児（難聴児又は重症心身障害児

を除く。）を通わせる児童発達支援センターに

おいて障害児に対し指定児童発達支援を行っ

た場合（ロ又はハに該当する場合を除く。） 

   ① 利用定員が30人以下の場合 68単位 

   ② 利用定員が31人以上40人以下の場合 51

単位 

   ③ 利用定員が41人以上50人以下の場合 41

単位 

   ④ 利用定員が51人以上60人以下の場合 34

単位 

   ⑤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 29

単位 

   ⑥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 25

単位 

   ⑦ 利用定員が81人以上の場合 22単位 

  ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援セ

ンターにおいて難聴児に対し指定児童発達支

援を行った場合 

   ① 利用定員が20人以下の場合 102単位 

   ② 利用定員が21人以上30人以下の場合 68

単位 

   ③ 利用定員が31人以上40人以下の場合 51

単位 

   ④ 利用定員が41人以上の場合 41単位 

  ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発

平 24厚告 122別

表第１の１の注

６ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達支援センターにおいて重症心身障害児に対

し指定児童発達支援を行った場合 

   ① 利用定員が20人以下の場合 102単位 

   ② 利用定員が21人以上の場合 68単位 

  ニ 主として障害児(重症心身障害児を除く。)

を通わせる法第６条の２第２項に規定する厚

生労働省令で定める施設において障害児に対

し指定児童発達支援又は基準該当児童発達支

援を行った場合（ホに該当する場合を除く。） 

   ① 利用定員が10人以下の場合 205単位 

   ② 利用定員が11人以上20人以下の場合 102

単位 

   ③ 利用定員が21人以上の場合 68単位 

  ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第６

条の２第２項に規定する厚生労働省令で定め

る施設において重症心身障害児に対し指定児

童発達支援を行った場合 

   ① 利用定員が５人の場合 410単位 

   ② 利用定員が６人以上10人以下の場合 205

単位 

   ③ 利用定員が11人以上の場合 102単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）指定児童発達支援の単位（主として難聴児を通

わせる児童発達支援センターに限る。）において

、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に

対して、指定児童発達支援を行った場合に、人工

内耳装用児支援加算として、利用定員に応じ、１

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算

しているか。 

  イ 利用定員が20人以下の場合 603単位 

  ロ 利用定員が21人以上30人以下の場合 531単

位 

  ハ 利用定員が31人以上40人以下の場合 488単

位 

  ニ 利用定員が41人以上の場合 445単位 

 

平 24厚告 122別

表第１の１の注

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の

保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の

強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に

必要となる従業者の員数に加え、指導員又は保育

士を１以上配置しているものとして都道府県知

事に届け出た指定児童発達支援事業所（児童発達

支援センターを除く。）において、指定児童発達

支援を行った場合に、利用定員に応じ、１日につ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算してい

るか。ただし、法第６条の２第２項に規定する厚

生労働省令で定める施設において重症心身障害

児に対し指定児童発達支援を行う場合に算定し

ていないか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の１の注

８ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

３ 家庭連携加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支

援事業所（指定通所基準第54条の６及び第54条の７の

規定による基準該当児童発達支援事業所を除く。以下

「指定児童発達支援事業所等」という。）において、

指定通所基準第５条若しくは第６条又は第54条の２

の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき

従業者（栄養士及び調理員を除く。以下「児童発達支

援事業所等従業者」という。）が、児童発達支援計画

に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者（法第６条

の２第８項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。

）の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及び

その家族等に対する相談援助等を行った場合に、１月

につき４回を限度として、その内容の指定児童発達支

援又は基準該当児童発達支援（以下「指定児童発達支

援等」という。）を行うのに要する標準的な時間で所

定単位数を加算しているか。ただし、同一日に児童発

達支援給付費を算定している場合に算定していない

か。 

 

平 24厚告 122別

表第１の２の注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  訪問支援特別

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業所等において継続して指定

児童発達支援等を利用する障害児について、連続した

５日間、当該指定児童発達支援等の利用がなかった場

合において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発

達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者

の同意を得て、当該障害児の居宅を訪問して当該指定

児童発達支援事業所等における指定児童発達支援等

に係る相談援助等を行った場合に、１月に２回を限度

として、その内容の指定児童発達支援等を行うのに要

する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の３の注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 食事提供加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）食事提供加算(Ⅰ)については、児童発達支援セ

ンターにおいて児童福祉法施行令（昭和23年政令

第74号）第24条第１項第２項に掲げる通所給付決

定保護者（以下「中間所得者」という。）の通所

給付決定（法第21条の５の５第１項に規定する通

所給付決定をいう。以下同じ。）に係る障害児に

対し、指定児童発達支援を行った場合に、平成27

年３月31日までの間、１日につき所定単位数を加

算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の４の注

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食事提供加算(Ⅱ)については、児童発達支援セ

ンターにおいて児童福祉法施行令第24条第１項

第３号に掲げる通所給付決定保護者（以下「低所

得者等」という。）の通所給付決定に係る障害児

に対し、指定児童発達支援を行った場合に、平成

27年３月31日までの間、１日につき所定単位数を

加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の４の注 

２ 

 

 

 

 

 

６  利用者負担上

限額管理加算 

 

 指定児童発達支援事業所が通所給付決定保護者か

ら依頼を受け、指定通所基準第24条の規定により、通

所利用者負担額合計額（同条に規定する通所利用者負

平 24厚告 122別

表第１の５の注 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

担額合計額をいう。以下同じ。）の管理を行った場合

に、１月につき所定単位数を加算しているか。 

 

 

 

 

７  福祉専門職員

配置等加算 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定

通所基準第５条又は第６条の規定により置くべ

き児童指導員又は指導員として常勤で配置され

ている従業者のうち、社会福祉士又は介護福祉士

であるものの割合が100分の25以上であるものと

して都道府県知事に届け出た指定児童発達支援

事業所において、指定児童発達支援を行った場合

に、１日につき所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の６の注 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、次の

①又は②のいずれかに該当するものとして都道

府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所に

おいて、指定児童発達支援を行った場合に、１日

につき所定単位数を加算しているか。ただし、こ

の場合において福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を

算定している場合に算定していないか。 

  ① 指定通所基準第５条又は第６条規定により

置くべき児童指導員若しくは指導員又は保育

士（②において「児童指導員等」という。）と

して配置されている従業者のうち、常勤で配置

されているものの割合が100分の75以上である

こと。 

  ② 児童指導員等として常勤で配置されている

従業者のうち、３年以上従事しているものの割

合が100分の30以上であること。 

 

平 24厚告 122別

表第１の６の注 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  栄養士配置加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）栄養士配置加算(Ⅰ)については、次の①及び②

に掲げる基準のいずれにも適合するものとして

都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業

所（児童発達支援センターに限る。）において、

利用定員に応じ、１日につき所定単位数を加算し

ているか。 

  ① 常勤の管理栄養士又は栄養士を１名以上配

置していること。 

  ② 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安

全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っ

ていること。 

 

平 24厚告 122別

表第１の７の注 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）栄養士配置加算(Ⅱ)については、次の①及び②

に掲げる基準のいずれにも適合するものとして

都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業

所（児童発達支援センターに限る。）において、

利用定員に応じ、１日につき所定単位数を加算し

ているか。ただし、この場合において、栄養士配

置加算(Ⅰ)を算定している場合に算定していな

いか。 

  ① 栄養士を１名以上配置していること。 

  ② 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安

平 24厚告 122別

表第１の７の注 

２ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っ

ていること。 

 

 

 

 

９  欠席時対応加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達

支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童

発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によ

りその利用を中止した場合において、児童発達支援事

業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整

その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況

、相談援助の内容等を記録した場合に、１月につき４

回を限度として、所定単位数を算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の８の注 

 

 

 

 

 

 

 

10 特別支援加算 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するもの

として都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事

業所において、平成24年厚生労働省告示第270号「厚

生労働大臣が定める児童等」に適合する指定児童発達

支援を行った場合に、当該指定児童発達支援を受けた

障害児１人に対し、１日につき所定単位を加算してい

るか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の９の注 

平24厚告269四 

平24厚告270一 

 

 

 

 

11 医療連携体制

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等

との連携により、看護職員（保健師、助産師、看

護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を指定児

童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が

障害児に対して看護を行った場合に、当該看護を

受けた障害児に対し、１日につき所定単位数を加

算しているか。ただし、児童発達支援センターに

おいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援

を行う場合又は法第６条の２第２項に規定する

厚生労働省令で定める施設において重症心身障

害児に対し指定児童発達支援を行う場合に算定

していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の10の注 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等

との連携により、看護職員を指定児童発達支援事

業所等に訪問させ、当該看護職員が２以上の障害

児に対して看護を行った場合に、当該看護を受け

た障害児に対し、１回の訪問につき８名を限度と

して、１日につき所定単位数を加算しているか。

ただし、児童発達支援センターにおいて重症心身

障害児に対し指定児童発達支援を行う場合又は

法第６条の２第２項に規定する厚生労働省令で

定める施設において重症心身障害児に対し指定

児童発達支援を行う場合に算定していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の10の注 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等

との連携により、看護職員を指定児童発達支援事

業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為

業務従事者（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和

62年法律第30号）附則第３条第１項に規定する認

定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。）に喀

平 24厚告 122別

表第１の10の注 

３ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職

員１人に対し、１日につき所定単位数を加算して

いるか。ただし、児童発達支援センターにおいて

重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う

場合又は法第６条の２第２項に規定する厚生労

働省令で定める施設において重症心身障害児に

対し指定児童発達支援を行う場合に算定してい

ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）医療連携体制加算(Ⅳ) については、喀痰吸引

等（社会福祉士及び介護福祉士法第２条第２項に

規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。）が必要

な者に対して、認定特定行為業務従事者が医療機

関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に

、障害児１人に対し、１日につき所定単位数を加

算しているか。ただし、児童発達支援センターに

おいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援

を行う場合又は法第６条の２第２項に規定する

厚生労働省令で定める施設において重症心身障

害児に対し指定児童発達支援を行う場合に算定

していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の10の注 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 送迎加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害児に対して、その居宅と指定児童発達支援事業

所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単

位数を加算しているか。ただし、児童発達支援センタ

ーにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場

合、児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定

児童発達支援を行う場合、児童発達支援センターにお

いて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う

場合又は法第６条の２第２項に規定する厚生労働省

令で定める施設において重症心身障害児に対し指定

児童発達支援を行う場合に算定していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の11の注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 延長支援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するもの

として都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事

業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画

に基づき指定児童発達支援を行った場合に、当該指定

児童発達支援等を受けた障害児に対し、当該指定児童

発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所

定単位を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の12の注 

平24厚告269五 

 

 

 

 

 

14 福祉・介護職員

処遇改善加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める児童等」に適合している福

祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所

又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業

所（国、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国

立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14

において同じ。）が、障害児に対し、指定児童発達支

援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

平 24厚告 122別

表第１の13の注 

平24厚告270二 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定してい

ないか。 

 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ２から13

までにより算定した単位数の1000分の31に相当

する単位数 

 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イにより算

定した単位数の100分の90に相当する単位数 

 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イにより算

定した単位数の100分の80に相当する単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 福祉・介護職員

処遇改善特別加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める児童等」に適合している福

祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

児童発達支援事業所等が、障害児に対し、指定児童発

達支援等を行った場合にあっては、２から13までによ

り算定した単位数の1000分の10に相当する単位数を

加算しているか。ただし、14の福祉・介護職員処遇改

善加算を算定している場合にあっては、算定していな

いか。 

 

平 24厚告 122別

表第１の14の注 

平24厚告270三 
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主眼事項及び着眼点（医療型児童発達支援） 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

第１ 基本方針 

 

 

 

法第21条の５の

18 

 （１）医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下

「指定医療型児童発達支援」という。）の事業を

行う者（以下「指定医療型児童発達支援事業者と

いう。）は、当該指定医療型児童発達支援事業者

を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常

に当該障害児の立場に立った指定医療型児童発

達支援の提供に努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 （２）指定医療型児童発達支援事業者は、地域及び家

庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県

、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律 （平成17年法律第123

号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（

第20条及び第49条において「障害福祉サービス」

という。）を行う者、児童福祉施設その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の連携に努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医

療型児童発達支援事業者を利用する障害児の人

権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう

努めているか。  

 

平24厚令15第３

条第４項 

 

 

 

 

 

 （４）指定医療型児童発達支援の事業は、障害児が日

常生活における基本的動作及び知識技能を習得

し、並びに集団生活に適応することができるよう

、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置

かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導

及び訓練並びに治療を行うものとなっているか。 

 

平24厚令15第55

条 

 

 

 

 

 

第２ 人員に関す 

る基準 

 法第21条の５の

18第１項 

１ 従業員の員数 

２  児童発達支援

管理責任者 

（１）指定医療型児童発達支援事業者が当該事業を行

う事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所

」という。）に置くべき従業者及びその員数が、

次のとおりとなっているか。 

   一 医療法（昭和23年法律第205号）に規定す

る診療所として必要とされる従業者  同法

に規定する診療所として必要とされる数 

   二 児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準第21条第６項に規定する児童

指導員をいう。以下同じ。） １以上 

   三 保育士 １以上 

   四 看護師 １以上 

   五 理学療法士又は作業療法士 １以上 

平24厚令15第56

条第１項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

   六 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）第49条第１項に規定する児童発達

支援管理責任者をいう。以下同じ。） １以

上 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）（１）の各号に掲げる従業者のほか、指定医療

型児童発達支援事業所において日常生活を営む

のに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練

担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を

担当する職員をいう。以下同じ。）が置かれてい

るか。 

 

平24厚令15第56

条第２項 

 

 

 

 

 

 （３）（１）（２）に規定する従業者は、専ら当該指

定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する

者となっているか。（ただし、障害児の支援に支

障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従

業者を除き、併せて設置するほかの社会福祉施設

の職務に従事させることができる。） 

 

平24厚令15第56

条第３項 

 

 

 

 

 

３ 管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理

者が置かれているか。（ただし、指定医療型児童発達

支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合

は、当該指定医療型児童発達支援事業所の他の職務に

従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事させることができる。） 

 

平24厚令15第56

条 

平24厚令15第７

条準用 

 

 

 

 

第３ 設備に関す 

る基準 

 法第21条の５の

18第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は

、次のとおりとなっているか。 

  一 医療法に規定する診療所として必要とされ

る設備を有すること。 

  二 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室

を有すること。 

  三 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自

由を助ける設備を有すること。 

 

平24厚令15第58

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の

傾斜を緩やかにしているか。 

 

平24厚令15第58

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（１）に規定する設備は、専ら当該指定医療型

児童発達支援の事業の用に供するものとなって

いるか。（ただし、障害児の支援に支障がない場

合は、（１）一に掲げる設備を除き、併せて設置

する社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

） 

 

平24厚令15第58

条第３項 

 

 

 

 

 

第４ 運営に関す 

  る基準 

 

 

法第21条の５の

18第２項 



 - 3 - 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

１ 利用定員 

 

 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を

10人以上となっているか。 

 

平24厚令15第59

条 

 

２  内容及び手続 

の説明及び同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、通所給付決

定保護者が指定医療型児童発達支援の利用の申

込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所

給付決定保護者（以下「利用申込者」という。）

に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮

をしつつ、当該利用申込者に対し、第63条に規定

する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該指定医療型児童発達支援の提供の開始に

ついて当該利用申込者の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第12

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、社会福祉法

（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書

面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児

の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第12

条第２項準用 

 

３  契約支給量の

報告等 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援を提供するときは、当該指定医療型

児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供

することを契約した指定医療型児童発達支援の

量（（２）において「契約支給量」という。）そ

の他の必要な事項（（３）及び（４）において「

通所受給者証記載事項」という。）を通所給付決

定保護者の通所受給者証に記載しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第13

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者

の支給量を超えていないか。 

 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第13

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通

所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町

村に対し遅滞なく報告しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第13

条第３項準用 

 

 

 

 

 

（４）指定医療型児童発達支援事業者は、通所受給者

証記載事項に変更があった場合について（１）か

ら（３）に準じてとりあつかっているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第13

条第４項準用 

４  提供拒否の禁

止 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、正当な理由がな

く、指定医療型児童発達支援の提供を拒んでいないか

。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第14

条準用 

５  連絡調整に対

する協力 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援

事業を行う者（第49条第１項において「障害児相談支

援事業者」という。）が行う連絡調整に、できる限り

協力しているか。 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第15

条準用 
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６  サービス提供

困難時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指定医

療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童

発達支援を提供する地域をいう。第51条第２項におい

て同じ。）等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対

し自ら適切な指定医療型児童発達支援を提供するこ

とが困難であると認めた場合は、適当な他の指定医療

型児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置

を速やかに講じているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第16

条準用 

 

 

 

 

 

 

７  受給資格の確

認 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保

護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定

の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、

通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめているか 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第17

条準用 

 

 

８  障害児通所給

付費の支給の申

請に係る援助 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援に係る通所給付決定を受けていな

い者から利用の申込みがあった場合は、その者の

意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支

給の申請が行われるよう必要な援助を行ってい

るか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第18

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべ

き標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期

間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請に

ついて、必要な援助を行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第18

条第２項準用 

 

 

９  心身の状況等

の把握 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第19

条準用 

 

10 指定障害児通

所支援事業者等

との連携等 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市

町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第20

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又

はその家族に対して適切な援助を行うとともに、

都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、

児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

ているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第20

条第２項準用 

 

 

 

 

11 サービス提供

の記録 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援を提供した際は、当該指定医療型児

童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第21
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該指定医療型児童発達支援の提供の都度記録し

ているか。 

 

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、前項の規定

による記録に際しては、通所給付決定保護者から

指定医療型児童発達支援を提供したことについ

て確認を受けているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第21

条第２項準用 

 

12 指定医療型児

童発達支援事業

者が通所給付決

定保護者に求め

ることのできる

金銭の支払の範

囲等 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者が、指定医療型

児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に

対して金銭の支払を求めることができるのは、当

該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児

の便益を向上させるものであって、当該通所給付

決定保護者に支払を求めることが適当であるも

のに限られているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第22

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）前項の規定により金銭の支払を求める際は、当

該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者

に金銭の支払を求める理由について書面によっ

て明らかにするとともに、通所給付決定保護者に

対して説明を行い、同意を得ているか。（ただし

、第60条第１項から第３項までに規定する支払に

ついては、この限りでない。） 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第22

条第２項準用 

 

 

 

 

13 通所利用者負

担額の受領 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護

者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所

利用者負担額の支払を受けているか。 

 

平24厚令15第60

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受

領を行わない指定医療型児童発達支援を提供し

た際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲

げる費用の額の支払を受けているか。 

  一 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通

所支援費用基準額 

  二 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不

自由児通所医療（食事療養（健康保険法（対象

11年法律70号）第63条第２項第１号に規定する

食事療養をいう。）を除く。以下同じ。）に係

るものにつき健康保険の療養に要する費用の

額の算定方法の例により算定した費用の額 

 

平24厚令15第60

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型児童発達支援事業者は、（１）及び

（２）の支払を受ける額のほか、指定児童発達支

援において提供される便宜に要する費用のうち、

次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決

定保護者から受けているか。 

   一 食事の提供に要する費用 

   二 日用品費 

   三 前二号に掲げるもののほか、指定医療型児

童発達支援において提供される便宜に要す

平24厚令15第60

条第３項 
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る費用のうち、日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって、通所給付決

定保護者に負担させることが適当と認めら

れるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（３）第一号に掲げる費用については、別に厚

生労働大臣が定めるところによるものとなって

いるか。 

 

平24厚令15第60

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指定医療型児童発達支援事業者は、（１）から

（３）までの費用の額の支払を受けた場合は、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った

通所給付決定保護者に対し交付しているか。 

 

平24厚令15第60

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）指定医療型児童発達支援事業者は、（３）の費

用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、通所給付決定

保護者の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第60

条第６項 

 

 

 

 

14 通所利用者負

担額に係る管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、通所給付決定に

係る障害児が同一の月に当該指定医療型児童発達支

援事業者が提供する指定医療型児童発達支援及び他

の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所

支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決

定保護者から依頼があったときは、当該指定医療型児

童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利

用者負担額の合計額（以下この条において「通所利用

者負担額合計額」という。）を算定しているか。この

場合において、当該指定医療型児童発達支援事業者は

、当該指定医療型児童発達支援及び当該他の指定通所

支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市

町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及

び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所

支援事業者等に通知しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第24

条準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 障害児通所給

付費の額に係る

通知等 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受

領により指定児童発達支援に係る障害児通所給

付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け

た場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所

給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢

体不自由児通所医療費の額を通知しているか。 

 

平24厚令15第61

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受

領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定

医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明

書を通所給付決定保護者に対して交付している

か。 

 

平24厚令15第61

条第２項 
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16 指定医療型児

童発達支援の取

扱方針 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、医療型児童

発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に

応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指

定医療型児童発達支援の提供が漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第26

条第１項準用 

 

 

 （２）指定医療型児童発達支援事業所の従業者は、指

定医療型児童発達支援の提供に当たっては、懇切

丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に

対し、支援上必要な事項について、理解しやすい

ように説明を行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第26

条第２項準用 

 

 

 （３）指定医療型児童発達支援事業者は、その提供す

る指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその

改善を図っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第26

条第３項準用 

17 児童発達支援

計画の作成等 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、児

童発達支援管理責任者に指定医療型児童発達支

援に係る医療型児童発達支援計画の作成に関す

る業務を担当させているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支

援計画の作成に当たっては、適切な方法により、

障害児について、その有する能力、その置かれて

いる環境及び日常生活全般の状況等の評価を通

じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する

生活並びに課題等の把握（以下この条において「

アセスメント」という。）を行い、障害児の発達

を支援する上での適切な支援内容の検討をして

いるか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当

たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接

しているか。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及

び障害児に対して十分に説明し、理解を得ている

か。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第３項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

の質を向上させるための課題、指定医療型児童発

達支援の具体的内容、指定医療型児童発達支援を

提供する上での留意事項その他必要な事項を記

載した医療型児童発達支援計画の原案を作成し

ているか。この場合において、障害児の家族に対

する援助及び当該指定医療型児童発達支援事業

所が提供する指定医療型児童発達支援以外の保

健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含

めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第４項準用 
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努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支

援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定

医療型児童発達支援の提供に当たる担当者等を

招集して行う会議を開催し、医療型児童発達支援

計画の原案について意見を求めているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第５項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支

援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者

及び障害児に対し、当該医療型児童発達支援計画

について説明し、文書によりその同意を得ている

か。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第６項準用 

 

 

 

 

 

 

（７）児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支

援計画を作成した際には、当該医療型児童発達支

援計画を通所給付決定保護者に交付しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第７項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支

援計画の作成後、医療型児童発達支援計画の実施

状況の把握（障害児についての継続的なアセスメ

ントを含む。次項において「モニタリング」とい

う。）を行うとともに、障害児について解決すべ

き課題を把握し、少なくとも６月に１回以上、医

療型児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応

じて、当該医療型児童発達支援計画の変更を行っ

ているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第８項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当

たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定

めるところにより行っているか。 

  一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に

面接すること。 

  二 定期的にモニタリングの結果を記録するこ

と。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第９項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）医療型児童発達支援計画の変更については、（

２）から（７）までの規定に準じて行っているか

。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第27

条第10項準用 

18 児童発達支援

管理責任者の責

務 

 

 

 

 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務の

ほか、次に掲げる業務を行っているか。 

  一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

  二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行

うこと。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第28

条準用 

 

 

19 相談及び援助 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、常に障害児の心

身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努

め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応

じるとともに、必要な助言その他の援助を行っている

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第29

条準用 
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か。 

 

 

 

20 指導、訓練等 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児の心

身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、

訓練等を行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第30

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児が日

常生活における適切な習慣を確立するとともに、

社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会

を通じて支援を行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第30

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児の適

性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を

営むことができるよう、より適切に指導、訓練等

を行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第30

条第３項準用 

 

 

 

 

 

（４）指定医療型児童発達支援事業者は、常時１人以

上の従業者を指導、訓練等に従事させているか。 

 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第30

条第４項準用 

 

 

 

 

 

 

（５）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対

して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負

担により、指定医療型児童発達支援事業所の従業

者以外の者による指導、訓練等を受けさせていな

いか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第30

条第５項準用 

 

 

21 食事 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業所において、障害

児に食事を提供するときは、その献立は、できる

限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な

栄養量を含有するものとなっているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第31

条第１項準用 

 

 （２）食事は、（１）の規定によるほか、食品の種類

及び調理方法について栄養並びに障害児の身体

的状況及び嗜好を考慮したものとなっているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第31

条第２項準用 

 （３）調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

われているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第31

条第３項準用 

 （４）指定医療型児童発達支援事業所においては、障

害児の健康な生活の基本としての食を営む力の

育成に努めているか。 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第31

条第４項準用 

22 社会生活上の

便宜の供与等 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、教養娯楽設

備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエ

ーション行事を行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第32

条第１項準用 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、常に障害児

の家族との連携を図るよう努めているか。 

平24厚令15第64

条 
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平24厚令15第32

条第２項準用 

23 健康管理 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、常に障害児

の健康の状況に注意するとともに、通所する障害

児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも１

年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法 （昭和33年法律第56号）に規定

する健康診断に準じて行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第33

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の指定医療型児童発達支援事業者は、（

１）の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる

健康診断が行われた場合であって、当該健康診断

がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部

又は一部に相当すると認められるときは、同欄に

掲げる健康診断の全部又は一部を行わないこと

ができるが、この場合において、指定医療型児童

発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる

健康診断の結果を把握しているか。 

児童相談所等におけ

る障害児の通所開始

前の健康診断 

通所する障害児に対

する障害児の通所開

始時の健康診断 

障害児が通学する学

校における健康診断 

定期の健康診断又は

臨時の健康診断 
 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第33

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型児童発達支援事業所の従業者の健康

診断に当たっては、綿密な注意を払っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第33

条第３項準用 

24 緊急時等の対

応 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業所の従業者は、現に指

定医療型児童発達支援の提供を行っているときに障

害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要

な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第34

条準用 

 

 

25 通所給付決定

保護者に関する

市町村への通知 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保

護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給

付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由

児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたとき

は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し

ているか。 

 

平24厚令15第62

条 

 

 

 

 

 

 

26 管理者の責務 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、当

該指定医療型児童発達支援事業所の従業者及び

業務の管理その他の管理を、一元的に行っている

か。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第36

条第１項準用 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、当

該指定医療型児童発達支援事業所の従業者に平

成24年厚生労働省令第15号第３章の規定を遵守

させるために必要な指揮命令を行っているか。 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第36

条第２項準用 
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27 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めている

か。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 営業日及び営業時間 

 四 利用定員 

 五 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給

付決定保護者から受領する費用の種類及びその

額 

 六 通常の事業の実施地域（当該指定医療型児童発

達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支

援を提供する地域をいう。） 

 七 サービスの利用に当たっての留意事項 

 八 緊急時等における対応方法 

 九 非常災害対策 

 十 虐待の防止のための措置に関する事項 

 十一 その他運営に関する重要事項 

 

平24厚令15第63

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 勤務体制の確

保等 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対

し、適切な指定医療型児童発達支援を提供するこ

とができるよう、指定医療型児童発達支援事業所

ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第38

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援事業所ごとに、当該指定医療型児童

発達支援事業所の従業者によって指定医療型児

童発達支援を提供しているか。（ただし、障害児

の支援に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。） 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第38

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型児童発達支援事業者は、従業者の資

質の向上のために、その研修の機会を確保してい

るか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第38

条第３項準用 

29 定員の遵守 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、利用定員及び指

導訓練室の定員を超えて、指定医療型児童発達支援の

提供を行っていないか。（ただし、災害、虐待その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない） 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第39

条準用 

 

30 非常災害対策 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、消火設備そ

の他の非常災害に際して必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非

常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整

備し、それらを定期的に従業者に周知しているか

。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第40

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、非常災害に

備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行っているか。 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第40
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  条第２項準用 

31 衛生管理 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児の使

用する設備及び飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずると

ともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管

理を適正に行っているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第41

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援事業所において感染症又は食中毒

が発生し、又はまん延しないように必要な措置を

講ずるよう努めているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第41

条第２項準用 

 

32 掲示 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童

発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲示してい

るか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第43

条準用 

 

 

33 身体拘束等の

禁止 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型

児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他

の障害児の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児

の行動を制限する行為（次項において「身体拘束

等」という。）を行っていないか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第44

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、やむを得ず

身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第44

条第２項準用 

 

34 虐待等の禁止 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業所の従業者は、障害児

に対し、児童虐待の防止等に関する法律 （平成12年

法律第82号）第２条各号に掲げる行為その他当該障害

児の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第45

条準用 

 

35 懲戒に係る権

限の濫用禁止 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業所の長たる指定医療

型児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し法第

47条第１項本文の規定により親権を行う場合であっ

て懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に

関しその障害児の福祉のために必要な措置を採ると

きは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を

濫用していないか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第46

条準用 

 

 

 

 

36 秘密保持等 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業所の従業者及び管

理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

障害児又はその家族の秘密を漏らしていないか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第47

条第１項準用 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、従業者及び

管理者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏ら

すことがないよう、必要な措置を講じているか。 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第47

条第２項準用 
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（３）指定医療型児童発達支援事業者は、指定障害児

入所施設等（法第24条の２第１項 に規定する指

定障害児入所施設等をいう。）、指定障害福祉サ

ービス事業者等（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律第29条第２項 に

規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。

）その他の福祉サービスを提供する者等に対して

、障害児又はその家族に関する情報を提供する際

は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家

族の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第47

条第３項準用 

 

 

 

 

 

 

 

37 情報の提供等 

 

 

 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利

用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用

できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施す

る事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めて

いるか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第48

条第１項準用 

 

 

38 利益供与等の

禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律第５条第17

項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者（次項において「障害児相談

支援事業者等」という。）、障害福祉サービスを

行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその

家族に対して当該指定医療型児童発達支援事業

者を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与していないか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第49

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又は

その従業者から、障害児又はその家族を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

収受していないか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第49

条第２項準用 

 

 

39 苦情解決 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、その提供し

た指定医療型児童発達支援に関する障害児又は

通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を設置する等の必要

な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第50

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、前項の苦情

を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第50

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型児童発達支援事業者は、その提供し

た指定医療型児童発達支援に関し、法第21条の５

の21第１項の規定により都道府県知事（指定都市

にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置

市にあっては児童相談所設置市の市長とする。）

又は市町村長（以下この項及び次項において「都

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第50

条第３項準用 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道府県知事等」という。）が行う報告若しくは帳

簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達

支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保

護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関

して都道府県知事等が行う調査に協力するとと

もに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定医療型児童発達支援事業者は、都道府県知

事等からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を都道府県知事等に報告しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第50

条第４項準用 

 

 

 

 

 

（５）指定医療型児童発達支援事業者は、社会福祉法

第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85

条の規定により行う調査又はあっせんにできる

限り協力しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第50

条第５項準用 

 

40 地域との連携

等 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、その運営に

当たっては、地域住民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流に努め

ているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第51

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、通常の事業

の実施地域の障害児の福祉に関し、その家庭から

の相談に応じ、必要な援助を行うよう努めている

か。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第51

条第２項準用 

 

41 事故発生時の

対応 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対

する指定医療型児童発達支援の提供により事故

が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、

当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第52

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、前項の事故

の状況及び事故に際して採った処置について、記

録しているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第52

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対

する指定児童発達支援の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っ

ているか。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第52

条第３項準用 

 

42 記録の整備 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、従業者、設

備、備品及び会計に関する諸記録を整備している

か。 

 

平24厚令15第64

条 

平24厚令15第54

条第１項準用 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対

する指定医療型児童発達支援の提供に関する次

平24厚令15第64

条 
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の各号に掲げる記録を整備し、当該指定医療型児

童発達支援を提供した日から５年間保存してい

るか。 

  一 第64条において準用する第21条第１項に規

定する提供した指定医療型児童発達支援に係

る必要な事項の提供の記録 

  二 医療型児童発達支援計画 

  三 第62条の規定による市町村への通知に係る

記録 

  四 第64条において準用する第44条第２項に規

定する身体拘束等の記録 

  五 第64条において準用する第50条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

  六 第64条において準用する第52条第２項に規

定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 

平24厚令15第54

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５  変更の届出

等 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定に

係る医療型児童発達支援事業所の名称及び所在

地その他厚生労働省令で定める事項に変更があ

つたとき、又は休止した当該指定医療型児童発達

支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、10日以内に、その旨を都道府

県知事に届け出ているか。 

 

法第21条の５の

19第１項、第３

項 

施行規則第18条

の35第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医

療型児童発達支援の事業を廃止し、又は休止しよ

うとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、その廃止又は休止の日の１月前までに、そ

の旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

法第21条の５の

19第２項 

施行規則第18条

の35第４項 

 

 

第６  障害児通所

給付費の算定

及び取扱い 

  

１ 基本事項 

 

 

 

 

（１）医療型児童発達支援に要する費用の額は、平成

24年厚生労働省告示第122号の別表「障害児通所

給付費単位数表」第２により算定する単位数に十

円を乗じて得た額を加えた額を算定しているか。 

 

平 24厚告 122の

一 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により、医療型児童発達支援に要

する費用を算定した場合において、その額に一円

未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨

てて算定しているか。 

 

平 24厚告 122の

二 

 

 

 

２  医療型児童発

達支援給付費 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型児童発達支援事業所（指定通所基準

第56条第１項に規定する指定医療型児童発達支

援事業所をいう。以下同じ。）又は指定医療機関

（法第６条の２第３項に規定する指定医療機関

をいう。以下同じ。）において、指定医療型児童

発達支援（指定通所基準第55条に規定する指定医

療型児童発達支援をいう。以下同じ。）を行った

平 24厚告 122別

表第２の１の注

１ 
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場合に、障害児の障害区分に応じてそれぞれ所定

単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体

が設置する指定医療型児童発達支援事業所の場

合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位

数を算定しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、

指定医療型児童発達支援事業所において、次の①

又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれに

掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定

しているか。 

  ① 障害児の数が平成24年厚生労働省告示第271

号「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、

従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並

びに所定単位数に乗じる割合」に該当する場合 

「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従

業者の員数の基準及び営業時間の時間数並び

に所定単位数に乗じる割合」に定める割合 

  ② 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、

指定通所基準第64条において準用する指定通

所基準第27条の規程に従い、医療型児童発達支

援計画（同条に規定する医療型児童発達せ員計

画をいう。以下同じ。）が作成されていない場

合 100分の95 

 

平 24厚告 122別

表第２の１の注

２ 

平24厚告271二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定通所基準第63条に規定する運営規程に定め

る営業時間が、「厚生労働大臣が定める障害児の

数の基準、従業員の員数の基準及び営業時間の時

間数並びに所定単位数の乗じる割合」に定める基

準に該当する場合には、所定単位数に「厚生労働

大臣が定める障害児の数の基準、従業員の員数の

基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数の

乗じる割合」に定める割合を所定単位数に乗じて

得た額を算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の１の注

３ 

平24厚告271二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）児童発達支援管理責任者を専任で配置している

ものとして都道府県知事に届け出た指定医療型

児童発達支援事業所において、指定医療型児童発

達支援を行った場合に、１日につき51単位数を所

定単位数に加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の１の注

４ 

 

 

 

３ 家庭連携加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定通所基準第56条の規定により指定医療型児童

発達支援事業所に置くべき従業者又は指定医療機関

の職員（以下「医療型児童発達支援事業所等従業者」

という。）が医療型児童発達支援計画に基づき、あら

かじめ通所給付決定保護者（法第６条の２第８項の通

所給付決定保護者をいう。以下同じ。）の同意を得て

、障害児の居宅を訪問して当該障害児及びその家族等

に対する相談援助等を行った場合に、１月につき４回

を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を

行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算し

平 24厚告 122別

表第２の２の注 
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ているか。ただし、同一日に医療型児童発達支援給付

費を算定している場合に算定していないか。 

 

 

 

 

４  訪問支援特別

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関

において継続して指定医療型児童発達支援を利用す

る障害児について、連続した５日間、当該指定医療型

児童発達支援の利用がなかった場合において、医療型

児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援

計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意

を得て、当該障害児の居宅を訪問して当該指定医療型

児童発達支援事業所又は指定医療機関における指定

医療型児童発達支援に係る相談援助等を行った場合

に、１月に２回を限度として、その内容の指定医療型

児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所

定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の３の注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 食事提供加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）食事提供加算(Ⅰ)については、児童福祉法施行

令（昭和23年政令第74号）第24条第１項第２項に

掲げる通所給付決定保護者（以下「中間所得者」

という。）の通所給付決定（法第21条の５の５第

１項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。

）に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援

事業所において、指定医療型児童発達支援を行っ

た場合に、平成27年３月31日までの間、１日につ

き所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の４の注

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食事提供加算(Ⅱ)については、児童福祉法施行

令第24条第１項第３号に掲げる通所給付決定保

護者（以下「低所得者等」という。）の通所給付

決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支

援事業所において、指定医療型児童発達支援を行

った場合に、平成27年３月31日までの間、１日に

つき所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の４の注

２ 

 

 

 

 

 

６  利用者負担上

限額管理加算 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関

が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準

第64条において準用する指定通所基準第24条の規定

により、通所利用者負担額合計額（同条に規定する通

所利用者負担額合計額をいう。以下同じ。）の管理を

行った場合に、１月につき所定単位数を加算している

か。 

 

平 24厚告 122別

表第２の５の注 

 

 

 

 

 

 

７  福祉専門職員

配置等加算 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定

通所基準第56条の規定により置くべき児童指導

員として常勤で配置されている従業者又は指定

医療機関の職員（直接支援業務に従事する者のう

ち、看護職員及び保育士であるものを除く。）の

うち、社会福祉士又は介護福祉士であるものの割

合が100分の25以上であるものとして都道府県知

事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所に

おいて、指定医療型児童発達支援を行った場合に

平 24厚告 122別

表第２の６の注

１ 
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、１日につき所定単位数を加算しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、次の

①又は②のいずれかに該当するものとして都道

府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事

業所又は指定医療機関において、指定医療型児童

発達支援を行った場合に、１日につき所定単位数

を加算しているか。ただし、この場合において福

祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合

に算定していないか。 

  ① 指定通所基準第56条の規定により置くべき

児童指導員若しくは保育士又は指定医療機関

の職員（直接支援業務に従事する保育士又は指

導員である者に限る。）（②において「児童指

導員等」という。）として配置されている従業

者のうち、常勤で配置されているものの割合が

100分の75以上であること。 

  ② 児童指導員等として常勤で配置されている

従業者のうち、３年以上従事しているものの割

合が100分の30以上であること。 

 

平 24厚告 122別

表第２の６の注 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  欠席時対応加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関

において指定医療型児童発達支援等を利用する障害

児が、あらかじめ当該指定医療型児童発達支援事業所

又は指定医療機関の利用を予定した日に、急病等によ

りその利用を中止した場合において、医療型児童発達

支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連

絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児

の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、１月に

つき４回を限度として、所定単位数を算定しているか

。 

 

平 24厚告 122別

表第２の７の注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 特別支援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するもの

として都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達

支援事業所において、平成24年厚生労働省告示第270

号「厚生労働大臣が定める児童等」に適合する指定医

療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児

童発達支援を受けた障害児１人に対し、１日につき所

定単位を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の８の注 

平24厚告269六 

平24厚告270四 

 

 

 

 

10 延長支援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するもの

として都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達

支援事業所又は指定医療機関において、障害児に対し

て、医療型児童発達支援計画に基づき指定医療型児童

発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支

援を受けた障害児に対し、当該指定医療型児童発達支

援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位を

加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の９の注 

平24厚告269七 

 

 

 

 

 

 

11 福祉・介護職員

処遇改善加算 

 「厚生労働大臣が定める児童等」に適合している福

祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

平 24厚告 122別

表第２の10の注 
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て都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所

（国、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人国

立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。12

において同じ。）が、障害児に対し、指定医療型児童

発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分

に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算してい

るか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定

していないか。 

 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ２から10

までにより算定した単位数の1000分の59に相当

する単位数 

 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イにより算

定した単位数の100分の90に相当する単位数 

 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イにより算

定した単位数の100分の80に相当する単位数 

 

平24厚告270五 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 福祉・介護職員

処遇改善特別加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める児童等」に適合している福

祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医

療型児童発達支援を行った場合にあっては、２から10

までにより算定した単位数の1000分の20に相当する

単位数を加算しているか。ただし、11の福祉・介護職

員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定

していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第２の11の注 

平24厚告270六 

 

 

 

 

 

 

 
 



 - 1 - 

（別 紙）  

主眼事項及び着眼点（放課後等デイサービス） 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

第１ 基本方針 

 

 

 

法第21条の５の

18 

 

 

 

 

 

 

 

（１）放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以

下「指定放課後等デイサービス」という。）の事

業を行う者（以下「指定放課後等デイサービス事

業者という。）は、当該指定放課後等デイサービ

ス事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊

重して、常に当該障害児の立場に立った指定放課

後等デイサービスの提供に努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、地域及び

家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府

県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律 （平成17年法律第123

号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（

第20条及び第49条において「障害福祉サービス」

という。）を行う者、児童福祉施設その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の連携に努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定

放課後等デイサービス事業者を利用する障害児

の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設

置する等必要な体制の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めているか。  

 

平24厚令15第３

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定放課後等デイサービスの事業は、障害児が

生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び

社会との交流を図ることができるよう、当該障害

児の身体及び精神の状況並びにその置かれてい

る環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練

を行うものとなっているか。 

 

平24厚令15第65

条 

 

 

 

 

 

第２ 人員に関す 

る基準 

 

 

法第21条の５の

18第１項 

１ 従業員の員数 

２  児童発達支援

管理責任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者が指定放課後

等デイサービス事業所に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとなっているか。 

   一 指導員又は保育士 指定放課後等デイサ

ービスの単位ごとにその提供を行う時間帯

を通じて専ら当該指定放課後等デイサービ

スの提供に当たる指導員又は保育士の合計

数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に

応じ、それぞれイ又はロに定める数以上 

    イ 障害児の数が10までのもの ２以上 

    ロ 障害児の数が10を超えるもの ２に、障

害児の数が10を超えて５又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

平24厚令15第66

条第１項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

   二 児童発達支援管理責任者 １以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の各号に掲げる従業者のほか、指定放課

後等デイサービス事業所において日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練

担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を

担当する職員をいう。以下同じ。）が置かれてい

るか。（この場合において、当該機能訓練担当職

員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにそ

の提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課

後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該

機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合

計数に含めることができる。） 

 

平24厚令15第66

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（１）の指導員又は保育士のうち、１人以上は

、常勤となっているか。 

 

平24厚令15第66

条第４項 

 

 

 

 

（４）（１）に掲げる児童発達支援管理責任者のうち

、１人以上は、専任かつ常勤となっているか。 

 

平24厚令15第66

条第５項 

 

３ 管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する

管理者が置かれているか。（ただし、指定放課後等デ

イサービス事業所の管理上障害児の支援に支障がな

い場合は、当該指定放課後等デイサービス事業所の他

の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所

、施設等の職務に従事させることができる。） 

 

平24厚令15第67

条 

平24厚令15第７

条準用 

 

 

 

 

第３ 設備に関す 

る基準 

 

 

法第21条の５の

18第２項 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練

室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必

要な設備及び備品等を設けているか。 

 

平24厚令15第68

条第１項 

 

 

 

 

 

（２）（１）に規定する指導訓練室は、訓練に必要な

機械器具等を備えているか。 

 

平24厚令15第68

条第２項 

 

 

 

 

 

 

（３）（１）に規定する設備及び備品等は、専ら当該

指定放課後等デイサービスの事業の用に供する

ものとなっているか。（ただし、障害児の支援に

支障がない場合は、この限りでない。） 

 

平24厚令15第68

条第３項 

 

 

 

第４ 運営に関す 

  る基準 

 法第21条の５の

18第２項 

１ 利用定員 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員

を10人以上となっているか。 

 

平24厚令15第69

条 

 

２  内容及び手続 

の説明及び同意 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、通所給付

決定保護者が指定放課後等デイサービスの利用

の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った

通所給付決定保護者（以下「利用申込者」という

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第12

条第１項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配

慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第71条にお

いて準用する第63条に規定する運営規程の概要、

従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該指定放課後等

デイサービスの提供の開始について当該利用申

込者の同意を得ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、社会福祉

法（昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき

書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害

児の障害の特性に応じた適切な配慮をしている

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第12

条第２項準用 

 

 

３  契約支給量の

報告等 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスを提供するときは、当該放課後

等デイサービスの内容、通所給付決定保護者に提

供することを契約した指定放課後等デイサービ

スの量（（２）において「契約支給量」という。

）その他の必要な事項（（３）及び（４）におい

て「通所受給者証記載事項」という。）を通所給

付決定保護者の通所受給者証に記載しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第13

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者

の支給量を超えていないか。 

 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第13

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスの利用に係る契約をしたとき

は、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を

市町村に対し遅滞なく報告しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第13

条第３項準用 

 

 

 

 

 

（４）指定放課後等デイサービス事業者は、通所受給

者証記載事項に変更があった場合について（１）

から（３）に準じてとりあつかっているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第13

条第４項準用 

４  提供拒否の禁

止 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、正当な理由が

なく、指定放課後等デイサービスの提供を拒んでいな

いか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第14

条準用 

５  連絡調整に対

する協力 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービスの利用について市町村又は障害児相談

支援事業を行う者（第49条第１項において「障害児相

談支援事業者」という。）が行う連絡調整に、できる

限り協力しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第15

条準用 

 

 

６  サービス提供

困難時の対応 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービス事業所の通常の事業の実施地域（当該指

定放課後等デイサービス事業所が通常時に指定放課

後等デイサービスを提供する地域をいう。第71条にお

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第16

条準用 



 - 4 - 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

いて準用する第63条第６号において同じ。）等を勘案

し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定放

課後等デイサービスを提供することが困難であると

認めた場合は、適当な他の指定放課後等デイサービス

事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  受給資格の確

認 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービスの提供を求められた場合は、通所給付決

定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付

決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種

類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめてい

るか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第17

条準用 

 

 

 

８  障害児通所給

付費の支給の申

請に係る援助 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスに係る通所給付決定を受けて

いない者から利用の申込みがあった場合は、その

者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費

の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っ

ているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第18

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスに係る通所給付決定に通常要

すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有

効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申

請について、必要な援助を行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第18

条第２項準用 

 

 

９  心身の状況等

の把握 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービスの提供に当たっては、障害児の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第19

条準用 

 

10 指定障害児通

所支援事業者等

との連携等 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスの提供に当たっては、都道府県

、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第20

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスの提供の終了に際しては、障害

児又はその家族に対して適切な援助を行うとと

もに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行

う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第20

条第２項準用 

 

 

 

 

11 サービス提供

の記録 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスを提供した際は、当該指定放課

後等デイサービスの提供日、内容その他必要な事

項を当該指定放課後等デイサービスの提供の都

度記録しているか。 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第21

条第１項準用 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、前項の規

定による記録に際しては、通所給付決定保護者か

ら指定放課後等デイサービスを提供したことに

ついて確認を受けているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第21

条第２項準用 

 

12 指定放課後等

デイサービス事

業者が通所給付

決定保護者に求

めることのでき

る金銭の支払の

範囲等 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者が、指定放課

後等デイサービスを提供する通所給付決定保護

者に対して金銭の支払を求めることができるの

は、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障

害児の便益を向上させるものであって、当該通所

給付決定保護者に支払を求めることが適当であ

るものに限られているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第22

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）前項の規定により金銭の支払を求める際は、当

該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者

に金銭の支払を求める理由について書面によっ

て明らかにするとともに、通所給付決定保護者に

対して説明を行い、同意を得ているか。（ただし

、第70条第１項から第３項までに規定する支払に

ついては、この限りでない。） 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第22

条第２項準用 

 

 

 

 

13 通所利用者負

担額の受領 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定

保護者から当該指定放課後等デイサービスに係

る通所利用者負担額の支払を受けているか。 

 

平24厚令15第70

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理

受領を行わない指定放課後等デイサービスを提

供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定

放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用

基準額の支払を受けているか。 

 

平24厚令15第70

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、（１）及

び（２）の支払を受ける額のほか、指定放課後等

デイサービスにおいて提供される便宜に要する

費用のうち、日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、通所給付決定保護者に

負担させることが適当と認められるものの額の

支払を通所給付決定保護者から受けているか。 

 

平24厚令15第70

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定放課後等デイサービス事業者は、（１）か

ら（３）までの費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払っ

た通所給付決定保護者に対し交付しているか。 

 

平24厚令15第70

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指定放課後等デイサービス事業者は、（３）の

費用に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明を行い、通所給付決

定保護者の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第70

条第５項 
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14 通所利用者負

担額に係る管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、通所給付決定

に係る障害児が同一の月に当該指定放課後等デイサ

ービス事業者が提供する指定放課後等デイサービス

及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指

定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所

給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定放

課後等デイサービス及び当該他の指定通所支援に係

る通所利用者負担額の合計額（以下この条において「

通所利用者負担額合計額」という。）を算定している

か。この場合において、当該指定放課後等デイサービ

ス事業者は、当該指定放課後等デイサービス及び当該

他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担

額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付

決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指

定障害児通所支援事業者等に通知しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第24

条準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 障害児通所給

付費の額に係る

通知等 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理

受領により指定放課後等デイサービスに係る障

害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付

決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係

る障害児通所給付費の額を通知しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第25

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理

受領を行わない指定放課後等デイサービスに係

る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した

指定放課後等デイサービスの内容、費用の額その

他必要と認められる事項を記載したサービス提

供証明書を通所給付決定保護者に対して交付し

ているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第25

条第２項準用 

 

 

 

 

16 指定放課後等

デイサービスの

取扱方針 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、放課後等

デイサービス計画に基づき、障害児の心身の状況

等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに

、指定放課後等デイサービスの提供が漫然かつ画

一的なものとならないよう配慮しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第26

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、

指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、

懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害

児に対し、支援上必要な事項について、理解しや

すいように説明を行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第26

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、その提供

する指定放課後等デイサービスの質の評価を行

い、常にその改善を図っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第26

条第３項準用 

17 放課後等デイ

サービス計画の

作成等 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業所の管理者は、

児童発達支援管理責任者に指定放課後等デイサ

ービスに係る放課後等デイサービス計画の作成

に関する業務を担当させているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第１項準用 
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（２）児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサー

ビス計画の作成に当たっては、適切な方法により

、障害児について、その有する能力、その置かれ

ている環境及び日常生活全般の状況等の評価を

通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望す

る生活並びに課題等の把握（以下この条において

「アセスメント」という。）を行い、障害児の発

達を支援する上での適切な支援内容の検討をし

ているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当

たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接

しているか。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及

び障害児に対して十分に説明し、理解を得ている

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第３項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

の質を向上させるための課題、指定放課後等デイ

サービスの具体的内容、指定放課後等デイサービ

スを提供する上での留意事項その他必要な事項

を記載した放課後等デイサービス計画の原案を

作成しているか。この場合において、障害児の家

族に対する援助及び当該指定放課後等デイサー

ビス事業所が提供する指定放課後等デイサービ

ス以外の保健医療サービス又は福祉サービスと

の連携も含めて放課後等デイサービス計画の原

案に位置付けるよう努めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第４項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサー

ビス計画の作成に当たっては、障害児に対する指

定放課後等デイサービスの提供に当たる担当者

等を招集して行う会議を開催し、放課後等デイサ

ービス計画の原案について意見を求めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第５項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサー

ビス計画の作成に当たっては、通所給付決定保護

者及び障害児に対し、当該放課後等デイサービス

計画について説明し、文書によりその同意を得て

いるか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第６項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（７）児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサー

ビス計画を作成した際には、当該放課後等デイサ

ービス計画を通所給付決定保護者に交付してい

るか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第７項準用 

 

 

 

（８）児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサー

ビス計画の作成後、放課後等デイサービス計画の

平24厚令15第71

条 
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実施状況の把握（障害児についての継続的なアセ

スメントを含む。次項において「モニタリング」

という。）を行うとともに、障害児について解決

すべき課題を把握し、少なくとも６月に１回以上

、放課後等デイサービス計画の見直しを行い、必

要に応じて、当該放課後等デイサービス計画の変

更を行っているか。 

 

平24厚令15第27

条第８項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当

たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定

めるところにより行っているか。 

  一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に

面接すること。 

  二 定期的にモニタリングの結果を記録するこ

と。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第９項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）放課後等デイサービス計画の変更については、

（２）から（７）までの規定に準じて行っている

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第27

条第10項準用 

18 児童発達支援

管理責任者の責

務 

 

 

 

 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務の

ほか、次に掲げる業務を行っているか。 

  一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

  二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行

うこと。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第28

条準用 

 

 

19 相談及び援助 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、常に障害児の

心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に

努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に

応じるとともに、必要な助言その他の援助を行ってい

るか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第29

条準用 

 

 

20 指導、訓練等 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の

心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導

、訓練等を行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第30

条第１項 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児が

日常生活における適切な習慣を確立するととも

に、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる

機会を通じて支援を行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第30

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の

適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活

を営むことができるよう、より適切に指導、訓練

等を行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第30

条第３項準用 

 

 

 

 

（４）指定放課後等デイサービス事業者は、常時１人

以上の従業者を指導、訓練等に従事させているか

。 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第30
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条第４項準用 

 

 

 

 

 

 

（５）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に

対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の

負担により、指定放課後等デイサービス事業所の

従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせて

いないか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第30

条第５項準用 

 

 

21 社会生活上の

便宜の供与等 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、教養娯楽

設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリ

エーション行事を行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第32

条第１項準用 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、常に障害

児の家族との連携を図るよう努めているか。 

 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第32

条第２項準用 

22 緊急時等の対

応 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、現に

指定放課後等デイサービスの提供を行っているとき

に障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場

合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第34

条準用 

 

 

23 通所給付決定

保護者に関する

市町村への通知 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービスを受けている障害児に係る通所給付決

定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通

所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受

け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付

してその旨を市町村に通知しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第35

条準用 

 

 

 

24 管理者の責務 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業所の管理者は、

当該指定放課後等デイサービス事業所の従業者

及び業務の管理その他の管理を、一元的に行って

いるか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第36

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業所の管理者は、

当該指定放課後等デイサービス事業所の従業者

に平成24年厚生労働省令第15号第４章の規定を

遵守させるために必要な指揮命令を行っている

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第36

条第２項準用 

 

 

25 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービス事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する運営規程を定めて

いるか。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 営業日及び営業時間 

 四 利用定員 

 五 指定放課後等デイサービスの内容並びに通所

給付決定保護者から受領する費用の種類及びそ

の額 

 六 通常の事業の実施地域 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第63

条準用 
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 七 サービスの利用に当たっての留意事項 

 八 緊急時等における対応方法 

 九 非常災害対策 

 十 虐待の防止のための措置に関する事項 

 十一 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

26 勤務体制の確

保等 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に

対し、適切な指定放課後等デイサービスを提供す

ることができるよう、指定放課後等デイサービス

事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めている

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第38

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービス事業所ごとに、当該指定放課後

等デイサービス事業所の従業者によって指定放

課後等デイサービスを提供しているか。（ただし

、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務につ

いては、この限りでない。） 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第38

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保して

いるか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第38

条第３項準用 

27 定員の遵守 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、利用定員及び

指導訓練室の定員を超えて、指定放課後等デイサービ

スの提供を行っていないか。（ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでな

い。） 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第39

条準用 

 

 

28 非常災害対策 

 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、消火設備

その他の非常災害に際して必要な設備を設ける

とともに、非常災害に関する具体的計画を立て、

非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知している

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第40

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、非常災害

に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第40

条第２項準用 

29 衛生管理 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の

使用する設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる

とともに、健康管理等に必要となる機械器具等の

管理を適正に行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第41

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービス事業所において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第41

条第２項準用 
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30 協力医療機関 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の病状

の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を

定めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第42

条準用 

31 掲示 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示して

いるか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第43

条準用 

 

 

32 身体拘束等の

禁止 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスの提供に当たっては、障害児又

は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障

害児の行動を制限する行為（次項において「身体

拘束等」という。）を行っていないか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第44

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、やむを得

ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間

、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第44

条第２項準用 

 

33 虐待等の禁止 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、障害

児に対し、児童虐待の防止等に関する法律 （平成12

年法律第82号）第２条各号に掲げる行為その他当該障

害児の心身に有害な影響を与える行為をしていない

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第45

条準用 

 

 

35 秘密保持等 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業所の従業者及び

管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た障害児又はその家族の秘密を漏らしていない

か。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第47

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、従業者及

び管理者であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じているか

。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第47

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、指定障害

児入所施設等（法第24条の２第１項 に規定する

指定障害児入所施設等をいう。）、指定障害福祉

サービス事業者等（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第29条第２項 

に規定する指定障害福祉サービス事業者等をい

う。）その他の福祉サービスを提供する者等に対

して、障害児又はその家族に関する情報を提供す

る際は、あらかじめ文書により当該障害児又はそ

の家族の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第47

条第３項準用 
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38 情報の提供等 

 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課

後等デイサービスを利用しようとする障害児が、

これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指

定放課後等デイサービス事業者が実施する事業

の内容に関する情報の提供を行うよう努めてい

るか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第48

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定

放課後等デイサービス事業者について広告をす

る場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大

なものとしていないか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第48

条第２項準用 

 

39 利益供与等の

禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児相

談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第５条第

17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者（次項において「障害児相

談支援事業者等」という。）、障害福祉サービス

を行う者等又はその従業者に対し、障害児又はそ

の家族に対して当該指定放課後等デイサービス

事業者を紹介することの対償として、金品その他

の財産上の利益を供与していないか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第49

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児相

談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又

はその従業者から、障害児又はその家族を紹介す

ることの対償として、金品その他の財産上の利益

を収受していないか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第49

条第２項準用 

 

 

40 苦情解決 

 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、その提供

した指定放課後等デイサービスに関する障害児

又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第50

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、前項の苦

情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記

録しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第50

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、その提供

した指定児童発達支援に関し、法第21条の５の21

第１項の規定により都道府県知事（指定都市にあ

っては指定都市の市長とし、児童相談所設置市に

あっては児童相談所設置市の市長とする。）又は

市町村長（以下この項及び次項において「都道府

県知事等」という。）が行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は

当該職員からの質問若しくは指定放課後等デイ

サービス事業者の設備若しくは帳簿書類その他

の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第50

条第３項準用 
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定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情

に関して都道府県知事等が行う調査に協力する

とともに、都道府県知事等から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定放課後等デイサービス事業者は、都道府県

知事等からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を都道府県知事等に報告しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第50

条第４項準用 

 

 

 

 

 

（５）指定放課後等デイサービス事業者は、社会福祉

法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第

85条の規定により行う調査又はあっせんにでき

る限り協力しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第50

条第５項準用 

 

41 地域との連携

等 

 

 

 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては

、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力

を行う等の地域との交流に努めているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第51

条第１項準用 

42 事故発生時の

対応 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に

対する指定放課後等デイサービスの提供により

事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町

村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第52

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、前項の事

故の状況及び事故に際して採った処置について、

記録しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第52

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に

対する指定放課後等デイサービスの提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行っているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第52

条第３項準用 

 

43 会計の区分 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等

デイサービス事業所ごとに経理を区分するとともに、

指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会

計と区分しているか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第53

条準用 

 

44 記録の整備 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してい

るか。 

 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第54

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に

対する指定放課後等デイサービスの提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定放課

後等デイサービスを提供した日から５年間保存

しているか。 

  一 第71条において準用する第21条第１項に規

定する提供した指定放課後等デイサービスに

係る必要な事項の提供の記録 

平24厚令15第71

条 

平24厚令15第54

条第２項準用 
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  二 放課後等デイサービス計画 

  三 第71条において準用する第35条の規定によ

る市町村への通知に係る記録 

  四 第71条において準用する第44条第２項に規

定する身体拘束等の記録 

  五 第71条において準用する第50条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

  六 第71条において準用する第52条第２項に規

定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５  変更の届出

等 

 

 

 

 

 

 

（１）指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定

に係る放課後等デイサービス事業所の名称及び

所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更

があつたとき、又は休止した当該指定放課後等デ

イサービスの事業を再開したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、10日以内に、その旨を

都道府県知事に届け出ているか。 

 

法第21条の５の

19第１項、第３

項 

施行規則第18条

の35第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定

放課後等デイサービスの事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その廃止又は休止の日の１月前までに

、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。 

 

法第21条の５の

19第２項 

施行規則第18条

の35第４項 

 

 

 

第６  障害児通所

給付費の算定

及び取扱い 

 

 

 

 

 

 

１ 基本事項 

 

 

 

 

 

 

（１）児童発達支援に要する費用の額は、平成24年厚

生労働省告示第122号の別表「障害児通所給付費

単位数表」第３により算定する単位数に平成24

年厚生労働省告示第128号「厚生労働大臣が定め

る一単位の単価」に定める１単位の単価を乗じて

得た額を算定しているか。 

 

平 24厚告 122の

一 

平24厚告128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により、放課後等デイサービスに

要する費用を算定した場合において、その額に一

円未満の端数があるときは、その端数金額は切り

捨てて算定しているか。 

 

平 24厚告 122の

二 

 

 

 

２  放課後等デイ

サービス給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）障害児に対し授業終了後に指定放課後等デイサ

ービス又は基準該当放課後等デイサービスを行

う場合（重症心身障害児に対し指定放課後等デイ

サービスを行う場合を除く。）については、学校

（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規

定する学校（幼稚園及び大学を除く。）をいう。

以下同じ。）に就学している障害児（以下「就学

児」という。）（重症心身障害児を除く。）に対

し、授業終了後に、平成24年厚生労働省告示第269

号「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合する

平 24厚告 122別

表第３の１の注

１ 

平24厚告269八 
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ものとして都道府県知事（地方自治法（昭和22

年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（

以下「指定都市」という。）又は法第59条の４第

１項の児童相談所設置市（以下「児童相談所設置

市」という。）にあっては、指定都市又は児童相

談所設置市の市長。以下同じ。）に届け出た指定

放課後等デイサービスの単位（児童福祉法に基づ

く指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下

「指定通所基準」という。）第66条第３項に規定

する指定放課後等デイサービスの単位をいう。以

下同じ。）において、指定放課後等デイサービス

（指定通所基準第65条に規定する指定放課後等

デイサービスをいう。以下同じ。）を行った場合

又は「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合す

るものとして市町村長に届け出た放課後等デイ

サービスに係る基準該当通所支援（以下「基準該

当放課後等デイサービス」という。）において、

基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、

１日につき所定単位数を算定しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障害児に対し休業日に指定放課後等デイサービ

ス又は基準該当放課後等デイサービスを行う場

合（重症心身障害児に対し指定放課後等デイサー

ビスを行う場合を除く。）については、就学児又

は平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大

臣が定める児童等」に定める児童（以下「就学児

等」という。）（重症心身障害児を除く。）に対

し、休業日に、指定放課後等デイサービスの単位

又は基準該当放課後等デイサービス事業所にお

いて、指定放課後等デイサービス又は基準該当放

課後等デイサービス（以下「放課後等デイサービ

ス等」という。）を行った場合に、１日につき所

定単位数を算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の１の注

２ 

平24厚告270七 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重症心身障害児に対し授業終了後に指定放課後

等デイサービスを行う場合については、就学児（

重症心身障害児に限る。）に対し、授業の終了後

に、「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合す

るものとして届け出た指定放課後等デイサービ

スの単位において、指定放課後等デイサービスを

行った場合に、１日につき所定単位数を算定して

いるか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の１の注

３ 

平24厚告269九 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）重症心身障害児に対し休業日に指定放課後等デ

イサービスを行う場合については、就学児（重症

心身障害児に限る。）に対し、休業日に、「厚生

労働大臣が定める施設基準」に適合するものとし

て届け出た指定放課後等デイサービスの単位に

おいて、指定放課後等デイサービスを行った場合

に、１日につき所定単位数を算定しているか。 

平 24厚告 122別

表第３の１の注

４ 

平24厚告269九 
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（５）放課後等デイサービス給付費の算定に当たって

、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲

げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定し

ているか。 

  ① 障害児の数又は従業者の員数が平成24年厚

生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める

障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営

業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割

合」に該当する場合 「厚生労働大臣が定める

障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営

業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割

合」で定める割合 

  ② 指定放課後等デイサービスの提供に当たっ

て、指定通所基準第71条において準用する指定

通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサ

ービス計画（同条に規定する放課後等デイサー

ビス計画をいう。以下同じ。）が作成されてい

ない場合 100分の95 

 

平 24厚告 122別

表第３の１の注

５ 

平24厚告271三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）障害児に対し休業日に指定放課後等デイサービ

ス又は基準該当放課後等デイサービスを行う場

合（重症心身障害児に対し指定放課後等デイサー

ビスを行う場合を除く。）又は重症心身障害児に

対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う

場合に係る放課後等デイサービス給付費の算定

に当たって、指定通所基準第71条において準用す

る指定通所基準第63条に規定する運営規程に定

める営業時間が、「厚生労働大臣が定める障害児

の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の

時間数並びに所定単位数に乗じる割合」に該当す

る場合には、所定単位数に「厚生労働大臣が定め

る障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営

業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」

に定める割合を乗じて得た数を算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の１の注

６ 

平24厚告271三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）児童発達支援管理責任者を専任で配置している

ものとして都道府県知事に届け出た指定放課後

等デイサービス事業所（指定通所基準第66条第１

項に規定する指定放課後等デイサービス事業所

をいう。以下同じ。）において指定放課後等デイ

サービスを行った場合又は「厚生労働大臣が定め

る施設基準」に適合するものとして市町村長に届

け出た基準該当放課後等デイサービス事業所に

おいて基準該当放課後等デイサービスを行った

場合に、１日につき次に掲げる単位数を所定単位

数に加算しているか。 

  イ 主として障害児（重症心身障害児を除く。）

に対し指定放課後等デイサービス又は基準該

当放課後等デイサービスを行った場合（ロに該

当する場合を除く。） 

   ① 利用定員が10人以下の場合 205単位 

平 24厚告 122別

表第３の１の注

７ 

平24厚告269十 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 利用定員が11人以上20人以下の場合 102

単位 

   ③ 利用定員が21人以上の場合 68単位 

  ロ 主として重症心身障害児に対し指定放課後

等デイサービスを行った場合 

   ① 利用定員が５人以下の場合 410単位 

   ② 利用定員が６人以上10人以下の場合 205

単位 

   ③ 利用定員が11人以上の場合 102単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）常時見守りが必要な就学児への支援や就学児等

の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援

の強化を図るために、放課後等デイサービス給付

費の算定に必要となる従業者の員数に加え、指導

員又は保育士を１以上配置しているものとして

都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサー

ビス事業所において、指定放課後等デイサービス

を行った場合に、利用定員に応じ、１日につき次

に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。

ただし、重症心身障害児に対し指定放課後等デイ

サービスを行う場合には算定していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の１の注

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 家庭連携加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業所又は基準該当放

課後等デイサービス事業所（指定通所基準第71条の４

において準用する同令第54条の６及び第54条の７の

規定による基準該当放課後等デイサービス事業所を

除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」と

いう。）において、指定通所基準第66条又は第71条の

２の規定により指定放課後等デイサービス事業所等

に置くべき従業者（以下「放課後等デイサービス事業

所等従業者」という。）が、放課後等デイサービス計

画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者（法第６

条の２第８項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ

。）の同意を得て、就学児等の居宅を訪問して就学児

等及びその家族等に対する相談援助等を行った場合

に、１月につき４回を限度として、その内容の指定放

課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサー

ビス（以下「指定放課後等デイサービス等」という。

）を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算

しているか。ただし、同一日に放課後等デイサービス

給付費を算定している場合に算定していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の２の注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  訪問支援特別

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業所等において継続

して指定放課後等デイサービス等を利用する就学児

等について、連続した５日間、当該指定放課後等デイ

サービス等の利用がなかった場合において、放課後等

デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービ

ス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同

意を得て、当該就学児等の居宅を訪問して当該指定放

課後等デイサービス事業所等における指定放課後等

デイサービス等に係る相談援助等を行った場合に、１

平 24厚告 122別

表第３の３の注 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

月に２回を限度として、その内容の指定放課後等デイ

サービス等を行うのに要する標準的な時間で所定単

位数を加算しているか。 

 

 

 

 

 

５  利用者負担上

限額管理加算 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業所が通所給付決定

保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条において

準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用

者負担額合計額（同条に規定する通所利用者負担額合

計額をいう。以下同じ。）の管理を行った場合に、１

月につき所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の４の注 

 

 

 

 

 

６  福祉専門職員

配置等加算 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定

通所基準第66条の規定により置くべき指導員と

して常勤で配置されている従業者のうち、社会福

祉士又は介護福祉士であるものの割合が100分の

25以上であるものとして都道府県知事に届け出

た指定放課後等デイサービス事業所において、指

定放課後等デイサービスを行った場合に、１日に

つき所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の５の注 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、次の

①又は②のいずれかに該当するものとして都道

府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス

事業所において、指定放課後等デイサービスを行

った場合に、１日につき所定単位数を加算してい

るか。ただし、この場合において福祉専門職員配

置等加算(Ⅰ)を算定している場合に算定してい

ないか。 

  ① 指定通所基準第71条規定により置くべき指

導員又は保育士（②において「指導員等」とい

う。）として配置されている従業者のうち、常

勤で配置されているものの割合が100分の75以

上であること。 

  ② 指導員等として常勤で配置されている従業

者のうち、３年以上従事しているものの割合が

100分の30以上であること。 

 

平 24厚告 122別

表第３の５の注 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  欠席時対応加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定放課後等デイサービス事業所等において指定

放課後等デイサービス等を利用する就学児等が、あら

かじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利

用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した

場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者

が、就学児等又はその家族等との連絡調整その他の相

談援助を行うとともに、当該就学児等の状況、相談援

助の内容等を記録した場合に、１月につき４回を限度

として、所定単位数を算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の６の注 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 特別支援加算 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するもの

として都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサ

ービス事業所において、「厚生労働大臣が定める児童

等」に適合する指定放課後等デイサービスを行った場

平 24厚告 122別

表第３の７の注 

平 24厚告 269十

一 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

合に、当該指定放課後等デイサービスを受けた就学児

等１人に対し、１日につき所定単位を加算しているか

。 

 

平24厚告270八 

 

 

 

９  医療連携体制

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等

との連携により、看護職員（保健師、助産師、看

護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を指定放

課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看

護職員が就学児等に対して看護を行った場合に、

当該看護を受けた就学児等に対し、１日につき所

定単位数を加算しているか。ただし、重症心身障

害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場

合に算定していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の８の注 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等

との連携により、看護職員を指定放課後等デイサ

ービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が２以

上の就学児等に対して看護を行った場合に、当該

看護を受けた就学児等に対し、１回の訪問につき

８名を限度として、１日につき所定単位数を加算

しているか。ただし、重症心身障害児に対し指定

放課後等デイサービスを行う場合に算定してい

ないか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の８の注 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等

との連携により、看護職員を指定放課後等デイサ

ービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定

特定行為業務従事者（社会福祉士及び介護福祉士

法（昭和62年法律第30号）附則第３条第１項に規

定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ

。）に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当

該看護職員１人に対し、１日につき所定単位数を

加算しているか。ただし、重症心身障害児に対し

指定放課後等デイサービスを行う場合に算定し

ていないか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の８の注 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）医療連携体制加算(Ⅳ) については、喀痰吸引

等（社会福祉士及び介護福祉士法第２条第２項に

規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。）が必要

な者に対して、認定特定行為業務従事者が医療機

関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に

、就学児等１人に対し、１日につき所定単位数を

加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)

若しくは医療連携体制加算(Ⅱ)又は重症心身障

害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場

合に算定していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の８の注 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 送迎加算 

 

 

 

 就学児等に対して、その居宅又は就学児等が通学し

ている学校と指定放課後等デイサービス事業所等と

の間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を

加算しているか。 

平 24厚告 122別

表第１の11の注 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

11 延長支援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するもの

として都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサ

ービス事業所等において、就学児等に対して、放課後

等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサー

ビスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービス

等を受けた就学児に対し、当該指定放課後等デイサー

ビス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単

位を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の10の注 

平 24厚告 269十

二 

 

 

 

 

 

12 福祉・介護職員

処遇改善加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める児童等」に適合している福

祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービ

ス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等

デイサービス事業所（国、独立行政法人国立病院機構

、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターが行

う場合を除く。13において同じ。）が、就学児等に対

し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げ

るその他の加算は算定していないか。 

 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ２から11

までにより算定した単位数の1000分の33に相当

する単位数 

 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イにより算

定した単位数の100分の90に相当する単位数 

 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イにより算

定した単位数の100分の80に相当する単位数 

 

平 24厚告 122別

表第３の11の注 

平24厚告270九 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 福祉・介護職員

処遇改善特別加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める児童等」に適合している福

祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

放課後等デイサービス事業所等が、就学児等に対し、

指定放課後等デイサービス等を行った場合にあって

は、2から11までにより算定した単位数の1000分の11

に相当する単位数を加算しているか。ただし、12の福

祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっ

ては、算定していないか。 

 

平 24厚告 122別

表第３の12の注 

平24厚告270十 
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主眼事項及び着眼点（保育所等訪問支援） 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

第１ 基本方針 

 

 

 

法第21条の５の

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）保育所等訪問支援に係る指定通所支援（以下「

指定保育所等訪問支援」という。）の事業を行う

者（以下「指定保育所等訪問支援事業者という。

）は、当該指定保育所等訪問支援事業者を利用す

る障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障

害児の立場に立った指定保育所等訪問支援の提

供に努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、

市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律 （平成17年法律第123号）

第５条第１項に規定する障害福祉サービス（第20

条及び第49条において「障害福祉サービス」とい

う。）を行う者、児童福祉施設その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との連

携に努めているか。 

 

平24厚令15第３

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育

所等訪問支援事業者を利用する障害児の人権の

擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努め

ているか。  

 

平24厚令15第３

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定保育所等訪問支援の事業は、障害児が障害

児以外の児童との集団生活に適応することがで

きるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並び

にその置かれている環境に応じて適切かつ効果

的な支援を行うものとなっているか。 

 

平24厚令15第72

条 

 

 

 

 

第２ 人員に関す 

る基準 

 法第21条の５の

18第１項 

１ 従業員の員数 

２  児童発達支援

管理責任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者が当該事業を行う

事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」と

いう。）に置くべき従業者及びその員数が、次の

とおりとなっているか。 

   一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援

を行うために必要な数 

   二 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）第49条第１項に規定する児童発達

支援管理責任者をいう。以下同じ。） １以

上 

 

平24厚令15第73

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）第２号に掲げる児童発達支援管理責任者

のうち１人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支

平24厚令15第６

条第６項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 援事業所の職務に従事する者となっているか。 

 

 

３ 管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者が

置かれているか。（ただし、第73条第１項第１号に掲

げる訪問支援員及び同項第２号に掲げる児童発達支

援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、指定保育所

等訪問支援事業所の管理上障害児の支援に支障がな

い場合は、当該指定保育所等訪問支援事業所の他の職

務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事させることができる。） 

 

平24厚令15第74

条 

平24厚令15第７

条準用 

 

 

 

 

 

 

第３ 設備に関す 

る基準 

 

 

法第21条の５の

18第２項 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業所には、事業の運営

を行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けるほか、指定保育所等訪問支援の提供に必要

な設備及び備品等を備えているか。 

 

平24厚令15第75

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）に規定する設備及び備品等は、専ら当該

指定保育所等訪問支援の事業の用に供するもの

となっているか。（ただし、障害児の支援に支障

がない場合は、この限りでない。） 

 

平24厚令15第75

条第２項 

 

 

 

第４ 運営に関す 

  る基準 

 法第21条の５の

18第２項 

１  内容及び手続 

の説明及び同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、通所給付決定

保護者が指定保育所等訪問支援の利用の申込み

を行ったときは、当該利用申込を行った通所給付

決定保護者（以下「利用申込者」という。）に係

る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をし

つつ、当該利用申込者に対し、第78条に規定する

運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該指定保育所等訪問支援の提供の開始について

当該利用申込者の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第12

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、社会福祉法（

昭和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面

の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の

障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第12

条第２項準用 

 

２  契約支給量の

報告等 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援を提供するときは、当該指定保育所等訪

問支援の内容、通所給付決定保護者に提供するこ

とを契約した指定保育所等訪問支援の量（（２）

において「契約支給量」という。）その他の必要

な事項（（３）及び（４）において「通所受給者

証記載事項」という。）を通所給付決定保護者の

通所受給者証に記載しているか。 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第13

条第１項準用 
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（２）契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者

の支給量を超えていないか。 

 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第13

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援の利用に係る契約をしたときは、通所受

給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に

対し遅滞なく報告しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第13

条第３項準用 

 

 

 

 

 

（４）指定保育所等訪問支援事業者は、通所受給者証

記載事項に変更があった場合について（１）から

（３）に準じてとりあつかっているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第13

条第４項準用 

３  提供拒否の禁

止 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、正当な理由がなく

、指定保育所等訪問支援の提供を拒んでいないか。 

 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第14

条準用 

４  連絡調整に対

する協力 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業

を行う者（第49条第１項において「障害児相談支援事

業者」という。）が行う連絡調整に、できる限り協力

しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第15

条準用 

 

 

５  サービス提供

困難時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指定保育所

等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等訪問支援

を提供する地域をいう。）等を勘案し、利用申込者に

係る障害児に対し自ら適切な指定保育所等訪問支援

を提供することが困難であると認めた場合は、適当な

他の指定保育所等訪問支援事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第16

条準用 

 

 

 

 

 

６  受給資格の確

認 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者

の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有

無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所

給付決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第17

条準用 

 

 

７  障害児通所給

付費の支給の申

請に係る援助 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援に係る通所給付決定を受けていない者

から利用の申込みがあった場合は、その者の意向

を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の

申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第18

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援に係る通所給付決定に通常要すべき標

準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の

終了に伴う障害児通所給付費の支給申請につい

て、必要な援助を行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第18

条第２項準用 
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８  心身の状況等

の把握 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第19

条準用 

 

９  指定障害児通

所支援事業者等

との連携等 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援の提供に当たっては、都道府県、市町村

、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第20

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援の提供の終了に際しては、障害児又はそ

の家族に対して適切な援助を行うとともに、都道

府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童

福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めてい

るか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第20

条第２項準用 

 

 

 

 

10 サービス提供

の記録 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援を提供した際は、当該指定保育所等訪問

支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定

保育所等訪問支援の提供の都度記録しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第21

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、前項の規定に

よる記録に際しては、通所給付決定保護者から指

定保育所等訪問支援を提供したことについて確

認を受けているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第21

条第２項準用 

 

11 身分を証する

書類の携行 

 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者に身分を証

する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児、通所給

付決定保護者その他の当該障害児の家族又は訪問す

る施設から求められたときは、これを提示すべき旨を

指導しているか。 

平24厚令15第76

条 

12 指定保育所等

訪問支援事業者

が通所給付決定

保護者に求める

ことのできる金

銭の支払の範囲

等 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者が、指定保育所等

訪問支援を提供する通所給付決定保護者に対し

て金銭の支払を求めることができるのは、当該金

銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便

益を向上させるものであって、当該通所給付決定

保護者に支払を求めることが適当であるものに

限られているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第22

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）前項の規定により金銭の支払を求める際は、当

該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者

に金銭の支払を求める理由について書面によっ

て明らかにするとともに、通所給付決定保護者に

対して説明を行い、同意を得ているか。（ただし

、第77条第１項から第３項までに規定する支払に

ついては、この限りでない。） 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第22

条第２項準用 
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13 通所利用者負

担額の受領 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援を提供した際は、通所給付決定保護者か

ら当該指定保育所等訪問支援に係る通所利用者

負担額の支払を受けているか。 

 

平24厚令15第77

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領

を行わない指定保育所等訪問支援を提供した際

は、通所給付決定保護者から、当該指定保育所等

訪問支援に係る指定通所支援費用基準額の支払

を受けているか。 

 

平24厚令15第77

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、（１）及び（

２）の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護

者の選定により通常の事業実施地域（当該指定保

育所等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等

訪問支援を提供する地域をいう。第78条第５号に

おいて同じ。）以外の地域において指定保育所等

訪問支援を提供する場合は、それに要した交通費

の額の支払を通所給付決定保護者から受けてい

るか。 

 

平24厚令15第77

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定保育所等訪問支援事業者は、（１）から（

３）までの費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通

所給付決定保護者に対し交付しているか。 

 

平24厚令15第77

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指定保育所等訪問支援事業者は、（３）の交通

費については、あらかじめ、通所給付決定保護者

に対し、その額について説明を行い、通所給付決

定保護者の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第77

条第５項 

 

 

 

14 通所利用者負

担額に係る管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、通所給付決定に係

る障害児が同一の月に当該指定保育所等訪問支援事

業者が提供する指定保育所等訪問支援及び他の指定

障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を

受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護

者から依頼があったときは、当該指定保育所等訪問支

援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担

額の合計額（以下この条において「通所利用者負担額

合計額」という。）を算定しているか。この場合にお

いて、当該指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定

保育所等訪問支援及び当該他の指定通所支援の状況

を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告

するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の

指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者

等に通知しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第24

条準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 障害児通所給

付費の額に係る

通知等 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領

により指定保育所等訪問支援に係る障害児通所

給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護

者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第25

条第１項準用 
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通所給付費の額を通知しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領

を行わない指定保育所等訪問支援に係る費用の

額の支払を受けた場合は、その提供した指定保育

所等訪問支援の内容、費用の額その他必要と認め

られる事項を記載したサービス提供証明書を通

所給付決定保護者に対して交付しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第25

条第２項準用 

 

 

 

16 指定保育所等

訪問支援の取扱

方針 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、保育所等訪問

支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じ

て、その者の支援を適切に行うとともに、指定児

童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとな

らないよう配慮しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第26

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業所の従業者は、指定

保育所等訪問支援の提供に当たっては、懇切丁寧

を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し

、支援上必要な事項について、理解しやすいよう

に説明を行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第26

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、その提供する

指定保育所等訪問支援の質の評価を行い、常にそ

の改善を図っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第26

条第３項準用 

17 保育所等訪問

支援計画の作成

等 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業所の管理者は、児童

発達支援管理責任者に指定保育所等訪問支援に

係る保育所等訪問支援計画の作成に関する業務

を担当させているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援

計画の作成に当たっては、適切な方法により、障

害児について、その有する能力、その置かれてい

る環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じ

て通所給付決定保護者及び障害児の希望する生

活並びに課題等の把握（以下この条において「ア

セスメント」という。）を行い、障害児の発達を

支援する上での適切な支援内容の検討をしてい

るか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当

たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接

しているか。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及

び障害児に対して十分に説明し、理解を得ている

か。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第３項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（４）児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第４項準用 
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の質を向上させるための課題、指定保育所等訪問

支援の具体的内容、指定保育所等訪問支援を提供

する上での留意事項その他必要な事項を記載し

た保育所等訪問支援計画の原案を作成している

か。この場合において、障害児の家族に対する援

助及び当該指定保育所等訪問支援事業所が提供

する指定保育所等訪問支援以外の保健医療サー

ビス又は福祉サービスとの連携も含めて保育所

等訪問支援計画の原案に位置付けるよう努めて

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援

計画の作成に当たっては、障害児に対する指定保

育所等訪問支援の提供に当たる担当者等を招集

して行う会議を開催し、保育所等訪問支援計画の

原案について意見を求めているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第５項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（６）児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援

計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及

び障害児に対し、当該保育所等訪問支援計画につ

いて説明し、文書によりその同意を得ているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第６項準用 

 

 

 

 

 

（７）児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援

計画を作成した際には、当該保育所等訪問支援計

画を通所給付決定保護者に交付しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第７項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援

計画の作成後、保育所等訪問支援計画の実施状況

の把握（障害児についての継続的なアセスメント

を含む。次項において「モニタリング」という。

）を行うとともに、障害児について解決すべき課

題を把握し、少なくとも６月に１回以上、保育所

等訪問支援計画の見直しを行い、必要に応じて、

当該保育所等訪問支援計画の変更を行っている

か。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第８項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当

たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定

めるところにより行っているか。 

  一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に

面接すること。 

  二 定期的にモニタリングの結果を記録するこ

と。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第９項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）保育所等訪問支援計画の変更については、（２

）から（７）までの規定に準じて行っているか。 

 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第27

条第10項準用 
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18 児童発達支援

管理責任者の責

務 

 

 

 

 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務の

ほか、次に掲げる業務を行っているか。 

  一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

  二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行

うこと。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第28

条準用 

 

 

19 相談及び援助 

 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、常に障害児の心身

の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め

、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行っているか

。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第29

条準用 

 

 

20 指導、訓練等 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の心身

の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓

練等を行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第30

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児が日常

生活における適切な習慣を確立するとともに、社

会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を

通じて支援を行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第30

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の適性

に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営

むことができるよう、より適切に指導、訓練等を

行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第30

条第３項準用 

 

 

 

 

 

（４）指定保育所等訪問支援事業者は、常時１人以上

の従業者を指導、訓練等に従事させているか。 

 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第30

条第４項準用 

 

 

 

 

 

 

（５）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対し

て、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担

により、指定保育所等訪問支援事業所の従業者以

外の者による指導、訓練等を受けさせていないか

。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第30

条第５項準用 

 

 

21 社会生活上の

便宜の供与等 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、教養娯楽設備

等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエー

ション行事を行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第32

条第１項準用 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、常に障害児の

家族との連携を図るよう努めているか。 

 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第32

条第２項準用 

22 緊急時等の対

応 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業所の従業者は、現に指定

保育所等訪問支援の提供を行っているときに障害児

に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速や

かに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ

ているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第34

条準用 
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23 通所給付決定

保護者に関する

市町村への通知 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者

が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費

若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受

けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨

を市町村に通知しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第35

条準用 

 

 

 

24 管理者の責務 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業所の管理者は、当該

指定保育所等訪問支援事業所の従業者及び業務

の管理その他の管理を、一元的に行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第36

条第１項準用 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業所の管理者は、当該

指定保育所等訪問支援事業所の従業者に平成24

年厚生労働省令第15号第５章の規定を遵守させ

るために必要な指揮命令を行っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第36

条第２項準用 

 

25 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する運営規程を定めているか。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 営業日及び営業時間 

 四 指定保育所等訪問支援の内容並びに通所給付

決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

 五 通常の事業の実施地域 

 六 サービスの利用に当たっての留意事項 

 七 緊急時等における対応方法 

 八 虐待防止のための措置に関する事項 

 九 その他運営に関する重要事項 

 

平24厚令15第78

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 勤務体制の確

保等 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対し

、適切な指定保育所等訪問支援を提供することが

できるよう、指定保育所等訪問支援事業所ごとに

、従業者の勤務の体制を定めているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第38

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援事業所ごとに、当該指定保育所等訪問支

援事業所の従業者によって指定保育所等訪問支

援を提供しているか。（ただし、障害児の支援に

直接影響を及ぼさない業務については、この限り

でない。） 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第38

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保している

か。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第38

条第３項準用 

27 衛生管理 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児の使用

する設備及び飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとと

もに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理

を適正に行っているか。 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第41

条第１項準用 
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（２）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援事業所において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ず

るよう努めているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第41

条第２項準用 

 

28 掲示 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第43

条準用 

 

29 身体拘束等の

禁止 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援の提供に当たっては、障害児又は他の障

害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行

動を制限する行為（次項において「身体拘束等」

という。）を行っていないか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第44

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、やむを得ず身

体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由その他必要な事項を記録しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第44

条第２項準用 

 

30 虐待等の禁止 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業所の従業者は、障害児に

対し、児童虐待の防止等に関する法律 （平成12年法

律第82号）第２条各号に掲げる行為その他当該障害児

の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第45

条準用 

 

31 秘密保持等 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業所の従業者及び管理

者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障

害児又はその家族の秘密を漏らしていないか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第47

条第１項準用 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、従業者及び管

理者であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第47

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、指定障害児入

所施設等（法第24条の２第１項 に規定する指定

障害児入所施設等をいう。）、指定障害福祉サー

ビス事業者等（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第29条第２項 に規

定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。）

その他の福祉サービスを提供する者等に対して、

障害児又はその家族に関する情報を提供する際

は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家

族の同意を得ているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第47

条第３項準用 

 

 

 

 

 

 

 

32 情報の提供等 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等

訪問支援を利用しようとする障害児が、これを適

切かつ円滑に利用できるように、当該指定保育所

等訪問支援事業者が実施する事業の内容に関す

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第48

条第１項準用 
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る情報の提供を行うよう努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育

所等訪問支援事業者について広告をする場合に

おいて、その内容を虚偽のもの又は誇大なものと

していないか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第48

条第２項準用 

 

33 利益供与等の

禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児相談支

援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第17項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談

支援事業を行う者（次項において「障害児相談支

援事業者等」という。）、障害福祉サービスを行

う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家

族に対して当該指定保育所等訪問支援事業者を

紹介することの対償として、金品その他の財産上

の利益を供与していないか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第49

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児相談支

援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はそ

の従業者から、障害児又はその家族を紹介するこ

との対償として、金品その他の財産上の利益を収

受していないか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第49

条第２項準用 

 

 

34 苦情解決 

 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、その提供した

指定保育所等訪問支援に関する障害児又は通所

給付決定保護者その他の当該障害児の家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第50

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、前項の苦情を

受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

ているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第50

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、その提供した

指定保育所等訪問支援に関し、法第21条の５の21

第１項の規定により都道府県知事（指定都市にあ

っては指定都市の市長とし、児童相談所設置市に

あっては児童相談所設置市の市長とする。）又は

市町村長（以下この項及び次項において「都道府

県知事等」という。）が行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は

当該職員からの質問若しくは指定保育所等訪問

支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保

護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関

して都道府県知事等が行う調査に協力するとと

もに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行っているか。 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第50

条第３項準用 
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（４）指定保育所等訪問支援事業者は、都道府県知事

等からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を都道府県知事等に報告しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第50

条第４項準用 

 

 

 

 

 

（５）指定保育所等訪問支援事業者は、社会福祉法第

83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条

の規定により行う調査又はあっせんにできる限

り協力しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第50

条第５項準用 

 

35 地域との連携

等 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、その運営に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

協力を行う等の地域との交流に努めているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第51

条第１項準用 

36 事故発生時の

対応 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対す

る指定保育所等訪問支援の提供により事故が発

生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該

障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第52

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、前項の事故の

状況及び事故に際して採った処置について、記録

しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第52

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対す

る指定保育所等訪問支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

っているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第52

条第３項準用 

 

37 会計の区分 

 

 

 

 

 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問

支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定保育

所等訪問支援の事業の会計をその他の事業の会計と

区分しているか。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第53

条準用 

 

38 記録の整備 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、従業者、設備

、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか

。 

 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第54

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対す

る指定保育所等訪問支援の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、当該指定保育所等訪問

支援を提供した日から５年間保存しているか。 

  一 第79条において準用する第21条第１項に規

定する提供した指定保育所等訪問支援に係る

必要な事項の提供の記録 

  二 保育所等訪問支援計画 

  三 第79条において準用する第35条の規定によ

る市町村への通知に係る記録 

  四 第79条において準用する第44条第２項に規

定する身体拘束等の記録 

  五 第79条において準用する第50条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

平24厚令15第79

条 

平24厚令15第54

条第２項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

  六 第79条において準用する第52条第２項に規

定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 

 

 

 

 

第５  変更の届出

等 

 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定に係

る保育所等訪問支援事業所の名称及び所在地そ

の他厚生労働省令で定める事項に変更があつた

とき、又は休止した当該指定保育所等訪問支援の

事業を再開したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、10日以内に、その旨を都道府県知事

に届け出ているか。 

 

法第21条の５の

19第１項、第３

項 

施行規則第18条

の35第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定保育所等訪問支援事業者は、当該指定保育

所等訪問支援の事業を廃止し、又は休止しようと

するときは、厚生労働省令で定めるところにより

、その廃止又は休止の日の１月前までに、その旨

を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

法第21条の５の

19第２項 

施行規則第18条

の35第４項 

 

 

第６  障害児通所

給付費の算定

及び取扱い 

 

 

 

 

 

 

１ 基本事項 

 

 

 

 

 

 

（１）保育所等訪問支援に要する費用の額は、平成24

年厚生労働省告示第122号の別表「障害児通所給

付費単位数表」第４により算定する単位数に平成

24年厚生労働省告示第128号「厚生労働大臣が定

める一単位の単価」に定める１単位の単価を乗じ

て得た額を算定しているか。 

 

平 24厚告 122の

一 

平24厚告128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により、保育所等訪問支援に要す

る費用を算定した場合において、その額に一円未

満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て

て算定しているか。 

 

平 24厚告 122の

二 

 

 

 

２  保育所等訪問

支援給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定保育所等訪問支援事業所（児童福祉法に基

づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以

下「指定通所基準」という。）第73条に規定する

指定保育所等訪問支援事業所をいう。以下同じ。

）において、指定保育所等訪問支援(指定通所基

準第72条に規定する指定保育所等訪問支援をい

う。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を

算定しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第４の１の注

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次

の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞ

れに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を

算定しているか。 

  ① 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、（

指定通所基準第79条において準用する指定通

所基準第27条の規定に従い、保育所等訪問支援

計画（同条に規定する保育所等訪問支援計画を

平 24厚告 122別

表第４の１の注

２ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

いう。以下同じ。）が作成されていない場合 

100分の95 

  ② 同一日に複数の障害児に指定保育所等訪問

支援を提供した場合 100分の93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援管理責任者を専任で配置している

ものとして都道府県知事に届け出た指定保育所

等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支

援を行った場合に、１日につき68単位を所定単位

数に加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第４の１の注

３ 

 

 

 

３  利用者負担上

限額管理加算 

 

 

 

 

 指定放課後等訪問支援事業所が通所給付決定保護

者から依頼を受け、指定通所基準第79条において準用

する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負

担額合計額（同条に規定する通所利用者負担額合計額

をいう。以下同じ。）の管理を行った場合に、１月に

つき所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 122別

表第４の２の注 

 

 

 

 

４ 福祉・介護職員

処遇改善加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が

定める児童等」に適合している福祉・介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た指定保育所等訪問支援事業所（国、独立行政

法人国立病院機構、独立行政法人国立精神・神経医療

研究センターが行う場合を除く。５において同じ。）

が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場

合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単

位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、

次に掲げるその他の加算は算定していないか。 

 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ２及び３に

より算定した単位数の1000分の32に相当する単

位数 

 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イにより算

定した単位数の100分の90に相当する単位数 

 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イにより算

定した単位数の100分の80に相当する単位数 

 

平 24厚告 122別

表第４の３の注 

平 24厚告 270十

一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 福祉・介護職員

処遇改善特別加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 「厚生労働大臣が定める児童等」に適合している福

祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実

施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育

所等訪問支援等を行った場合にあっては、２及び３に

より算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

を加算しているか。ただし、４の福祉・介護職員処遇

改善加算を算定している場合にあっては、算定してい

ないか。 

 

平 24厚告 122別

表第４の４の注 

平 24厚告 270十

二 
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主眼事項及び着眼点（福祉型障害児入所施設） 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

第１ 一般原則  法第24条の12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設等は、入所給付決定

保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の

特性その他の事情を踏まえた計画（以下「入所支

援計画」という。）を作成し、これに基づき障害

児に対して指定入所支援を提供するとともに、そ

の効果について継続的な評価を実施することそ

の他の措置を講ずることにより障害児に対して

適切かつ効果的に指定入所支援を提供している

か。 

 

平24厚令16第３

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設等は、当該指定障害

児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格

を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定

入所支援の提供に努めているか。 

 

平24厚令16第３

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設等は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、

市町村（特別区を含む。以下同じ。）、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律 （平成23年法律第123号）第５条第１項 に

規定する障害福祉サービス（第46条において「障

害福祉サービス」という。）を行う者、他の児童

福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めてい

るか。 

 

平24厚令16第３

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定福祉型障害児入所施設等は、当該指定障害

児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐

待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講ずるよう努めている

か。 

 

平24厚令16第３

条第４項 

 

 

 

 

 

第２  人員に関す

る基準 

 

 

 

 

１ 従業者の員数 

 

 指定福祉型障害児入所施設に置く従業者及びその

員数は、次のとおりになっているか。 

法第24条の12第

１項 

（１）嘱託医 

 

１名以上配置されているか。 

 

平24厚令16第４

条第１項 

（２）看護師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ又はロに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区

分に応じ、それぞれイ又はロに定める数 

 イ 主として自閉症を主たる症状とする知的障害

のある児童（以下「自閉症児」という。）を入所

させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障

害児の数を20で除して得た数以上配置されてい

るか 

 ロ 主として肢体不自由（法第６条の２第３項に規

定する肢体不自由をいう。以下同じ。）のある児

平24厚令16第４

条第１項 
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童を入所させる指定福祉型障害児入所施設１名

以上配置されているか。 

 

 

 

 

（３）児童指導員及

び保育士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①から③までに掲げる指定福祉型障害児入所施設

の区分に応じ、それぞれ①から③までに定める数配置

しているか。 

 また、児童指導員及び保育士が１名以上配置されて

いるか。 

 ① 主として知的障害のある児童を入所させる指

定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害

児の数を4.3で除して得た数以上（30人以下の障

害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設に

あっては、当該数に１を加えた数以上） 

 ② 主として盲児又はろうあ児を入所させる指定

福祉型障害児入所施設通じておおむね障害児で

ある乳児又は幼児の数を４で除して得た数及び

障害児である少年の数を五で除して得た数の合

計数以上（35人以下の障害児を入所させる指定福

祉型障害児入所施設にあっては、当該合計数に１

を加えた数以上） 

 ③ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障

害児の数を3.5で除して得た数以上 

 

平24厚令16第４

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）栄養士 

 

 

 

 １名以上配置しているか。（ただし、40人以下の障

害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっ

ては、置かないことができる。） 

 

平24厚令16第４

条第１項 

 

 

（５）調理員 

 

 

 

 １名以上配置しているか。（ただし、調理業務の全

部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては、

置かないことができる。） 

 

平24厚令16第４

条第１項 

 

 

（６）児童発達支援

管理責任者 

 １名以上配置しているか。 

 

平24厚令16第４

条第１項 

（７）医師 

 

 

 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児

入所施設である場合、配置しているか。 

 

平24厚令16第４

条第２項 

 

（８）心理指導担当

職員 

 

 心理指導を行う必要があると認められる障害児５

人以上に心理指導を行う場合、配置しているか。 

 

平24厚令16第４

条第２項 

 

（９）職業指導員 

 

 職業指導を行う場合、配置しているか。 

 

平24厚令16第４

条第２項 

（10）職員の専従 

 

 

 

 

 

 （２）から（９）に規定する従業者は、専ら当該指

定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者となっ

ているか。（ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、（４）及び（５）については、併せて設置する他

の社会福祉施設の職務に従事させることができる。） 

 

平24厚令16第４

条第３項 

 

 

 

 

（11）人員に関する

特例 

 

 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第29条第１項に規定する指定障害者支

平24厚令16第４

条第４項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援施設をいう。第３ 設備に関する基準において同じ

。）の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障害福

祉サービス（同法第５条第１項に規定する施設障害福

祉サービスをいう。第３ 設備に関する基準において

同じ。）とを同一の施設において一体的に提供してい

る場合については、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支

援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 （平成

18年厚生労働省令第172号。第３ 設備に関する基準

において「指定障害者支援施設基準」という。）第２ 

人員に関する基準に規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、第２ 人員に関する基準に規定す

る基準を満たしているものとみなしているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３  設備に関す

る基準 

 

 

法第24条の12第

２項 

 設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、

浴室、便所、医務室及び静養室を設けているか。

（30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設であって主として知的障害のある

児童を入所させるものにあっては医務室を、30

人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児

入所施設であって主として盲ろうあ児を入所さ

せるものにあっては医務室及び静養室を設けな

いことができる。 ） 

 

平24厚令16第５

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）次の一から四に掲げる指定福祉型障害児入所施

設は、上記に規定する設備のほか、当該指定福祉

型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定め

る設備を設けているか。 

  一 主として知的障害のある児童を入所させる

指定福祉型障害児入所施設 入所している障

害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な

設備（以下二から四までにおいて「職業指導に

必要な設備」という。） 

  二 主として盲児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要

な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所

の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助

ける設備 

  三 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型

障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に

必要な設備及び映像に関する設備 

  四 主として肢体不自由のある児童を入所させ

る指定福祉型障害児入所施設 訓練室、屋外訓

練場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機

能の不自由を助ける設備 

 

平24厚令16第５

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）居室については、一から四までの基準となって

いるか。 

  一 定員４名以下となっているか。 

平24厚令16第５

条第３項 
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  二 障害児１人当たりの床面積が4.95平方メー

トル以上となっているか。 

  三 乳幼児のみの１の居室の定員は６人以下と

し、１人当たりのとこ面積は3.3平方メートル

以上となっているか。 

  四 入所している障害児の年齢等に応じ、男女と

女子の居室を別にしているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所

させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の

傾斜を緩やかにしているか。 

 

平24厚令16第５

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）（１）及び（２）に規定する設備は、専ら当該

指定福祉型障害児入所施設の用に供するものと

なっているか。（ただし、障害児の支援に支障が

ない場合は、（１）及び（２）に規定する設備（

居室を除く。）については、併せて設置する他の

社会福祉施設の設備に兼ねることができる。） 

 

平24厚令16第５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援

施設の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障

害福祉サービスとを同一の施設において一体的

に提供している場合については、指定障害者支援

施設基準第六条 に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前各項に規定する基準を満

たしているものとみなしているか。 

 

平24厚令16第５

条第６項 

 

 

 

 

 

 

第４  運営に関す

る基準 

 

 

法第24条の12第

２項 

１  内容及び手続 

の説明及び同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保

護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったと

きは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者

（以下「利用申込者」という。）に係る障害児の

障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利

用申込者に対し、第34条に規定する運営規程の概

要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支

援の提供の開始について当該利用申込者の同意

を得ているか。 

 

平24厚令16第６

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法（昭

和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の

交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障

害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 

 

平24厚令16第６

条第２項 

 

 

 

２  提供拒否の禁

止 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、

指定入所支援の提供を拒んでいないか。 

 

平24厚令16第７

条 

 

３ あっせん、調整

及び要請に対す

 指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第２項 

の規定により指定入所支援の利用について都道府県

平24厚令16第８

条 
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る協力 

 

 

が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協

力しているか。 

 

 

 

 

４  サービス提供

困難時の対応 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障

害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者

に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与すること

が困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介そ

の他の措置を速やかに講じているか。 

 

平24厚令16第９

条 

 

 

 

 

５  受給資格の確

認 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供

を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する

入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決

定期間等を確かめているか。 

 

平24厚令16第10

条 

 

 

 

６  障害児入所給

付費の支給の申

請に係る援助 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を

受けていない者から利用の申込みがあった場合

は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所

給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助

を行っているか。 

 

平24厚令16第11

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に

通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期

間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請に

ついて、必要な援助を行わなければならない。 

 

平24厚令16第11

条第２項 

 

 

 

７  心身の状況等

の把握 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供

に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めているか。 

 

平24厚令16第12

条 

 

 

 

８  居住地の変更

が見込まれる者

への対応 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者

の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やか

に当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連

絡しなければならない。 

 

平24厚令16第13

条 

 

 

 

９  入退所の記録

の記載等 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に

際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称

、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（次

において「入所受給者証記載事項」という。）を

、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載

しなければならない。 

 

平24厚令16第14

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記

載事項を遅滞なく都道府県に対し報告している

か。 

 

平24厚令16第14

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、入所している障

害児の数の変動が見込まれる場合においては、速

やかに都道府県に報告しているか。 

 

平24厚令16第14

条第３項 
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10 サービスの提

供の記録 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を

提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を

記録しているか。 

 

平24厚令16第15

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定によ

る記録に際しては、入所給付決定保護者から指定

入所支援を提供したことについて確認を受けて

いるか。 

 

平24厚令16第15

条第２項 

 

 

 

11 指定福祉型障

害児入所施設が

入所給付決定保

護者に求めるこ

とのできる金銭

の支払の範囲 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保

護者に対して金銭の支払を求めることができる

のは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る

障害児の便益を向上させるものであって、当該入

所給付決定保護者に支払を求めることが適当で

あるものに限っているか。 

 

平24厚令16第16

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により金銭の支払を求める際は、

当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護

者に金銭の支払を求める理由について書面によ

って明らかにするとともに、入所給付決定保護者

に対して説明を行い、同意を得ているか。（ただ

し、「入所利用者負担額の受領」の（１）から（

３）までに規定する支払については、この限りで

ない。） 

 

平24厚令16第16

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

12 入所利用者負

担額の受領 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を

提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定

入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受け

ているか。 

 

平24厚令16第17

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を

行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付

決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入

所支援費用基準額の支払を受けているか。 

 

平24厚令16第17

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、（１）及び（２

）の支払を受ける額のほか、指定入所支援におい

て提供される便宜に要する費用のうち、次の一か

ら三に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保

護者から受けているか。 

  一 食事の提供に要する費用及び光熱水費（法第

24条の７第１項の規定により特定入所障害児

食費等給付費が入所給付決定保護者に支給さ

れた場合は、児童福祉法施行令 （昭和23年政

令第74号）第27条の６第１項 に規定する食費

等の基準費用額（法第24条の７第２項において

準用する法第24条の３第９項の規定により特

定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保

護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支

払われた場合は、同令第27条の６第１項 に規

定する食費等の負担限度額）を限度としている

平24厚令16第17

条第３項 
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か。）  

  二 日用品費 

  三 前２号に掲げるもののほか、指定入所支援に

おいて提供される便宜に要する費用のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、入所給付決定保護者に負担させ

ることが適当と認めているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（３）①に掲げる費用については、別に厚生労

働大臣が定めるところによるものとしているか。 

 

平24厚令16第17

条第４項 

 

 

 

 

 

 

（５）指定福祉型障害児入所施設は、（１）から（３

）までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所

給付決定保護者に対し交付しているか。 

 

平24厚令16第17

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）指定福祉型障害児入所施設は、（３）の費用に

係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、入所給付決定保護

者の同意を得ているか。 

 

平24厚令16第17

条第６項 

 

 

 

 

13 入所利用者負

担額に係る管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る

障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設

が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施

設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これら

の指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額（以

下13において「入所利用者負担額合計額」という。）

を算定しているか。この場合において、当該指定福祉

型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を

確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告

するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の

指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通

知しているか。 

 

平24厚令16第18

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 障害児入所給

付費等の額に係

る通知等 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領に

より指定入所支援に係る障害児入所給付費の支

給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、

当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付

費の額を通知しているか。 

 

平24厚令16第19

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、第17条第２項の

法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定

入所支援の内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載したサービス提供証明書を入所給

付決定保護者に対して交付しているか。 

 

平24厚令16第19

条第２項 

 

 

 

 

 

15 指定入所支援

の取扱方針 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画に

基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者

の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提

平24厚令16第20

条第１項 
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供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入

所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必

要な事項について、理解しやすいように説明を行

っているか。 

 

平24厚令16第20

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指

定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図

っているか。 

 

平24厚令16第20

条第３項 

 

 

16 入所支援計画

の作成等 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発

達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関す

る業務を担当させているか。 

 

平24厚令16第21

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、適切な方法により、障害児につ

いて、その有する能力、その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給

付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに

課題等の把握（以下この条において「アセスメン

ト」という。）を行い、障害児の発達を支援する

上での適切な支援内容の検討をしているか。 

 

平24厚令16第21

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当

たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接

しなければならない。この場合において、児童発

達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定

保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を

得ているか。 

 

平24厚令16第21

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

の質を向上させるための課題、指定入所支援の具

体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事

項その他必要な事項を記載した入所支援計画の

原案を作成しているか。 

 

平24厚令16第21

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開

催し、入所支援計画の原案について意見を求めて

いるか。 

 

平24厚令16第21

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児

に対し、当該入所支援計画について説明し、文書

によりその同意を得ているか。 

平24厚令16第21

条第６項 
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（７）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作

成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定

保護者に交付しているか。 

 

平24厚令16第21

条第７項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成後、入所支援計画の実施状況の把握（障害児に

ついての継続的なアセスメントを含む。（９）に

おいて「モニタリング」という。）を行うととも

に、障害児について解決すべき課題を把握し、少

なくとも六月に一回以上、入所支援計画の見直し

を行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行っ

ているか。 

 

平24厚令16第21

条第８項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当

たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次の一

、二に定めるところにより行っているか。 

  一 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に

面接しているか。 

  二 定期的にモニタリングの結果を記録してい

るか。 

 

平24厚令16第21

条第９項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）（２）から（７）までの規定は、（８）に規定

する入所支援計画の変更について準用している

か。 

 

平24厚令16第21

条第10項 

 

 

17 児童発達支援

管理責任者の責

務 

 

 

 

 

 児童発達支援管理責任者は、16に規定する業務のほ

か、一及び二に掲げる業務を行っているか。 

 一 18に規定する検討及び必要な援助並びに第24

条に規定する相談及び援助を行っているか。 

 二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行っ

ているか。 

 

平24厚令16第22

条 

 

 

 

 

 

18 検討等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、そ

の心身の状況等に照らし、法第21条の５の３第１項に

規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第29条第１項に規

定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを利用することにより、当該障

害児が居宅において日常生活を営むことができるよ

う定期的に検討するとともに、居宅において日常生活

を営むことができると認められる障害児に対し、入所

給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な

援助を行っているか。 

 

平24厚令16第23

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 相談及び援助 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の

状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じる

とともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 

 

平24厚令16第24

条 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

20 指導、訓練等 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の

状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練

等を行わなければならない。 

 

平24厚令16第25

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生

活における適切な習慣を確立するとともに、社会

生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通

じて生活指導を行っているか。 

 

平24厚令16第25

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に

応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営む

ことができるよう、より適切に指導、訓練等を行

っているか。 

 

平24厚令16第25

条第３項 

 

 

 

 

 

 

（４）指定福祉型障害児入所施設は、常時一人以上の

従業者を指導、訓練等に従事させているか。 

 

平24厚令16第25

条第４項 

 

 

 

 

 

 

（５）指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して

、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担に

より、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以

外の者による指導、訓練等を受けさせてないか。 

 

平24厚令16第25

条第５項 

 

 

 

21 食事 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設において、障害児に

食事を提供するときは、その献立は、できる限り

、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養

量を含有するものとなっているか。 

 

平24厚令16第26

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食事は、（１）の規定によるほか、食品の種類

及び調理方法について栄養並びに障害児の身体

的状況及び嗜好を考慮したものとなっているか。 

 

平24厚令16第26

条第２項 

 

 

 

 

 

（３）調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

っているか。 

 

平24厚令16第26

条第３項 

 

 

 

 

 

（４）指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な

生活の基本としての食を営む力の育成に努めて

いるか。 

 

平24厚令16第26

条第４項 

 

 

22 社会生活上の

便宜の供与等 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等

を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーシ

ョン行事を行っているか。 

 

平24厚令16第27

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生

活を営む上で必要な行政機関に対する手続等に

ついて、当該障害児又はその家族が行うことが困

難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得

て代わって行っているか。 

 

平24厚令16第27

条第２項 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家

族との連携を図るとともに、障害児とその家族と

平24厚令16第27

条第３項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

の交流等の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

 

 

 

 

23 健康管理 

 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健

康の状況に注意するとともに、入所した障害児に

対し、入所時の健康診断、少なくとも１年に２回

の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健

安全法（昭和33年法律第56号）に規定する健康診

断に準じて行っているか。 

 

平24厚令16第28

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、（１）にかかわ

らず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた

場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下

欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全

部又は一部を行わないことができる。この場合に

おいて、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ

同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握して

いるか。 

児童相談所等におけ

る障害児の入所前の

健康診断 

入所した障害児に対

する障害児の入所時

の健康診断 

障害児が通学する学

校における健康診断 

定期の健康診断又は

臨時の健康診断 
 

平24厚令16第28

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断

に当たっては、特に入所している者の食事を調理

する者につき、綿密な注意を払っているか。 

 

平24厚令16第28

条第３項 

 

 

24 緊急時等の対

応 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入

所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機

関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令16第29

条 

 

 

 

25 障害児の入院

期間中の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、

入院後おおむね３月以内に退院することが見込まれ

るときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付

決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便

宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合

を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に

円滑に入所することができるようにしているか。 

 

平24厚令16第30

条 

 

 

 

 

 

 

 

26 給付金として

支払を受けた金

銭の管理 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害

児入所施設の設置者が障害児に係る厚生労働大臣が

定める給付金（以下26において「給付金」という。）

の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金

銭を次に掲げるところにより管理しているか。 

 一 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずる

もの（これらの運用により生じた収益を含む。以

下26において「障害児に係る金銭」という。）を

平24厚令16第31

条 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の財産と区分しているか。 

 二 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従

って用いているか。  

 三 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにす

る記録を整備しているか。 

 四 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障

害児に係る金銭を当該障害児に取得させている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 入所給付決定

保護者に関する

都道府県への通

知 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受け

ている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその

他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受

け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付

してその旨を都道府県に通知しているか。 

 

平24厚令16第32

条 

 

 

 

 

28 管理者による

管理等 

 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし

、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない

場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職

務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施

設以外の事業所、施設等の職務に従事させている

か。 

 

平24厚令16第33

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指

定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管

理その他の管理を、一元的に行っているか。 

 

平24厚令16第33

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指

定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規

定を遵守させるために必要な指揮命令を行って

いるか。 

 

平24厚令16第33

条第３項 

 

 

 

29 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、次の①から⑩に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する運営規程

（35において「運営規程」という。）を定めているか

。 

 一 施設の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 入所定員 

 四 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護

者から受領する費用の種類及びその額 

 五 施設の利用に当たっての留意事項 

 六 緊急時等における対応方法 

 七 非常災害対策 

 八 主として入所させる障害児の障害の種類 

 九 虐待の防止のための措置に関する事項 

 十 その他施設の運営に関する重要事項 

 

平24厚令16第34

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 勤務体制の確

保等 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、

適切な指定入所支援を提供することができるよ

う、従業者の勤務の体制を定めているか。 

平24厚令16第35

条第１項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型

障害児入所施設の従業者によって指定入所支援

を提供しているか。（ただし、障害児の支援に直

接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。） 

 

平24厚令16第35

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しているか

。 

 

平24厚令16第35

条第３項 

 

 

31 定員の遵守 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の

定員を超えて入所させていないか。（ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。） 

 

平24厚令16第36

条 

 

 

 

32 非常災害対策 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けるととも

に、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災

害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に従業者に周知しているか。 

 

平24厚令16第37

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備え

るため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行っているか。 

 

平24厚令16第37

条第２項 

 

 

33 衛生管理等 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用す

る設備及び飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるととも

に、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を

適正に行っているか。 

 

平24厚令16第38

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型

障害児入所施設において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ず

るよう努めているか。 

 

平24厚令16第38

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等

を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ

又は清しきしているか。 

 

平24厚令16第38

条第３項 

 

 

34 協力医療機関

等 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の

急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定

めているか。 

 

平24厚令16第39

条第１項 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協

力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。 

 

平24厚令16第39

条第２項 

 

35 掲示 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害

児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業

者の勤務の体制、34の（１）の協力医療機関及び34

の（２）の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサ

平24厚令16第40

条 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

しているか。 

 

 

 

 

36 身体拘束等の

禁止 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の

提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制

限する行為（（２）において「身体拘束等」とい

う。）を行っていないか。 

 

平24厚令16第41

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体

拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由その他必要な事項を記録しているか。 

 

平24厚令16第41

条第２項 

 

 

 

37 虐待等の禁止 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対

し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害児

の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 

 

平24厚令16第42

条 

 

 

38 懲戒に係る権

限の濫用禁止 

 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設の長たる指定福祉型障

害児入所施設の管理者は、障害児に対し法第47条第１

項 本文の規定により親権を行う場合であって懲戒す

るとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその

障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体

的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してい

ないか。 

 

平24厚令16第43

条 

 

 

 

 

 

 

39 秘密保持等 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者

は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害

児又はその家族の秘密を漏らしていないか。 

 

平24厚令16第44

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理

者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう、必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令16第44

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、法第21条の５の

３第１項 に規定する指定障害児通所支援事業者

、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第29条第２項に規定する指定障

害福祉サービス事業者等その他の福祉サービス

を提供する者等に対して、障害児又はその家族に

関する情報を提供する際は、あらかじめ文書によ

り当該障害児又はその家族の同意を得ているか。 

 

平24厚令16第44

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

40 情報の提供等 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型

障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適

切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型

障害児入所施設が実施する事業の内容に関する

情報の提供を行うよう努めているか。 

 

平24厚令16第45

条第１項 
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（２）指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型

障害児入所施設について広告をする場合におい

て、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとして

いないか。 

 

平24厚令16第45

条第２項 

 

 

 

41 利益供与等の

禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援

事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第５条第

17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者（（２）において「障害児

相談支援事業者等」という。）、障害福祉サービ

スを行う者等又はその従業者に対し、障害児又は

その家族に対して当該指定福祉型障害児入所施

設を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはいないか。 

 

平24厚令16第46

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援

事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその

従業者から、障害児又はその家族を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を収受

していないか。 

 

平24厚令16第46

条第２項 

 

 

 

 

42 苦情解決 

 

 

 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指

定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保

護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口を設置する等の必要な措置を講じて

いるか。 

 

平24厚令16第47

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、（１）の苦情を

受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

ているか。 

 

平24厚令16第47

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指

定入所支援に関し、法第24条の15第１項の規定に

より都道府県知事（指定都市にあっては指定都市

の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相

談所設置市の市長とする。以下この項及び次項に

おいて同じ。）が行う報告若しくは帳簿書類その

他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職

員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施

設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査

に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その

他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道

府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府

県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 

 

平24厚令16第47

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定福祉型障害児入所施設は、都道府県知事か

らの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

都道府県知事に報告しているか。 

平24厚令16第47

条第４項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

（５）指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第83

条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の

規定により行う調査又はあっせんにできる限り

協力しているか。 

 

平24厚令16第47

条第５項 

 

 

 

43 地域との連携

等 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流に努めているか。 

 

平24厚令16第48

条 

 

 

44 事故発生時の

対応 

 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供により事故が発生した場合

は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令16第49

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、（１）の事故の

状況及び事故に際して採った処置について、記録

しているか。 

 

平24厚令16第49

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか

。 

 

平24厚令16第49

条第３項 

 

 

 

45 会計の区分 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害

児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区

分しているか。  

 

平24厚令16第50

条 

 

 

46 記録の整備 

 

 

（１）指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 

 

平24厚令16第51

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供に関する次の各号に掲げる

記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日か

ら五年間保存しているか。 

  一 入所支援計画 

  二 10に規定する提供した指定入所支援に係る

必要な事項の提供の記録 

  三 27の規定による都道府県への通知に係る記

録 

  四 36の（２）に規定する身体拘束等の記録 

  五 42の（２）に規定する苦情の内容等の記録 

  六 44の（２）に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

 

平24厚令16第51

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５  変更の届出  

等 

 

 

 

 

 

 指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その

他児童福祉法施行規則25条の22にいう事項に変更が

あったときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に

届け出ているか。 

 

法第24条の13 

規則25の22 
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第６  障害児入所

給付費の算定及

び取扱い 

  

１ 基本事項 

 

 

 

 

 

 

（１）指定入所支援に要する費用の額は、平成24年厚

生労働省告示第123号の別表「障害児入所給付費

単位数表」の第１により算定する単位数に平成24

年厚生労働省告示第128号「厚生労働大臣が定め

る一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて

得た額を算定しているか。 

 

平 24厚告 123の

一 

平24厚告128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により、指定入所支援に要する費

用の額を算定した場合において、その額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て

て算定しているか。 

 

平 24厚告 123の

二 

 

 

 

２  福祉型障害児

入所施設給付費 

 

 

 

 

（１）福祉型障害児

入所給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設（児童福祉法に基づく指

定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する規

準（平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基

準」いう。）第２条第１号に規定する指定福祉型障害

児入所施設をいう。以下同じ。）において、指定入所

支援を行った場合に、障害児の障害種別および入所定

員に応じて、それぞれ所定単位数を算定しているか。 

 ただし、地方公共団体が設置する指定福祉型障害児

入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当

する単位数を算定しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉型障害児入所給付費の算定に当たって、次の①

又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は

②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定

しているか。 

 ① 障害児の数が平成24年厚生労働省告示第271号

「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業

者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所

定単位数に乗じる割合」第４に該当する場合に、

平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣

が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準

及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じ

る割合」第４に規定する割合を乗じた額を算定し

ているか。 

 ② 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準

第21条の規定に従い、入所支援計画（同条第１項

に規定する入所支援計画をいう。以下同じ。）が

作成されていない場合に、100分の95を乗じた額

を算定しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  児童発達支援

管理責任者専任

加算 

 

 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び

運営に関する規準（昭和23年厚生省令第63号）第49

条第１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。

以下同じ。）を専任で配置しているものとして都道府

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注３ 

 



 - 18 - 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19代１項の指定都市（以下「指定都市」という。）

又は法第59条の４第１項の児童相談所設置市（以下「

児童相談所設置市」という。）にあっては、指定都市

又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。）に届け出

た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援

を行った場合に、１日に所定単位数を加算しているか

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  職業指導員加

算 

 

 

 

 職業指導員を１以上配置しているものとして都道

府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設にお

いて、指定入所支援を行った場合に、１日つき所定単

位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注４ 

 

 

５  重度障害児支

援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が

定める施設基準」の第13に適合するものとして都道府

県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設におい

て、次のイからトまでに該当する障害児に対し、指定

入所支援を行った場合（イ、ロ又はトについては、該

当する障害児を入所させるための設備等を有する建

物において行う場合に限る。）に、障害児の障害種別

に応じて、重度障害児支援加算として、１日につき、

所定単位数を加算しているか。ただし、強度行動障害

特別支援加算が算定される場合は加算していないか。 

 イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させ

る指定福祉型障害児入所施設において、次の①又

は②のいずれかに該当する障害児に対し指定入

所支援を行った場合に加算しているか。 

  ① 次のいずれかに該当する知的障害児又は自

閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と

判定されたもの 

   （一）食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常

生活動作の介助を必要とし、社会生活への

適応が著しく困難である者 

   （二）頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べら

れないものを口に入れる、興奮、寡動その

他の問題行為を有し、監護を必要とする者 

  ② 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知

能指数がおおむね50以下と判定されたもの 

 ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させ

る指定福祉型障害児入所施設において、イに規定

する障害児であって、次の①から③までのいずれ

かに該当するものに対し指定入所支援を行った

場合に加算しているか。 

  ① ６歳未満である者 

  ② 医療型障害児入所施設（法第42条第２号の医

療型障害児入所施設をいう。）（主として重症

心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心

身障害児をいう。以下同じ。）を入所させる施

設に限る。）を退所後３年未満である者 

  ③ 入所後１年未満である者 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注５ 
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 ハ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児

入所施設において次の①又は②のいずれかに該

当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を

行った場合（ニに該当する場合を除く。）に加算

しているか。 

  ① 知的障害を有するために、特別の保護指導を

行わなければ社会適応能力の向上が困難と認

められるもの 

  ② 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄

、及び衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に

介助を必要とするもの 

 ニ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児

入所施設において、ハに規定する盲児又はろうあ

児のうち、知能指数が35以下と判定されたもので

あって、入所後１年未満のものに加算しているか

。 

 ホ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設において、次の①又は②のいずれか

に該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支

援を行った場合（ヘに該当する場合を除く。）に

加算しているか。 

  ① 知的障害を有するために、特別の保護指導を

行わなければ社会適応能力の向上が困難と認

められるもの 

  ② 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄

、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助

を必要とするもの 

 ヘ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設において、ホに規定する盲児又はろ

うあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたも

のであって、入所後１年未満のものに加算してい

るか。 

 ト 主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉

型障害児入所施設において、次の①又は②のいず

れかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支

援を行った場合に加算しているか。 

  ① 各種補装具を用いても身体の移動が困難で

ある者 

  ② 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄

、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助

を必要とする者又は喀痰吸引等を必要とする

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  重度重複障害

児加算 

 

 

 

 

 

 

 ５の①から⑦までに該当する障害児であって、視覚

障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語

機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部

障害（心臓、じん造、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸

若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。）、知的障害

又は精神障害（知的障害を除く。）のうち３以上の障

害を有する児童（以下「重複障害児」という。）であ

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注６ 
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る障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において

、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算

として、１日につき所定単位数を加算しているか。た

だし、７の強度行動障害児特別支援加算が算定してい

る場合は、加算していないか。 

 

 

 

 

 

 

 

７  強度行動障害

児特別支援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が

定める施設基準」の第14に適合するものとして都道府

県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設（主とし

て知的障害児又は自閉症児を入所させる施設に限る。

）において、平成24年厚生労働省告示第270号「厚生

労働大臣が定める基準」の第13に適合する強度の行動

障害を有する児童に対し、指定入所支援を行った場合

に、強度行動障害特別支援加算として、１日につき所

定単位数を加算しているか。 

 さらに、加算の算定を開始した日から起算して90

日以内の期間については、所定単位数を加算している

か。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 幼児加算 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所施設において幼児である障

害児（盲児又はろうあ児に限る。）に対して、指定入

所支援を行った場合に、幼児加算とつき、１日につき

所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注８ 

 

 

９  心理担当職員

配置加算 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が

定める施設基準」の第15に適合するものとして都道府

県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設におい

て、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置

加算として、１日につき所定単位数を加算しているか

。ただし、７の強度行動障害児特別支援加算が算定さ

れる場合は、加算していないか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注９ 

 

 

 

 

 

10 看護師配置加

算 

 

 

 

 

 指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護師

を１以上配置しているものとして都道府県知事に届

け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所

支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算し

ているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の１の

注10 

 

 

 

11 入院・外泊時加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）入院・外泊時加算（Ⅰ）については、障害児が

病院若しくは診療所への入院を要した場合又は

障害児に対して外泊（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成18年厚生労働省告示第523号）別表介護給付費

等単位数表（以下「介護給付費等単位数表」とい

う。）第９の１の注１に規定する指定共同生活介

護（以下「指定共同生活介護」という。）及び介

護給付費等単位数表第16の１の注１に規定する

指定共同生活援助（以下「指定共同生活援助」と

いう。）における体験的な利用にともなう外泊を

平 24厚告 123の

別表第１の２の

注１ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

含む。以下この（２）において同じ。）を認めた

場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して

８日を限度として、入所定員に応じ、所定単位数

（地方公共団体は設置する指定福祉型障害児入

所施設の場合にあっては、所定単位数に1000分の

965に相当する単位数）を算定しているか。ただ

し、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定して

いないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）入院・外泊時加算Ⅱについては、障害児が病院

若しくは診療所への入院を要した場合又は障害

児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業

者（指定入所基準第４条の規定により指定福祉型

障害児入所施設に置くべき従業者をいう。13及び

15において同じ。）（栄養士及び調理員を除く。

）が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し

、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌

日から起算して８日を超えた日から82日を限度

として、入所定員に応じ、所定単位数（地方公共

団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場

合にあっては、所定単位数に1000分の965に相当

する単位数）を算定する。ただし、入院又は外泊

の初日及び最終日は、算定していないか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の２の

注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 自活訓練加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）６月間程度の個別訓練を行うことにより地域社

会で自活することが可能であると都道府県（指定

都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。）

が認めた障害児（知的障害児又は自閉症児に限る

。以下この12において同じ。）に対し、平成24

年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定め

る施設基準」の第16に適合するものとして都道府

県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設に

おいて、平成24年厚生労働省告示第270号「厚生

労働大臣が定める基準」の第14に適合する自活に

必要な訓練（以下「自活訓練」という。）を行っ

た場合に、当該障害児１人につき180日間を限度

として所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の３の

注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自活訓練加算（Ⅰ）については自活訓練加算（

Ⅱ）以外の場合に、自活訓練加算（Ⅱ）について

は自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室

がある建物の同一敷地内に確保することが困難

である場合であって、当該建物に隣接した借家等

において自活訓練を行ったときに、所定単位数を

加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の３の

注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）同一の障害児について、同一の給付決定期間（

法第24条の３第６項に規定する給付決定期間を

いう。以下同じ。）中１回（さらに継続して自活

訓練を行う必要があると認められる障害児にあ

っては、２回）を限度として加算しているか。 

平 24厚告 123の

別表第１の３の

注３ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

13 入院時特別支

援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定福祉型障害児入所において、家族等から入院に

係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診

療所（当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に

併設する病院又は診療所を除く。）が、入所支援計画

に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又

は診療所との連絡調整、被服等の準備その他の日常生

活上の支援を行った場合に、１月につき１回を限度と

して、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を加

算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の４の

注 

 

 

 

 

 

 

 

14 福祉専門職員

配置等加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）については、指

定入所基準第４条の規定により置くべき児童指

導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第43条の児童指導員をいう。以下同じ。）として

常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士

又は介護福祉士であるものの割合が100分の25以

上であるものとして都道府県知事に届け出た指

定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援

を行った場合に、１日につき所定単位数を加算し

ているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の５の

注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）については、次

の①又は②のいずれかに該当するものとして都

道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施

設において、指定入所支援を行った場合に、１日

につき所定単位数を加算しているか。（ただし、

この場合において、福祉専門職員配置等加算（Ⅰ

）を算定している場合は、算定しない。） 

  ① 指定入所基準第４条の規定により置くべき

児童指導員又は保育士（②において「児童指導

員等」という。）として配置されている従業者

のうち、常勤で配置されているものの割合が

100分の75以上であること。 

  ② 児童指導員等として常勤で配置されている

従業者のうち、３年以上従事しているものの割

合が100分の30以上であること。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の５の

注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 地域移行加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入所期間が１月を超えると見込まれる障害児の退

所に先立って、施設従業者が、当該障害児に対して、

退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障

害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及び

その家族等に対して退所後の障害児の生活について

の相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中１回

を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所

後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児

及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退

所後１回を限度として所定単位数を加算しているか。

ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等

に入所する場合にあっては、加算していないか。 

 

 

平 24厚告 123の

別表第１の６の

注 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

16 栄養士配置加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）栄養士配置加算（Ⅰ）については、次の①及び

②に掲げる基準のいずれにも適合するものとし

て都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入

所施設において、入所定員に応じ、１日につき、

所定単位数を加算しているか。 

  ① 常勤の管理栄養士又は栄養士を１名以上配

置していること。 

  ② 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安

全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っ

ていること。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の７の

注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）栄養士配置加算（Ⅱ）については、次の①及び

②に掲げる基準のいずれにも適合するものとし

て都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入

所施設において、入所定員に応じ、１日につき所

定単位数を加算しているか。ただし、この場合に

おいて、栄養士配置加算（Ⅰ）を算定している場

合は、算定していないか。 

  ① 管理栄養士又は栄養士を１名以上配置して

いること。 

  ② 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安

全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っ

ていること。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の７の

注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 栄養マネジメ

ント加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして

都道府県知事にとどけでた指定福祉型障害児入所施

設において、指定入所支援を行った場合に、１日につ

き所定単位数を加算しているか。 

 イ 常勤の管理栄養士（平成27年３月31日までの間

にあっては、管理栄養士又は栄養管理業務に関し

５年以上の実務経験を有する栄養士）を１名以上

配置していること。 

 ロ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を

行っているとともに、しょうがいじの栄養状態を

定期的に記録していること。 

 ハ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を

行っているとともに、障害児の栄養状態を定期的

に記録していること。 

 ニ 障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期

的に評価し、必要に応じて当該計画を見直してい

ること。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の８の

注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 小規模グルー

プケア加算 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が

定める施設基準」の第17に適合するものとして都道府

県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設におい

て、小規模なグループによるケアを行う必要があると

都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行っ

た場合（当該障害児を入所させるための設備等を有す

る建物において行う場合に限る。）に、当該障害児１

人につき所定単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の９の

注 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

19 福祉・介護職員

処遇改善加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が

定める基準」の第15に適合している福祉・介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知

事に届け出た指定福祉型障害児入所施設（国、独立行

政法人国立病院機構又は独立行政法人国立精神・神経

医療研究センターが行う場合を除く。20において同じ

。）が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合に

、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。 

 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)１から18まで

により算定した単位数の単位数の1000分の17に

相当する単位数 

 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)①により算定

した単位数の100分の90に相当する単位数 

 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)①により算定

した単位数の100分の80に相当する単位数 

 

平 24厚告 123の

別表第１の10の

注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 福祉・介護職員

処遇改善特別加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が

定める基準」のの第16に適合している福祉・介護職員

を中心とした従業者の賃金の改善等を実施している

ものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害

児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った

場合に、２から18までにより算定した単位数の1000

分の6に相当する単位数を所定単位数に加算している

か。ただし、19の福祉・介護職員処遇改善加算を算定

している場合にあっては、算定していないか。 

 

平 24厚告 123の

別表第１の11の

注 
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主眼事項及び着眼点（医療型障害児入所施設） 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

第１ 一般原則  法第24条の12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設等は、入所給付決定

保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の

特性その他の事情を踏まえた計画（以下「入所支

援計画」という。）を作成し、これに基づき障害

児に対して指定入所支援を提供するとともに、そ

の効果について継続的な評価を実施することそ

の他の措置を講ずることにより障害児に対して

適切かつ効果的に指定入所支援を提供している

か。 

 

平24厚令16第３

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設等は、当該指定障害

児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格

を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定

入所支援の提供に努めているか。 

 

平24厚令16第３

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設等は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、

市町村（特別区を含む。以下同じ。）、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律 （平成23年法律第123号）第５条第１項 に

規定する障害福祉サービス（第46条において「障

害福祉サービス」という。）を行う者、他の児童

福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めてい

るか。 

 

平24厚令16第３

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定医療型障害児入所施設等は、当該指定障害

児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐

待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講ずるよう努めている

か。 

 

平24厚令16第３

条第４項 

 

 

 

 

 

第２  人員に関す

る基準 

 

 

 

 

１ 従業者の員数 

 

 指定医療型障害児入所施設に置く従業者及びその

員数は、次のとおりになっているか。 

法第24条の12第

１項 

（１）医療法（昭和

23年法律第205

号）に規定する

病院として必

要とされる従

業者 

 医療法に規定する病院として必要とされる数 

 

 

 

 

 

平24厚令16第52

条第１項 

 

 

 

 

（２）児童指導員及

び保育士 

 

 

 

 ①又は②に掲げる指定医療型障害児入所施設の区

分に応じ、それぞれ①又は②に定める数 

 ① 主として自閉症児を入所させる指定医療型障

害児入所施設 通じておおむね障害児の数を6.7

で除して得た数以上を配置しているか。 

平24厚令16第52

条第１項 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 主として肢体不自由のある児童を入所させる

指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障

害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び

障害児である少年の数を20で除して得た数の合

計数以上配置しているか。 

 また、児童指導員及び保育士を１名以上配置してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）心理指導を担

当する職員 

 

 

 

 主として重症心身障害児（法第７条第２項に規定す

る重症心身障害児をいう。（４）において同じ。）を

入所させる指定医療型障害児入所施設において、１名

以上配置しているか。 

 

平24厚令16第52

条第１項 

 

 

 

（４）理学療法士又

は作業療法士 

 

 主として重症心身障害児を入所させる指定医療型

障害児入所施設において、１名以上配置しているか。 

 

平24厚令16第52

条第１項 

 

（５）児童発達支援

管理責任者 

 １名以上配置しているか。 

 

平24厚令16第52

条第１項 

（６）職業指導員 

 

 

 

 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定

医療型障害児入所施設において職業指導を行う場合

には、職業指導員を配置しているか。 

 

平24厚令16第52

条第２項 

（７）職員の専従  （１）から（５）に規定する従業者は、専ら当該指

定医療型障害児入所施設の職務に従事する者となっ

ているか。（ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せ

て設置する他の社会福祉施設の職務に従事させるこ

とができる。） 

 

平24厚令16第52

条第３項 

（８）人員に関する

特例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設が、療養介護（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第５条第６項 に規定する療養介護をいう。（７）

及び３ 設備に関する基準（１）設備に関する特例に

おいて同じ。）に係る指定障害福祉サービス事業者（

同法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス

事業者をいう。３ 設備に関する規準（１）設備に関

する特例において同じ。）の指定を受け、かつ、指定

入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的

に提供している場合については、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

に関する基準 （平成18年厚生労働省令第171号。３ 

設備に関する規準○において「指定障害福祉サービス

基準」という。）第50条に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、２ 人員に関する規準に規定

する基準を満たしているものとみなしているか。 

 

平24厚令16第52

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３  設備に関す

る基準 

 指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりと

する。 

法第24条の12第

２項 

 

 

（１）医療法に規定する病院として必要とされる設備

を有しているか。 

平24厚令16第53

条第１項 
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（２）訓練室及び浴室を有しているか。 

 

平24厚令16第53

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）次に掲げる指定医療型障害児入所施設にあって

は、上記に掲げる設備のほか、それぞれ次の各号

に掲げる設備を設けているか。ただし、第二号の

義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な

設備がある場合は、これを置かないことができる

。 

  一 主として自閉症児を入所させる指定医療型

障害児入所施設 静養室 

  二 主として肢体不自由のある児童を入所させ

る指定医療型障害児入所施設 屋外訓練場、ギ

ブス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必

要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室

及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助

ける設備  

 

平24厚令16第53

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）主として肢体不自由のある児童を入所させる指

定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩

やかにしているか。 

 

平24厚令16第53

条第３項 

 

 

 （５）（１）から（３）に規定する設備は、専ら当該

指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所

支援の用に供するものとなっているか。（ただし

、障害児の支援に支障がない場合は、（１）から

（３）に規定する設備については、併せて設置す

る他の社会福祉施設の設備に兼ねることができ

る。） 

 

平24厚令16第53

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る

指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ

、指定入所支援と療養介護とを同一の施設におい

て一体的に提供している場合については、指定障

害福祉サービス基準第52条 に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなしているか。 

 

平24厚令16第53

条第５項 

 

 

 

 

 

 

第４  運営に関す

る基準 

 

 

法第24条の12第

２項 

１  内容及び手続 

の説明及び同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、入所給付決定保

護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったと

きは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者

（以下「利用申込者」という。）に係る障害児の

障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利

用申込者に対し、第34条に規定する運営規程の概

要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支

援の提供の開始について当該利用申込者の同意

を得ているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第６

条第１項準用 
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（２）指定医療型障害児入所施設は、社会福祉法（昭

和26年法律第45号）第77条の規定に基づき書面の

交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障

害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第６

条第２項準用 

 

２  提供拒否の禁

止 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、正当な理由がなく、

指定入所支援の提供を拒んでいないか。 

 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第７

条準用 

３ あっせん、調整

及び要請に対す

る協力 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、法第24条の19第２項 

の規定により指定入所支援の利用について都道府県

が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協

力しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第８

条準用 

 

４  サービス提供

困難時の対応 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、利用申込者に係る障

害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者

に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与すること

が困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介そ

の他の措置を速やかに講じているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第９

条準用 

 

 

５  受給資格の確

認 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援の提供

を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する

入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決

定期間等を確かめているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第10

条準用 

 

６  障害児入所給

付費の支給の申

請に係る援助 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、入所給付決定を

受けていない者から利用の申込みがあった場合

は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所

給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助

を行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第11

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、入所給付決定に

通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期

間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請に

ついて、必要な援助を行わなければならない。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第11

条第２項準用 

 

７  心身の状況等

の把握 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援の提供

に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第12

条準用 

 

８  居住地の変更

が見込まれる者

への対応 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、入所給付決定保護者

の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やか

に当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連

絡しなければならない。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第13

条準用 

 

９  入退所の記録

の記載等 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、入所又は退所に

際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称

、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（次

において「入所受給者証記載事項」という。）を

、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第14

条第１項準用 
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しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、入所受給者証記

載事項を遅滞なく都道府県に対し報告している

か。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第14

条第２項準用 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、入所している障

害児の数の変動が見込まれる場合においては、速

やかに都道府県に報告しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第14

条第３項準用 

10 サービスの提

供の記録 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を

提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を

記録しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第15

条第１項準用 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、前項の規定によ

る記録に際しては、入所給付決定保護者から指定

入所支援を提供したことについて確認を受けて

いるか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第15

条第２項準用 

 

11 指定医療型障

害児入所施設が

入所給付決定保

護者に求めるこ

とのできる金銭

の支払の範囲 

 

（１）指定医療型障害児入所施設が、入所給付決定保

護者に対して金銭の支払を求めることができる

のは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る

障害児の便益を向上させるものであって、当該入

所給付決定保護者に支払を求めることが適当で

あるものに限っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第16

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により金銭の支払を求める際は、

当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護

者に金銭の支払を求める理由について書面によ

って明らかにするとともに、入所給付決定保護者

に対して説明を行い、同意を得ているか。（ただ

し、「入所利用者負担額の受領」の（１）から（

３）までに規定する支払については、この限りで

ない。） 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第16

条第２項準用 

 

 

 

 

 

12 入所利用者負

担額の受領 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を

提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定

入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受け

ているか。 

 

平24厚令16第54

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を

行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付

決定保護者から、次の一及び二に掲げる費用の額

の支払いを受けているか。 

  一 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用

基準額 

  二 当該指定入所支援のうち障害児入所医療に

係るものにつき健康保険の療養に要する費用

の額の算定方法の例により算定した費用の額 

 

平24厚令16第54

条第２項 
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（３）指定医療型障害児入所施設は、（１）及び（２

）の支払を受ける額のほか、指定入所支援におい

て提供される便宜に要する費用のうち、次の一及

び二に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保

護者から受けることができる。 

  一 日用品費 

  二 指定入所支援において提供される便宜に要

する費用のうち、日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって、入所給付決定

保護者に負担させることが適当と認められる

もの 

 

平24厚令16第54

条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定医療型障害児入所施設は、（１）から（３

）の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に

かかる領収証を当該費用の額を支払った入所給

付決定保護者に対し交付しているか。 

 

平24厚令16第54

条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指定医療型障害児入所施設は、（３）の費用に

係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、入所給付決定保護

者の同意を得ているか。 

 

平24厚令16第54

条第５項 

 

 

 

 

13 入所利用者負

担額に係る管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、入所給付決定に係る

障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設

が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施

設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これら

の指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額（以

下13において「入所利用者負担額合計額」という。）

を算定しているか。この場合において、当該指定医療

型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を

確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告

するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の

指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通

知しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第18

条準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 障害児入所給

付費等の額に係

る通知等 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領に

より指定入所支援に係る障害児入所給付費又は

指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入

所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護

者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療

費の額を通知しているか。 

 

平24厚令16第55

条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、12 入所利用者

負担額の受領（２）の法定代理受領を行わない指

定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合

は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービ

ス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交

付しているか。 

 

平24厚令16第55

条第２項 
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15 指定入所支援

の取扱方針 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、入所支援計画に

基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者

の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提

供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮

しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第20

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設の従業者は、指定入

所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必

要な事項について、理解しやすいように説明を行

っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第20

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、その提供する指

定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図

っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第20

条第３項準用 

16 入所支援計画

の作成等 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設の管理者は、児童発

達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関す

る業務を担当させているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、適切な方法により、障害児につ

いて、その有する能力、その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給

付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに

課題等の把握（以下この条において「アセスメン

ト」という。）を行い、障害児の発達を支援する

上での適切な支援内容の検討をしているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当

たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接

しなければならない。この場合において、児童発

達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定

保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を

得ているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第３項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

の質を向上させるための課題、指定入所支援の具

体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事

項その他必要な事項を記載した入所支援計画の

原案を作成しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第４項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開

催し、入所支援計画の原案について意見を求めて

いるか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第５項準用 
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（６）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児

に対し、当該入所支援計画について説明し、文書

によりその同意を得ているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第６項準用 

 

 

 

 

 

（７）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作

成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定

保護者に交付しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第７項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成後、入所支援計画の実施状況の把握（障害児に

ついての継続的なアセスメントを含む。（９）に

おいて「モニタリング」という。）を行うととも

に、障害児について解決すべき課題を把握し、少

なくとも六月に一回以上、入所支援計画の見直し

を行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行っ

ているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第８項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当

たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次の一

及び二に定めるところにより行っているか。  

  一 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に

面接しているか。 

  二 定期的にモニタリングの結果を記録してい

るか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第９項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）（２）から（７）までの規定は、（８）に規定

する入所支援計画の変更について準用している

か。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第21

条第10項準用 

17 児童発達支援

管理責任者の責

務 

 

 

 

 

 児童発達支援管理責任者は、16に規定する業務のほ

か、一及び二に掲げる業務を行っているか。  

 一 19に規定する検討及び必要な援助並びに第24

条に規定する相談及び援助を行っているか。  

 二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行っ

ているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第22

条準用 

 

 

 

18 検討等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、障害児について、そ

の心身の状況等に照らし、法第21条の５の３第１項に

規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第29条第１項に規

定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを利用することにより、当該障

害児が居宅において日常生活を営むことができるよ

う定期的に検討するとともに、居宅において日常生活

を営むことができると認められる障害児に対し、入所

給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な

援助を行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第23

条準用 
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19 相談及び援助 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、常に障害児の心身の

状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じる

とともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第24

条準用 

 

20 指導、訓練等 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、障害児の心身の

状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練

等を行わなければならない。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第25

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、障害児が日常生

活における適切な習慣を確立するとともに、社会

生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通

じて生活指導を行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第25

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、障害児の適性に

応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営む

ことができるよう、より適切に指導、訓練等を行

っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第25

条第３項準用 

 

 

 

 

 

（４）指定医療型障害児入所施設は、常時一人以上の

従業者を指導、訓練等に従事させているか。 

 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第25

条第４項準用 

 

 

 

 

 

（５）指定医療型障害児入所施設は、障害児に対して

、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担に

より、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以

外の者による指導、訓練等を受けさせてないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第25

条第５項準用 

 

21 食事 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設において、障害児に

食事を提供するときは、その献立は、できる限り

、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養

量を含有するものとなっているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第26

条第１項準用 

 

 

 

 

 

（２）食事は、（１）の規定によるほか、食品の種類

及び調理方法について栄養並びに障害児の身体

的状況及び嗜好を考慮したものとなっているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第26

条第２項準用 

 

 

 

 

（３）調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

っているか。 

 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第26

条第３項準用 

 

 

 

 

（４）指定医療型障害児入所施設は、障害児の健康な

生活の基本としての食を営む力の育成に努めて

いるか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第26

条第４項準用 

22 社会生活上の

便宜の供与等 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、教養娯楽設備等

を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーシ

ョン行事を行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第27

条第１項準用 
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（２）指定医療型障害児入所施設は、障害児が日常生

活を営む上で必要な行政機関に対する手続等に

ついて、当該障害児又はその家族が行うことが困

難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得

て代わって行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第27

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、常に障害児の家

族との連携を図るとともに、障害児とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第27

条第３項準用 

 

23 健康管理 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、常に障害児の健

康の状況に注意するとともに、入所した障害児に

対し、入所時の健康診断、少なくとも１年に２回

の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健

安全法（昭和33年法律第56号）に規定する健康診

断に準じて行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第28

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、（１）にかかわ

らず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた

場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下

欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全

部又は一部を行わないことができる。この場合に

おいて、指定医療型障害児入所施設は、それぞれ

同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握して

いるか。 

児童相談所等におけ

る障害児の入所前の

健康診断 

入所した障害児に対

する障害児の入所時

の健康診断 

障害児が通学する学

校における健康診断 

定期の健康診断又は

臨時の健康診断 
 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第28

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設の従業者の健康診断

に当たっては、特に入所している者の食事を調理

する者につき、綿密な注意を払っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第28

条第３項準用 

24 緊急時等の対

応 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設の従業者は、現に指定入

所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専

門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じて

いるか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第29

条準用 

 

 

25 障害児の入院

期間中の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、障害児について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、

入院後おおむね３月以内に退院することが見込まれ

るときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付

決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便

宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合

を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に

円滑に入所することができるようにしているか。 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第30

条準用 
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26 給付金として

支払を受けた金

銭の管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、当該指定医療型障害

児入所施設の設置者が障害児に係る厚生労働大臣が

定める給付金（以下26において「給付金」という。）

の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金

銭を次に掲げるところにより管理しているか。 

 一 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずる

もの（これらの運用により生じた収益を含む。以

下26において「障害児に係る金銭」という。）を

その他の財産と区分しているか。 

 二 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従

って用いているか。 

 三 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにす

る記録を整備しているか。 

 四 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障

害児に係る金銭を当該障害児に取得させている

か。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第31

条準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 入所給付決定

保護者に関する

都道府県への通

知 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を受け

ている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその

他不正な行為によって障害児入所給付費及び障害児

入所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは

、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知し

ているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第32

条準用 

 

 

 

28 管理者による

管理等 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし

、指定医療型障害児入所施設の管理上支障がない

場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職

務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施

設以外の事業所、施設等の職務に従事させている

か。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第33

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設の管理者は、当該指

定医療型障害児入所施設の従業者及び業務の管

理その他の管理を、一元的に行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第33

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設の管理者は、当該指

定医療型障害児入所施設の従業者にこの章の規

定を遵守させるために必要な指揮命令を行って

いるか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第33

条第３項準用 

 

29 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、次の一から十に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する運営規程

（35において「運営規程」という。）を定めているか

。 

 一 施設の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 入所定員 

 四 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護

者から受領する費用の種類及びその額 

 五 施設の利用に当たっての留意事項 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第34

条準用 
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 六 緊急時等における対応方法 

 七 非常災害対策 

 八 主として入所させる障害児の障害の種類 

 九 虐待の防止のための措置に関する事項 

 十 その他施設の運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

30 勤務体制の確

保等 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、障害児に対し、

適切な指定入所支援を提供することができるよ

う、従業者の勤務の体制を定めているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第35

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、当該指定医療型

障害児入所施設の従業者によって指定入所支援

を提供しているか。（ただし、障害児の支援に直

接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。） 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第35

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しているか

。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第35

条第３項準用 

31 定員の遵守 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、入所定員及び居室の

定員を超えて入所させていないか。（ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。） 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第36

条準用 

 

32 非常災害対策 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けるととも

に、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災

害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に従業者に周知しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第37

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、非常災害に備え

るため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第37

条第２項準用 

33 衛生管理等 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、障害児の使用す

る設備及び飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるととも

に、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を

適正に行っているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第38

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、当該指定福祉型

障害児入所施設において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ず

るよう努めているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第38

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、障害児の希望等

を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ

又は清しきしているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第38

条第３項準用 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

34 協力歯科医療

機関 

 

 

 指定医療型障害児入所施設（主として自閉症児を受

け入れるものは除く。）は、協力歯科医療機関を定め

ているか。 

 

平24厚令16第56

条 

 

 

35 掲示 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、当該指定医療型障害

児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業

者の勤務の体制、34の協力歯科医療機関その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第40

条準用 

 

 

36 身体拘束等の

禁止 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援の

提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制

限する行為（（２）において「身体拘束等」とい

う。）を行っていないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第41

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、やむを得ず身体

拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由その他必要な事項を記録しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第41

条第２項準用 

 

37 虐待等の禁止 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設の従業者は、障害児に対

し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害児

の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第42

条準用 

38 懲戒に係る権

限の濫用禁止 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設の長たる指定医療型障

害児入所施設の管理者は、障害児に対し法第47条第１

項 本文の規定により親権を行う場合であって懲戒す

るとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその

障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体

的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してい

ないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第43

条準用 

 

 

 

 

39 秘密保持等 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設の従業者及び管理者

は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害

児又はその家族の秘密を漏らしていないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第44

条第１項準用 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、従業者及び管理

者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう、必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第44

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、法第21条の５の

３第１項 に規定する指定障害児通所支援事業者

、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第29条第２項に規定する指定障

害福祉サービス事業者等その他の福祉サービス

を提供する者等に対して、障害児又はその家族に

関する情報を提供する際は、あらかじめ文書によ

り当該障害児又はその家族の同意を得ているか。 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第44

条第３項準用 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

40 情報の提供等 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、当該指定医療型

障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適

切かつ円滑に入所できるように、当該指定医療型

障害児入所施設が実施する事業の内容に関する

情報の提供を行うよう努めているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第45

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、当該指定医療型

障害児入所施設について広告をする場合におい

て、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとして

いないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第45

条第２項準用 

 

41 利益供与等の

禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、障害児相談支援

事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第５条第

17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者（（２）において「障害児

相談支援事業者等」という。）、障害福祉サービ

スを行う者等又はその従業者に対し、障害児又は

その家族に対して当該指定福祉型障害児入所施

設を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはいないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第46

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、障害児相談支援

事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその

従業者から、障害児又はその家族を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を収受

していないか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第46

条第２項準用 

 

 

42 苦情解決 

 

 

 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、その提供した指

定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保

護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口を設置する等の必要な措置を講じて

いるか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第47

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、（１）の苦情を

受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

ているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第47

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、その提供した指

定入所支援に関し、法第24条の15第１項の規定に

より都道府県知事（指定都市にあっては指定都市

の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相

談所設置市の市長とする。以下この項及び次項に

おいて同じ。）が行う報告若しくは帳簿書類その

他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職

員からの質問若しくは指定医療型障害児入所施

設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査

に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その

他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道

府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第47

条第３項準用 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定医療型障害児入所施設は、都道府県知事か

らの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

都道府県知事に報告しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第47

条第４項準用 

 

 

 

 

 

（５）指定医療型障害児入所施設は、社会福祉法第83

条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の

規定により行う調査又はあっせんにできる限り

協力しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第47

条第５項準用 

 

43 地域との連携

等 

 

 

 指定医療型障害児入所施設は、その運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流に努めているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第48

条準用 

44 事故発生時の

対応 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供により事故が発生した場合

は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第49

条第１項準用 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、（１）の事故の

状況及び事故に際して採った処置について、記録

しているか。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第49

条第２項準用 

 

 

 

 

 

（３）指定医療型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか

。 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第49

条第３項準用 

 

45 記録の整備 

 

 

 

（１）指定医療型障害児入所施設は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 

 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第51

条第１項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定医療型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供に関する次の各号に掲げる

記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日か

ら五年間保存しているか。 

  一 入所支援計画 

  二 10に規定する提供した指定入所支援に係る

必要な事項の提供の記録 

  三 27の規定による都道府県への通知に係る記

録 

  四 36の（２）に規定する身体拘束等の記録 

  五 42の（２）に規定する苦情の内容等の記録 

  六 44の（２）に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

 

平24厚令16第57

条 

平24厚令16第51

条第２項準用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５  変更の届出  

等 

 

 指定医療障害児入所施設の設置者は、設置者の住所

その他児童福祉法施行規則25条の22にいう事項に変

更があったときは、10日以内に、その旨を都道府県知

法第24条の13 

規則25の22 
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事に届け出ているか。 

 

 

 

第６  障害児入所

給付費の算定及

び取扱い 

  

１ 基本事項 

 

 

 

 

 

 

（１）指定入所支援に要する費用の額は、平成24年厚

生労働省告示第123号の別表「障害児入所給付費

単位数表」の第１により算定する単位数に平成24

年厚生労働省告示第128号「厚生労働大臣が定め

る一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて

得た額を算定しているか。 

 

平 24厚告 123の

一 

平24厚告128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）の規定により、指定入所支援に要する費

用の額を算定した場合において、その額に1円未

満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て

て算定しているか。 

 

平 24厚告 123の

二 

 

 

 

２  医療型障害児

入所施設給付費 

 

 

 

 

（１）医療型障害児

入所給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設（児童福祉法に基づく指

定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する規

準（平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基

準」いう。）第２条第２号に規定する指定医療型障害

児入所施設をいう。以下同じ。）又は指定医療機関（

法第６条の２第３項に規定する指定医療機関をいう。

）において、指定入所支援を行った場合に、それぞれ

所定単位数を算定しているか。 

 ただし、地方公共団体が設置する指定医療型障害児

入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当

する単位数を算定しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の１の

注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療型障害児入所給付費の算定に当たって、次の①

又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は

②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定

しているか。 

 ① 障害児の数が平成24年厚生労働省告示第271号

「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業

者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所

定単位数に乗じる割合」第４に該当する場合に、

平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣

が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準

及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じ

る割合」第４に規定する割合を乗じた額を算定し

ているか。 

 ② 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準

第57条において準用する指定入所基準第21条の

規定に従い、入所支援計画（同条第１項に規定す

る入所支援計画をいう。以下同じ。）が作成され

ていない場合に、100分の95を乗じた額を算定し

ているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の１の

注２ 
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３  児童発達支援

管理責任者専任

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び

運営に関する規準（昭和23年厚生省令第63号）第49

条第１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。

以下同じ。）を専任で配置しているものとして都道府

県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）

又は法第59条の４第１項の児童相談所設置市（以下「

児童相談所設置市」という。）にあっては、指定都市

又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。）に届け出

た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援

を行った場合に、１日に所定単位数を加算しているか

。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の１の

注３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  重度障害児支

援加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が

定める施設基準」の第18に適合するものとして都道府

県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指

定医療機関において、次のイからハまでに該当する障

害児に対し、指定入所支援を行った場合（指定医療型

障害児入所施設にあっては、該当する障害児を入所さ

せるための設備等を有する建物において行う場合に

限る。）に、障害児の障害種別に応じて、重度障害児

支援加算として、１日につき、所定単位数を加算して

いるか。 

 イ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障

害児入所施設において、次の①又は②のいずれか

に該当する障害児に対し指定入所支援を行った

場合に加算しているか。 

  ① 次のいずれかに該当する知的障害児又は自

閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と

判定されたもの 

   （一）食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常

生活動作の介助を必要とし、社会生活への

適応が著しく困難である者 

   （二）頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べら

れないものを口に入れる、興奮、寡動その

他の問題行為を有し、監護を必要とする者 

  ② 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知

能指数がおおむね50以下と判定されたもの 

 ロ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障

害児入所施設において、イに規定する障害児であ

って、次の①から③までのいずれかに該当するも

のに対し指定入所支援を行った場合に加算して

いるか。 

  ① ６歳未満である者 

  ② 医療型障害児入所施設を退所後３年未満で

ある者 

  ③ 入所後１年未満である者 

 ハ 主として肢体不自由児を受け入れる指定医療

型障害児入所施設又は指定医療機関において、次

の①又は②のいずれかに該当する肢体不自由児

に対し指定入所支援を行った場合に加算してい

平 24厚告 123の

別表第２の１の

注４ 
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るか。 

  ① 各種補装具を用いても身体の移動が困難で

ある者 

  ② 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄

、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助

を必要とする者又は喀痰吸引等を必要とする

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  重度重複障害

児加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４のイからハまでに該当する障害児であって、視覚

障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語

機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部

障害（心臓、じん造、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸

若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。）、知的障害

又は精神障害（知的障害を除く。）のうち３以上の障

害を有する児童（以下「重複障害児」という。）であ

る障害児（重症心身障害児を除く。）に対し、指定福

祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った

場合に、重度重複障害児加算として、１日につき所定

単位数を加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の１の

注５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 幼児加算 

 

 

 

 

 指定医療型障害児入所施設又は指定医療機関にお

いて乳幼児である肢体不自由児（重症心身障害児を除

く。）に対し、指定入所支援を行った場合に加算して

いるか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の１の

注６ 

 

 

７ 自活訓練加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）６月間程度の個別訓練を行うことにより地域社

会で自活することが可能であると都道府県（指定

都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。）

が認めた障害児（自閉症児に限る。以下この７に

おいて同じ。）に対し、平成24年厚生労働省告示

第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の第

19に適合するものとして都道府県知事に届け出

た指定医療型障害児入所施設において、平成24

年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定め

る基準」の第14に適合する自活に必要な訓練（以

下「自活訓練」という。）を行った場合に、当該

障害児１人につき180日間を限度として所定単位

数を加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の２の

注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自活訓練加算（Ⅰ）については自活訓練加算（

Ⅱ）以外の場合に、自活訓練加算（Ⅱ）について

は自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室

がある建物の同一敷地内に確保することが困難

である場合であって、当該建物に隣接した借家等

において自活訓練を行ったときに、所定単位数を

加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の２の

注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）同一の障害児について、同一の給付決定期間（

法第24条の３第６項に規定する給付決定期間を

いう。以下同じ。）中１回（さらに継続して自活

平 24厚告 123の

別表第２の２の

注３ 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

訓練を行う必要があると認められる障害児にあ

っては、２回）を限度として加算しているか。 

 

 

 

 

８  福祉専門職員

配置等加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）については、指

定入所基準第52条の規定により置くべき児童指

導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第43条の児童指導員をいう。以下同じ。）として

常勤で配置されている従業者又は指定医療機関

の職員（直接支援業務に従事する者のうち、看護

職員及び保育士であるものを除く。）のうち、社

会福祉士又は介護福祉士であるものの割合が100

分の25以上であるものとして都道府県知事に届

け出た指定医療型障害児入所施設において、指定

入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数

を加算しているか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の３の

注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）については、次

の①又は②のいずれかに該当するものとして都

道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施

設において、指定入所支援を行った場合に、１日

につき所定単位数を加算しているか。（ただし、

この場合において、福祉専門職員配置等加算（Ⅰ

）を算定している場合は、算定しない。） 

  ① 指定入所基準第52条の規定により置くべき

児童指導員に若しくは保育士又は指定医療機

関の職員（直接支援業務に従事する保育士又は

指導員であるものに限る。）（②において「児

童指導員等」という。）として配置されている

従業者のうち、常勤で配置されているものの割

合が100分の75以上であること。 

  ② 児童指導員等として常勤で配置されている

従業者のうち、３年以上従事しているものの割

合が100分の30以上であること。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の３の

注２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 地域移行加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入所期間が１月を超えると見込まれる障害児の退

所に先立って、指定入所基準第52条の規定により置く

べき従業者又は指定医療機関の職員が、当該障害児に

対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ

、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障

害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活

についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入

所中１回を限度として所定単位数を加算し、当該障害

児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当

該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った

場合に、退所後１回を限度として所定単位数を加算し

ているか。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会

福祉施設等に入所する場合にあっては、加算していな

いか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の４の

注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 小規模グルー

プケア加算 

 平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が

定める施設基準」の第20に適合するものとして都道府

平 24厚告 123の

別表第２の５の
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設におい

て、小規模なグループによるケアを行う必要があると

都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行っ

た場合（当該障害児を入所させるための設備等を有す

る建物において行う場合に限る。）に、当該障害児１

人につき所定単位数を加算しているか。 

 

注 

 

 

 

 

 

 

11 福祉・介護職員

処遇改善加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が

定める基準」の第17に適合している福祉・介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知

事に届け出た指定医療型障害児入所施設（国、独立行

政法人国立病院機構又は独立行政法人国立精神・神経

医療研究センターが行う場合を除く。13において同じ

。）が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合に

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合にあっては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)１から10まで

により算定した単位数の単位数の1000分の17に

相当する単位数 

 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)イにより算定

した単位数の100分の90に相当する単位数 

 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)イにより算定

した単位数の100分の80に相当する単位数 

平 24厚告 123の

別表第２の６の

注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 福祉・介護職員

処遇改善特別加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が

定める基準」のの第18に適合している福祉・介護職員

を中心とした従業者の賃金の改善等を実施している

ものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害

児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った

場合に、１から10までにより算定した単位数の1000

分の6に相当する単位数を所定単位数に加算している

か。ただし、11の福祉・介護職員処遇改善加算を算定

している場合にあっては、算定していないか。 

 

平 24厚告 123の

別表第２の７の

注 
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主眼事項及び着眼点（指定障害児相談支援）

主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令

第１ 基本方針 法第 24条の 31

（１）指定障害児相談支援の事業は、障害児又 平 24厚令 29
は障害児の保護者(障害児等)の意思及び人 第 2条第 1項
格を尊重し、常に当該障害児等の立場に立
って行われているか。

（２）指定障害児相談支援の事業は、障害児が 平 24厚令 29
自立した日常生活又は社会生活を営むこと 第 2条第 2項
ができるように配慮して行われているか。

（３）指定障害児相談支援の事業は、障害児の 平 24厚令 29
心身の状況、その置かれている環境等に応 第 2条第 3項
じて、障害児等の選択に基づき、適切な保
健、医療、福祉、教育等のサービス(福祉
サービス等)が、多様な事業者から、総合
的かつ効率的に提供されるよう配慮して行
われているか。

（４）指定障害児相談支援の事業は、当該障害 平 24厚令 29
児等に提供される福祉サービス等が特定の 第 2条第 4項
種類又は特定の障害児通所支援事業を行う
者に不当に偏ることのないよう、公正中立
に行われているか。

（５）指定障害児相談支援事業者は、市町村、 平 24厚令 29
障害児通所支援事業を行う者等との連携を 第 2条第 5項
図り、地域において必要な社会資源の改善
及び開発に努めているか。

（６）指定障害児相談支援事業者は、自らその 平 24厚令 29
提供する指定障害児相談支援の評価を行 第 2条第 6項
い、常にその改善を図っているか。

第２ 人員に関す 法第 24条の 31
る基準 第 1項

１ 従業者 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係 平 24厚令 29
る障害児相談支援事業所(指定障害児相談支援 第 3条
事業所)ごとに専らその職務に従事する相談支 平 24厚告 225
援専門員(平成 24 年厚生労働省告示第 225 号指
定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生
労働大臣が定めるもの)を置いているか。
ただし、指定障害児相談支援の業務に支障が

ない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の
他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等
の職務に従事させることができるものとする。

２ 管理者 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相 平 24厚令 29
談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管 第 4条
理者を置いているか。
ただし、指定障害児相談支援事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事
業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、
施設等の職務に従事させることができるものと
する。
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主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令

第３ 運営に関す 法第 24条の 31
る基準 第 2項

１ 内容及び手続 （１）指定障害児相談支援事業者は、障害児相 平 24厚令 29
の説明及び同意 談支援対象保護者が指定障害児相談支援の 第 5条第 1項

利用の申込みを行ったときは、当該利用の
申込みを行った障害児相談支援対象保護者
(利用申込者)に係る障害児の障害の特性に
応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込
者に対し、運営規程の概要その他の利用申
込者のサービスの選択に資すると認められ
る重要事項を記した文書を交付して説明を
行い、当該指定障害児相談支援の提供の開
始について当該利用申込者の同意を得てい
るか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、社会福祉 平 24厚令 29
法第 77 条の規定に基づき書面の交付を行 第 5条第 2項
う場合は、利用申込者に係る障害児の障害
の特性に応じた適切な配慮をしているか。

２ 契約内容の報 （１）指定障害児相談支援事業者は、指定障害 平 24厚令 29
告等 児相談支援の利用に係る契約をしたとき 第 6条第 1項

は、その旨を市町村に対し遅滞なく報告し
ているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、障害児支 平 24厚令 29
援利用計画を作成したときは、その写しを 第 6条第 2項
市町村に対し遅滞なく提出しているか。

３ 提供拒否の禁 指定障害児相談支援事業者は、正当な理由が 平 24厚令 29
止 なく、指定障害児相談支援の提供を拒んでいな 第 7条

いか。

４ サービス提供 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相 平 24厚令 29
困難時の対応 談支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案 第 8条

し、利用申込者及び利用申込者に係る障害児に
対し自ら適切な指定障害児相談支援を提供する
ことが困難であると認めた場合は、適当な他の
指定障害児相談支援事業者の紹介その他の必要
な措置を速やかに講じているか。

５ 受給資格の確 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相 平 24厚令 29
認 談支援の提供を求められた場合は、その者の提 第 9条

示する通所受給者証によって、障害児相談支援
給付費の支給対象者であること、法第 6 条の 2
第 8項に規定する厚生労働省令で定める期間、
通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめて
いるか。

６ 通所給付決定 指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定 平 24厚令 29
の申請に係る援 に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給 第 10条
助 付決定の有効期間の終了に伴う通所給付決定の

申請について、必要な援助を行っているか。
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主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令

７ 身分を証する 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害 平 24厚令 29
書類の携行 児相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証 第 11条

する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又
はその家族から求められたときは、これを提示
すべき旨を指導しているか。

８ 障害児相談支 （１）指定障害児相談支援事業者は、法定代理 平 24厚令 29
援給付費の額等 受領を行わない指定障害児相談支援を提供 第 12条第 1項
の受領 した際は、障害児相談支援対象保護者から

当該指定障害児相談支援につき法第 24 条
の 26 第 2 項に規定する厚生労働大臣が定
める基準により算定した費用の額の支払を
受けているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、(1)の支 平 24厚令 29
払を受ける額のほか、障害児相談支援対象 第 12条第 2項
保護者の選定により通常の事業の実施地域
以外の地域の居宅を訪問して指定障害児相
談支援を提供する場合は、それに要した交
通費の額の支払を障害児相談支援対象保護
者から受けているか。

（３）指定障害児相談支援事業者は、(1)及び(2) 平 24厚令 29
の費用の額の支払を受けた場合は、当該費 第 12条第 3項
用に係る領収証を当該費用の額を支払った
障害児相談支援対象保護者に対し交付して
いるか。

（４）指定障害児相談支援事業者は、(2)の交 平 24厚令 29
通費については、あらかじめ、障害児相談 第 12条第 4項
支援対象保護者に対し、その額について説
明を行い、障害児相談支援対象障害者の同
意を得ているか。

９ 利用者負担額 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相 平 24厚令 29
に係る管理 談支援を提供している障害児相談支援対象保護 第 13条

者に係る障害児が当該指定障害児相談支援と同
一の月に受けた指定通所支援につき法第 21 条
の 5 の 3 第 2 項第 2 号に掲げる額の合計額(利
用者負担額合計額)を算定しているか。
この場合において、当該指定障害児相談支援

事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告
するとともに、当該障害児相談支援対象保護者
及び当該障害児相談支援対象保護者に係る障害
児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通
所支援事業者に通知しているか。

10 障害児相談支 （１）指定障害児相談支援事業者は、法定代理 平 24厚令 29
援給付費の額に 受領により指定障害児相談支援に係る障害 第 14条第 1項
係る通知等 児相談支援給付費の支給を受けた場合は、

障害児相談支援対象保護者に対し、当該障
害児相談支援対象保護者に係る障害児相談
支援給付費の額を通知しているか。
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主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令

（２）指定障害児相談支援事業者は、第 3 の 8 平 24厚令 29
の(1)の法定代理受領を行わない指定障害 第 14条第 2項
児相談支援に係る費用の額の支払を受けた
場合は、その提供した指定障害児相談支援
の内容、費用の額その他必要と認められる
事項を記載したサービス提供証明書を障害
児相談支援対象保護者に対して交付してい
るか。

11 指定障害児相 （１）指定障害児相談支援の方針は、第 1 に規 平 24厚令 29
談支援の具体的 定する基本方針に基づき、次に掲げるとこ 第 15条第 1項
取扱方針 ろによっているか。

① 指定障害児相談支援事業所の管理者 平 24厚令 29
は、相談支援専門員に障害児支援利用計 第 15条第 1項
画の作成に関する業務を担当させている 第 1号
か。

② 指定障害児相談支援の提供に当たって 平 24厚令 29
は、障害児等の立場に立って懇切丁寧に 第 15条第 1項
行うことを旨とし、障害児又はその家族 第 2号
に対し、サービスの提供方法等について
理解しやすいように説明を行うととも
に、必要に応じ、同じ障害を有する障害
児の家族による支援等適切な手法を通じ
て行っているか。

（２）指定障害児相談支援における指定障害児 平 24厚令 29
支援利用援助の方針は、第 1に規定する基 第 15条第 2項
本方針及び(1)に規定する方針に基づき、
次に掲げるところによっているか。
① 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画の作成に当たっては、障害児等の希望 第 15条第 2項
等を踏まえて作成するよう努めている 第 1号
か。

② 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画の作成に当たっては、障害児の自立し 第 15条第 2項
た日常生活の支援を効果的に行うため、 第 2号
障害児の心身又は家族の状況等に応じ、
継続的かつ計画的に適切な福祉サービス
等の利用が行われるようにしているか。

③ 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画の作成に当たっては、障害児の日常生 第 15条第 2項
活全般を支援する観点から、指定通所支 第 3号
援に加えて、指定通所支援以外の福祉サ
ービス等、当該地域の住民による自発的
な活動によるサービス等の利用も含めて
障害児支援利用計画上に位置付けるよう
努めているか。

④ 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画の作成の開始に当たっては、障害児等 第 15条第 2項
によるサービスの選択に資するよう、当 第 4号
該地域における指定障害児通所支援事業
者等に関するサービスの内容、利用料等
の情報を適正に障害児又はその家族に対
して提供しているか。



- 5 -

主眼事項 着 眼 点 根 拠 法 令

⑤ 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画の作成に当たっては、適切な方法によ 第 15条第 2項
り、障害児について、その心身の状況、 第 5号
その置かれている環境及び日常生活全般
の状況等の評価を通じて障害児の希望す
る生活や障害児が自立した日常生活を営
むことができるよう支援する上で解決す
べき課題等の把握(アセスメント)を行っ
ているか。

⑥ 相談支援専門員は、アセスメントに当 平 24厚令 29
たっては、障害児の居宅を訪問し、障害 第 15条第 2項
児及びその家族に面接しているか。この 第 6号
場合において、相談支援専門員は、面接
の趣旨を障害児及びその家族に対して十
分に説明し、理解を得ているか。

⑦ 相談支援専門員は、障害児についての 平 24厚令 29
アセスメントに基づき、当該地域におけ 第 15条第 2項
る指定通所支援が提供される体制を勘案 第 7号
して、当該アセスメントにより把握され
た解決すべき課題等に対応するための最
も適切な福祉サービス等の組合せについ
て検討し、障害児及びその家族の生活に
対する意向、総合的な援助の方針、生活
全般の解決すべき課題、提供される福祉
サービス等の目標及びその達成時期、福
祉サービス等の種類、内容、量、福祉サ
ービス等を提供する上での留意事項、法
第 6条の 2第 8項に規定する厚生労働省
令で定める期間に係る提案等を記載した
障害児支援利用計画案を作成している
か。

⑧ 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画案に位置付けた福祉サービス等につい 第 15条第 2項
て、法第 21 条の 5 の 5 第 1 項に規定す 第 8号
る障害児通所給付費等の対象となるかど
うかを区分した上で、当該障害児支援利
用計画案の内容について、障害児及びそ
の家族に対して説明し、文書により障害
児等の同意を得ているか。

⑨ 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画案を作成した際には、当該障害児支援 第 15条第 2項
利用計画案を障害児等に交付している 第 9号
か。

⑩ 相談支援専門員は、通所給付決定を踏 平 24厚令 29
まえて障害児支援利用計画案の変更を行 第 15条第 2項
い、指定障害児通所支援事業者等その他 第 10号
の者との連絡調整等を行うとともに、サ
ービス担当者会議の開催等により、当該
障害児支援利用計画案の内容について説
明を行うとともに、担当者から、専門的
な見地からの意見を求めているか。

⑪ 相談支援専門員は、サービス担当者会 平 24厚令 29
議を踏まえた障害児支援利用計画案の内 第 15条第 2項
容について、障害児又はその家族に対し 第 11号
て説明し、文書により障害児等の同意を
得ているか。
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⑫ 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画を作成した際には、当該障害児支援利 第 15条第 2項
用計画を障害児等及び担当者に交付して 第 12号
いるか。

（３）指定障害児相談支援における指定継続障 平 24厚令 29
害児支援利用援助の方針は、第 1に規定す 第 15条第 3項
る基本方針、(1)及び(2)に規定する方針に
基づき、次に掲げるところによっているか。
① 相談支援専門員は、障害児支援利用計 平 24厚令 29
画の作成後、障害児支援利用計画の実施 第 15条第 3項
状況の把握(モニタリング)を行い、必要 第 1号
に応じて障害児支援利用計画の変更、福
祉サービス等の事業を行う者等との連絡
調整その他の便宜の提供を行うととも
に、新たな通所給付決定が必要であると
認められる場合には、障害者等に対し、
通所給付決定に係る申請の勧奨を行って
いるか。

② 相談支援専門員は、モニタリングに当 平 24厚令 29
たっては、障害児及びその家族、福祉サ 第 15条第 3項
ービス等の事業を行う者等との連絡を継 第 2号
続的に行うこととし、法第 6 条の 2 第 8
項に規定する厚生労働省令で定める期間
ごとに障害児の居宅を訪問し、障害児等
に面接するほか、その結果を記録してい
るか。
③ (2)の①から⑦まで及び⑩から⑫まで 平 24厚令 29
の規定は、(3)の①に規定する障害児支 第 15条第 3項
援利用計画の変更について準用する。 第 3号

④ 相談支援専門員は、適切な福祉サービ 平 24厚令 29
ス等が総合的かつ効率的に提供された場 第 15条第 3項
合においても、障害児がその居宅におい 第 4号
て日常生活を営むことが困難となったと
認める場合又は障害児等が指定障害児入
所施設等への入所又は入院を希望する場
合には、指定障害児入所施設等への紹介
その他の便宜の提供を行っているか。

⑤ 相談支援専門員は、指定障害児入所施 平 24厚令 29
設等から退所又は退院しようとする障害 第 15条第 3項
児又はその家族から依頼があった場合に 第 5号
は、居宅における生活へ円滑に移行でき
るよう、あらかじめ、必要な情報の提供
及び助言を行う等の援助を行っている
か。

12 障害児等に対 指定障害児相談支援事業者は、障害児等が他 平 24厚令 29
する障害児支援 の指定障害児相談支援事業者の利用を希望する 第 16条
利用計画等の書 場合その他障害児等から申出があった場合に
類の交付 は、当該障害児等に対し、直近の障害児支援利

用計画及びその実施状況に関する書類を交付し
ているか。
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13 障害児相談支 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相 平 24厚令 29
援対象保護者に 談支援を受けている障害児相談支援対象保護者 第 17条
関する市町村へ が偽りその他不正な行為によって障害児相談支
の通知 援給付費の支給を受け、又は受けようとしたと

きは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村
に通知しているか。

14 管理者の責務 （１）指定障害児相談支援事業所の管理者は、 平 24厚令 29
当該指定障害児相談支援事業所の相談支援 第 18条第 1項
専門員その他の従業者の管理、指定障害児
相談支援の利用の申込みに係る調整、業務
の実施状況の把握その他の管理を一元的に
行っているか。

（２）指定障害児相談支援事業所の管理者は、 平 24厚令 29
当該指定障害児相談支援事業所の相談支援 第 18条第 2項
専門員その他の従業者に第２の規定を遵守
させるため必要な指揮命令を行っている
か。

15 運営規程 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相 平 24厚令 29
談支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に 第 19条
ついての重要事項に関する運営規程を定めてい
るか。
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④指定障害児相談支援の提供方法及び内容並
びに障害児相談支援対象保護者から受領す
る費用及びその額

⑤通常の事業の実施地域
⑥事業の主たる対象とする障害の種類を定め
た場合には当該障害の種類

⑦虐待の防止のための措置に関する事項
⑧その他運営に関する重要事項

16 勤務体制の確 （１）指定障害児相談支援事業者は、障害児等 平 24厚令 29
保等 に対し、適切な指定障害児相談支援を提供 第 20条第 1項

できるよう、指定障害児相談支援事業所ご
とに、相談支援専門員その他の従業者の勤
務の体制を定めているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、指定障害 平 24厚令 29
児相談支援事業所ごとに、当該指定障害児 第 20条第 2項
相談支援事業所の相談支援専門員に指定障
害児相談支援の業務を担当させているか。
ただし、相談支援専門員の補助の業務につ
いては、この限りでない。

（３）指定障害児相談支援事業者は、相談支援 平 24厚令 29
専門員の資質の向上のために、その研修の 第 20条第 3項
機会を確保しているか。

17 設備及び備品 指定障害児相談支援事業者は、事業を行うた 平 24厚令 29
等 めに必要な広さの区画を有するとともに、指定 第 21条

障害児相談支援の提供に必要な設備及び備品等
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を備えているか。

18 衛生管理等 （１）指定障害児相談支援事業者は、従業者の 平 24厚令 29
清潔の保持及び健康状態について、必要な 第 22条第 1項
管理を行っているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、指定障害 平 24厚令 29
児相談支援事業所の設備及び備品等につい 第 22条第 2項
て、衛生的な管理に努めているか。

19 掲示等 （１）指定障害児相談支援事業者は、指定障害 平 24厚令 29
児相談支援事業所の見やすい場所に、運営 第 23条第 1項
規程の概要、障害児相談支援の実施状況、
相談支援専門員の有する資格、経験年数及
び勤務の体制その他の利用申込者のサービ
スの選択に資すると認められる重要事項を
掲示しているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、(1)に規 平 24厚令 29
定する重要事項の公表に努めているか。 第 23条第 2項

20 秘密保持等 （１）指定障害児相談支援事業所の従業者及び 平 24厚令 29
管理者は、正当な理由がなく、その業務上 第 24条第 1項
知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら
していないか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、従業者及 平 24厚令 29
び管理者であった者が、正当な理由がなく、 第 24条第 2項
その業務上知り得た障害児又はその家族の
秘密を漏らすことがないよう、必要な措置
を講じているか。

（３）指定障害児相談支援事業者は、サービス 平 24厚令 29
担当者会議等において、障害児又はその家 第 24条第 3項
族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ
文書により当該障害児又はその家族の同意
を得ているか。

21 広告 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害 平 24厚令 29
児相談支援事業者について広告をする場合にお 第 25条
いては、その内容を虚偽のもの又は誇大なもの
としていないか。

22 指定障害児通 （１）指定障害児相談支援事業者及び指定障害 平 24厚令 29
所支援事業者等 児相談支援事業所の管理者は、障害児支援 第 26条第 1項
からの利益収受 利用計画の作成又は変更に関し、当該指定
等の禁止 障害児相談支援事業所の相談支援専門員に

対して特定の福祉サービス等の事業を行う
者等によるサービスを位置付けるべき旨の
指示等を行っていないか。

（２）指定障害児相談支援事業所の相談支援専 平 24厚令 29
門員は、障害児支援利用計画の作成又は変 第 26条第 2項
更に関し、障害児等に対して特定の福祉サ
ービス等の事業を行う者等によるサービス
を利用すべき旨の指示等を行っていない
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か。

（３）指定障害児相談支援事業者及びその従業 平 24厚令 29
者は、障害児支援利用計画の作成又は変更 第 26条第 3項
に関し、障害児に対して特定の福祉サービ
ス等の事業を行う者等によるサービスを利
用させることの対償として、当該福祉サー
ビス等の事業を行う者等から金品その他の
財産上の利益を収受していないか。

23 苦情解決 （１）指定障害児相談支援事業者は、その提供 平 24厚令 29
した指定障害児相談支援又は障害児支援利 第 27条第 1項
用計画に位置付けた福祉サービス等に関す
る障害児又はその家族からの苦情に迅速か
つ適切に対応するために、苦情を受け付け
るための窓口を設置する等の必要な措置を
講じているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、(1)の苦 平 24厚令 29
情を受け付けた場合には、当該苦情の内容 第 27条第 2項
等を記録しているか。

（３）指定障害児相談支援事業者は、その提供 平 24厚令 29
した指定障害児相談支援に関し、法第 24 第 27条第 3項
条の 34 第 1 項の規定により市町村長が行
う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提
出若しくは提示の命令又は当該職員からの
質問若しくは指定障害児相談支援事業所の
設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査
に応じ、及び障害児又はその家族からの苦
情に関して市町村長が行う調査に協力する
とともに、市町村長から指導又は助言を受
けた場合は、当該指導又は助言に従って必
要な改善を行っているか。

（４）指定障害児相談支援事業者は、その提供 平 24厚令 29
した指定障害児相談支援に関し、法第 57 第 27条第 4項
条の 3の 2第 1項の規定により市町村が行
う報告若しくは文書その他の物件の提出若
しくは提示の命令又は当該職員からの質問
若しくは指定障害児相談支援事業所の設備
若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応
じ、及び障害児又はその家族からの苦情に
関して市町村が行う調査に協力するととも
に、市町村から指導又は助言を受けた場合
は、当該指導又は助言に従って必要な改善
を行っているか。

（５）指定障害児相談支援事業者は、その提供 平 24厚令 29
した指定障害児相談支援に関し、法第 57 第 27条第 5項
条の 3の 3第 3項の規定により都道府県知
事が行う報告若しくは指定障害児相談支援
の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提
出若しくは提示の命令又は当該職員からの
質問に応じ、及び障害児又はその家族から
の苦情に関して都道府県知事が行う調査に
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協力するとともに、都道府県知事から指導
又は助言を受けた場合は、当該指導又は助
言に従って必要な改善を行っているか。

（６）指定障害児相談支援事業者は、都道府県 平 24厚令 29
知事、市町村又は市町村長から求めがあっ 第 27条第 6項
た場合には、(3)から(5)までの改善の内容
を都道府県知事又は市町村長に報告してい
るか。

（７）指定障害児相談支援事業者は、社会福祉 平 24厚令 29
法第 83 条に規定する運営適正化委員会が 第 27条第 7項
同法第 85 条の規定により行う調査又はあ
っせんにできる限り協力しているか。

24 事故発生時の （１）指定障害児相談支援事業者は、障害児等 平 24厚令 29
対応 に対する指定障害児相談支援の提供により 第 28条第 1項

事故が発生した場合は、都道府県、市町村、
当該障害児の家族等に連絡を行うととも
に、必要な措置を講じているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、(1)の事 平 24厚令 29
故の状況及び事故に際して採った処置につ 第 28条第 2項
いて、記録しているか。

（３）指定障害児相談支援事業者は、障害児等 平 24厚令 29
に対する指定障害児相談支援の提供により 第 28条第 3項
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠
償を速やかに行っているか。

25 会計の区分 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相 平 24厚令 29
談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、 第 29条
指定障害児相談支援の事業の会計をその他の事
業の会計と区分しているか。

26 記録の整備 （１）指定障害児相談支援事業者は、従業者、 平 24厚令 29
設備、備品及び会計に関する諸記録を整備 第 30条第 1項
しているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、障害児等 平 24厚令 29
に対する指定障害児相談支援の提供に関す 第 30条第 2項
る次の各号に掲げる記録を整備し、当該指
定障害児相談支援を提供した日から 5 年間
保存しているか。
① 第 3の 11の(3)の①に規定する福祉サ
ービス等の事業を行う者等との連絡調整
に関する記録

② 個々の障害児ごとに次に掲げる事項を
記載した相談支援台帳
イ 障害児支援利用計画案及び障害児支
援利用計画

ロ アセスメントの記録
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリングの結果の記録

③ 第 3 の 13 の規定による市町村への通
知に係る記録
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④ 第 3の 23の(2)に規定する苦情の内容
等の記録

⑤ 第 3の 24の(2)に規定する事故の状況
及び事故に際して採った処置についての
記録

第４ 変更の届出 （１）指定障害児相談支援事業者は、当該指定 法第 24条の 32
等 に係る障害児相談支援事業所の名称及び所 第 1項

在地その他児童福祉法施行規則第 25 条の 施行規則第 25
26 の 7 第 1 項で定める事項に変更があっ 条の 26の 7
たとき、又は休止した当該指定障害児相談 第 1項及び
支援の事業を再開したときは、同施行規則 第 2項
第 25条の 26の 7第 1項及び第 2項で定め
るところにより、10 日以内に、その旨を
市町村長に届け出ているか。

（２）指定障害児相談支援事業者は、当該指定 法第 24条の 32
障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止 第 2項
しようとするときは児童福祉法施行規則第 施行規則第 25
25 条の 26 の 7 第 3 項で定めるところによ 条の 26の 7
り、その廃止又は休止の日の 1月前までに、 第 3項
その旨を市町村長に届け出ているか。

第５ 障害児相談 （１）指定障害児相談支援に要する費用の額は、 法第 24条の 26
支援給付費及 平成 24 年厚生労働省告示第 126 号の別表 第 2項
び特例障害児 「障害児相談支援給付費単位数表」により 平 24厚告 126
相談支援給付 算定する単位数に別に平成 24 年厚生労働 の一
費の算定及び 省告示第 128 号「厚生労働大臣が定める一 平 24厚告 128
取扱い 単位の単価」を乗じて算定しているか。

１ 基本事項
（２）(1)の規定により指定障害児相談支援に 平 24厚告 126

要する費用の額を算定した場合において、 の二
その額に 1 円未満の端数があるときは、そ
の端数金額は切り捨てて算定しているか。

２ 障害児相談支
援費

（１）障害児支援 障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支 平 24厚告 126
利用援助費 援事業者が、障害児相談支援対象保護者に対し 別表１の注１

て指定障害児支援利用援助を行った場合に、１
月につき所定単位数を算定しているか。

（２）継続障害児 継続障害児支援利用援助費は、指定障害児相 平 24厚告 126
支援利用援助 談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対 別表１の注２
費 して指定継続障害児支援利用援助を行った場合

に、１月につき所定単位数を算定しているか。

（３）その他 ① 指定障害児相談支援事業者が、第 3 の 11 平 24厚告 126
の(2)の➅（第３の 11 の(3)の③において準 別表 1の注 3
用する場合を含む）、⑧、⑨若しくは⑩から
⑫まで（第３の⑪の(3)の③において準用す
る場合を含む）又は第３の⑪の(3)の②に定
める基準を満たさないで指定障害児支援利用
援助又は指定継続障害児支援利用援助を行っ
た場合には、所定単位数を算定していないか。
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② 指定障害児相談支援事業者が、同一の月に 平 24厚告 126
おいて、同一の障害児相談支援対象保護者に 別表１の注 4
対して指定継続障害児支援利用援助を行った
後に、指定障害児支援利用援助を行った場合
には、継続障害児支援利用援助費に係る所定
単位数を算定していないか。

③ 平成 24 年厚生労働省告示第 233 号に規定 平 24厚告 126
する「厚生労働大臣が定める地域」に居住し 別表 1の注 5
ている利用者に対して、指定障害児相談支援
を行った場合（①に定める場合を除く。）に
特別地域加算として、1 回につき所定単位数
の 100 分の 15 に相当する単位数を所定単位
数に加算しているか。

３ 利用者負担上 指定障害児相談支援事業者が、第３の９に規 平 24厚告 126
限額管理加算 定する利用者負担額合計額の管理を行った場合 別表２の注

に、１月につき所定単位数を加算しているか。


